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歴史は歳月とと
もに風化するのではな
い。現状追認に都合よく
その歴史は合理化され、
歴史を中心からみる権勢者
によってそれが正当化されて
しまうのである。だが歴史の
岩盤はご都合主義を越えて時と
して時代を揺り動かす。
　2009 年夏の民主党による政権交
代とその後の民主党政権の混迷とは結局、戦後日本社会の
岩盤＝基本問題に起因している。それは「派遣切り」と「普
天間基地」とに象徴されている二つの根本的な問題、生存
権と戦争放棄に関わる。戦後日本社会が抱え込んできたこ
の岩盤下のマグマの鳴動と噴出によってそれらは引き起こ
された。そもそも日本国憲法第 25 条にいう「生存権、国の
社会的使命」と第 9 条に明記された「戦争の放棄、戦力及
び交戦権の否認」という二大理念は敗戦国日本の存在意味
であり世界に再生を宣言した新生社会理念である。だがそ
れらは現代日本社会の増大する格差と貧困の現実そして今
なお冷戦的思考と国家間パワーバランスに立脚しグローバ
ル化した日米「軍事同盟」の厳存とは明確に齟齬し矛盾す
る。このことが政治変動の震源地となったのである。上演
は二幕あった。
　基本問題の第 1 は生存権に関わる。経済格差と貧困を解
決し国民の生活権、福祉と保障などの向上への国の努力義
務を明記した「国の社会的使命」は｢政治の季節｣から｢経済
の季節｣への転換、所得倍増と高度経済成長の時代に封印さ
れ、さらに「一億総中流化」幻想の蔓延によってその使命
は「消失」してしまった。格差と貧困は「成長と繁栄」の
暗部に押し込められ、「社会的使命」は市場の「競争と自己
責任」に取って代わられたのである。
　格差と貧困は日本社会の伏流水となっていたが 21 世紀に
入り派遣・請負などの非正規労働者の急増と労働者使い捨
てなど、また「ワーキング・プア」や生活保護世帯などが
増大したことによって喫緊の社会問題として地上に流れ出
した。さらにアメリカ発の「金融資本主義」別名「強欲資
本主義」の行き詰まりとグローバルな金融危機と同時不況
の深刻化はこれまでの社会経済システムの転轍を必至とし
た。それは国民意識と時代精神の変化となり政権交代を促
した。「チェンジ」と「友愛」の標語は、市場競争至上主義
から社会協調主義への転換を体現する新たな理念となり、
社会経済の新構想となる可能性を内在させていた。それへ
の共感が政権交代の基盤となったのである。これが第一幕。
　第二幕はすぐさま開演された。それは戦争放棄と戦力否
認という基本問題の再上演である。その理念は冷戦体制下
の日米「軍事同盟」とアメリカの「核抑止力」とによって「解
釈改憲」され続け、そして密約安保体制と沖縄への米軍基
地集積によって戦後日本社会から「封印」されていた。だ

が 1994 年「ナイ・イニシアチブ」と 1997 年新ガイドライ
ンによってアジア太平洋地域へと日米「軍事同盟」は拡張
され、この地域における新冷戦＝国家対抗を担う10 万人の
米軍のプレゼンスが特に日本＝沖縄に新たに負荷され再定
義されたのであった。
　かつて「捨て石」とされた沖縄はアメリカの軍事力展開
の戦略的な「要石」であり、その一部であったとしてもア
メリカ海兵隊の普天間基地を国外県外に移転させることは
日米安保体制という戦後日本社会の岩盤を堀崩すことであ
る。その軽重を見誤ったことが鳩山前総理にとって「躓き
の石」となった。戦後安保体制の是非に踏み込めないこと
が政権混迷と失速を加速化させた。そして 2010 年 7 月の参
議院選挙ではこの岩盤は選挙争点から消失し、民主党「敗
北」と共に「日米合意」の既定路線に沈み込んでしまった。
はやばやとした第二幕の終演であった。
　経済成長と経済大国化の中で失った、あるいは捨て去っ
た「もの」を憂え、物質金銭万能主義や鎖国心理が蔓延し
た「本土」社会を若泉敬は「愚者の楽園」（『他策ナカリシ
ヲ信ゼムト欲ス』跋より文藝春秋）と言い放っていた。彼
が埋葬しなかった「密約」にまみれた沖縄返還がその後一
層沖縄の基地固定化と「構造的差別」をもたらしたに過ぎ
ないとすれば、またその犠牲と負担を放置することで「本
土」の安全と繁栄がもたらされると妄想し、「政治の季節」
から「経済の季節」へとまたもや安閑として転換していくと
すれば、「結果責任」を一身に負い、かつそれを問い続ける
精神が存在していたことを改めて想起しなければならない。
　敗戦から 65年、冷戦下の新日米安保条約締結から50年、
アメリカ占領下にあった沖縄の返還から 38 年そして冷戦体
制崩壊からも 20 年を経た現在においてなお「仮想敵国」を
想定して二国間軍事同盟や「核」と「海兵隊」の抑止力を
信仰していることがどれほど時代錯誤であることか。
　格差と貧困の根本的な解決とともに沖縄県民の基地撤去
運動、オバマ大統領の「核のない世界」演説や「核の傘」
から離脱を要請する広島平和宣言（2010 年８月７日）など
を受け止め、少なくとも「愚者の楽園」から抜けだすため
にも日本社会と国民意識は大きく転換を遂げなければなら
ない。直近の政治動向は日本社会の岩盤の巨大さの一端を
照射した。だが、何時になったら冷戦終結による「平和の
配当」は全ての人々にあまねく行き渡るのであろうか。

1

「愚者の楽園」
を越えて
「政治の季節」へ

巻頭言

千葉商科大学教授　商経学部長

鈴木　春二
SUZUKI Haruji

[No.30]



[No.30]

環
境
問
題
と
地
球
温
暖
化
対
策

特　集

2



[No.30]

特
集

環
境
問
題
と
地
球
温
暖
化
対
策

特集の狙い
度経済成長期を迎える以前の日本は、
綺麗な島国だった。つい半世紀程前ま
で地球環境はまだまだ良好で、筆者が

生まれ育った東京都板橋区でも、飲料水は井戸水
で、キャベツ畑には紋白蝶が飛び交い、道端の紫陽
花には蝸牛がいたし、近くには深い森もあった。
　しかし、時を同じくして、わが国は重工業が飛躍
的に発達し、工場が吐き出す煤煙・排水の増加が環
境汚染を引き起こした。結果として、全国各地に深
刻な公害被害がでた。その後、化石燃料を燃焼させ
ることによって生じるCO2 などの温室効果ガスが
地球温暖化現象を引き起こすことが明らかになり、
全世界的な取り組みが喫緊の課題となった。
　ひとつの節目が、世界が温暖化防止に向け初めて
交わした約束である 1997 年の京都議定書であり、
先進国全体の温室効果ガス 6種の合計排出量を
1990 年に比べて少なくとも 5%削減することを目
標と定めた。ところが、世界最大のCO2 排出国ア
メリカが同枠組みから離脱するなど迷走し、2007
年のバリ会議以降、2年間におよんだ国際交渉を受
け開催された 2009 年のコペンハーゲン会議
（COP15）は何の果実も得られないままに終わっ
た。背景には、先進国と途上国の自国経済を優先し
た深刻な対立があり、今後全世界画一的な環境への
取り組みへ足並みを揃えることは容易ではない。
　掲載論文は 6本あり、研究者及び、NPO法人・
企業の最前線で環境問題に取り組んでいる第一人者
に執筆してもらった。1本目は、環境経済学の理論
から論じたものであり、地球温暖化を抑制するよう
な行動を企業や消費者に促すために必要な政策手段
を概観している。
　２本目は、ヨーロッパ等における風力発電、太陽

光発電への取り組みを紹介し、自然エネルギーへの
転換の重要性を説いている。日本の環境政策の見通
しは厳しく、今が再生へのラストチャンスと警笛を
鳴らしている。
　3本目は、地下水に焦点を当て、その汚染や地盤
沈下問題のみならず、地下水及び帯水層を利用した
新しい地球温暖化対策の現状を紹介している。
　4本目は、環境活動が経済活動であるとの企業理
念から、企業最前線におけるレポートである。社員
の環境意識の向上に重点を置き、2020 年度までに
30％削減する目標を設定している。
　5本目は、環境問題における国際交渉に焦点を当
て、京都議定書の次の国際的枠組みを決めるべく開
催されたコペンハーゲン会議（COP15）が不調に
終わった事を受け、今後の望ましい世界的取り組み
を展望している。
　６本目は、CO2 排出量を減少させる有力な政策の
ひとつである環境税に関して、ピグー税、炭素税、
汚染者負担原則、二重配当、などの論点を簡潔に整
理し、制度設計の方向性を示している。
　化石燃料に代替するクリーン・エネルギーが求め
られるなかで、原子力発電がその高いリスクにも拘
わらず見直されつつある。そして、いつか人類の夢
である核融合が実用化される日が来るのだろうか。
いずれにしても、美しい地球を子供たちに残してい
くことを、全世界の大人たち一人一人が強く意識す
べきである。

千葉商科大学教授 経済研究所長

栗林　隆
KURIBAYASHI Takashi

高
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１
はじめに

　20 世紀の中頃から世界各国で激しくなってきた環
境破壊は、地球的規模にまで広がってきた。その中
でも特に影響が大きく、また解決が困難と考えられ
ているのが地球温暖化問題である。地球温暖化の主
な原因物質として二酸化炭素（CO2）があげられる。
CO2 は化石燃料（石油・石炭・天然ガス等）を燃焼
することによって大量に発生するが、これらの燃料
は今日の我々の生活を支えていると言っても過言で
はない。例えば、電気は我々の生活になくてはなら
ないものだが、日本では電力の約半分は化石燃料の
燃焼（＝火力発電）によって作られている。我々が
電気を使わない日はないが、その約半分はCO2 を排
出しなければ得られない。また我々の移動や物流の
かなりの部分は、ガソリンや軽油を燃焼することに
よって動く自動車輸送に依存している。例えば、コ
ンビニエンスストアのおかげで、我々は 24 時間いつ

でも色々なものを購入できるが、それは頻繁にトラッ
クで商品を配送しているから可能なのであり、この
ような対応はCO2 や様々な汚染物質を増加させてい
る。その他、多くの工場や事務所が石油や石炭を燃
焼させることでエネルギーを得ている。すなわち、
あらゆる経済活動に伴ってCO2 は発生するので、地
球温暖化を防止するためには一部の活動を規制する
という方法では対応することがほぼ不可能であり、
だからこそ、最も注目を浴びているといえよう。
　この小論では、地球温暖化を抑制するような行動
を企業や消費者に促すために必要な政策手段につい
て概観した上で、特に日本においてそのような政策
手段の導入が支持されない要因について検討するこ
ととしたい。

２
直接規制と間接規制（経済的手段）

　汚染の排出を抑制する政策手段は、大きく「直接
規制」と「間接的（誘導的）規制・経済的手段」の
２つに分けられる。直接規制とは、例えば各工場か
らの汚染排出量を一定限度以内に抑えることを強制
する、あるいはもう少し緩いものでは活動単位あた
りの排出量を一定限度以内に抑えることを強制する
というものである。一方、間接規制とは直接規制と
は異なり禁止はしないが、排出を抑制する方向に動
機付けを与え誘導するというものである。汚染の排
出に課税することで汚染を排出するという行為にか
かる費用を高くし経済的に不利にすることでその抑
制を図る環境税が代表的な手段としてあげられる。
各排出源は、環境税率と自ら削減するのにかかるコ

プロフィール

千葉商科大学商経学部教授

伊藤　康
ITO Yasushi
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一橋大学大学院経済学研究科博士課程修了
専門は環境経済学。特に環境政策が技術革新に与える影響について研究し
ている。最近はスウェーデン経済にも強い関心をもっている。
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ストを比較しながら、どの程度削減するかを決定す
る。最近では、排出許可証取引も導入されるように
なった。排出許可証取引とは、一定地域内で汚染の
排出総量が一定限度内に収まるように各排出源に対
して何らかの基準に従って排出許可証を割り当て（無
償とは限らない）、各排出源はその許可証に相当する
分しか排出をすることができない、ただし初期割り
当て以上に排出したい排出源は、初期割り当て未満
しか排出しない排出源から許可証を購入できればそ
の分、排出量を増やすことが可能になる制度である。
割り当て以上に排出したいと考える排出源が多けれ
ば（少なければ）排出許可証価格は上昇する（下落
する）。排出源は排出許可証価格と自ら削減するのに
かかるコストを見比べながら、自らの排出量を決定
する。
　標準的な環境経済学のテキストでは、一般に直接
規制よりも間接規制のほうが、一定の排出削減を行
なう際に社会全体のコストは小さく済み（静学的効
率性）、また将来的により一層の削減を促す（動学的
効率性）という点でも優れているとされることが多
い。静学的効率性に関しては、社会全体での排出総
量を一定限度内に抑えることが目的であれば、各排
出源の個々の排出量は問題ではなくなるので、安い
費用で削減できる主体が多く削減することを可能に
する間接規制の方が社会全体でかかるコストを節約
できる。環境税は排出総量をコントロールすること
はできないため、望ましい排出総量を実現するため
には税率の試行錯誤が必要になる可能性が高いが、
排出許可証取引は総量をコントロールしながらそれ
にかかる費用を節約することができ、まさにその点
が排出許可証取引の長所となっている。また、動学
的効率性に関しては、例えば一定期間で許容される
排出量の上限が設定されるような直接規制であれ
ば、その上限さえ守ればそれ以上削減する必要はな
いが、環境税が課せられている場合は排出量を削減
すれば、その分税の支払いを節約できるので、（費用
との兼ね合いはもちろんあるが）より一層の削減を
促すインセンティヴを与え続けることが期待でき
る。排出許可証取引の場合は、これも費用との兼ね
合いであるが初期割り当て以上に削減すれば、余っ
た許可証を売ることによって利益を上げることが可

能になるので、より一層削減するインセンティヴを
与える。
　ただし、これはあくまでも一般論であり、全ての
汚染物質の制御に関して経済的手段の適用が望まし
いということにはならない。上記の例では、汚染の
排出総量だけが問題であったが、取引の結果、一部
の排出源から大量に排出されるようになったら、一
部の地域で被害が集中してしまうかもしれない。こ
のような場合は、排出量取引は望ましくない。また、
わずかの排出量で甚大な被害を引き起こすような汚
染物質に関しては、環境税のような間接的な規制は
適切ではなく、直接的な規制・禁止を徹底する必要
があるだろう。
　しかし、経済的手段の適用が望ましく、弊害がほ
とんどないような環境問題も存在する。その代表が、
まさにCO2 排出による地球温暖化問題である。冒頭
に述べたように、化石燃料の燃焼に由来するCO2 は
一部の企業の活動だけでなく、個人・家計を含めた
ありとあらゆる経済活動によって発生するといって
も過言ではない。その全ての活動を直接的に規制す
ることは現実的ではない。例えば、1人が 1ヶ月に
購入できるガソリンの量を制限したり、エアコンの
使用時間を規制するといった個人の活動まで大きく
制限するような直接規制の導入は、少なくても民主
主義国家では著しく困難なので、化石燃料使用を抑
制するような方向に誘導する経済的手段が適してい
る 1。また、CO2 の排出による温暖化はその排出総
量が問題なのであって、どの地域から排出されるか
ということはほとんど問題にならないし、一時期に
想定よりも多く排出されたからといって、それによ
りすぐに多くの人の健康を害する可能性は低い。す
なわち、一時的に排出量の管理に失敗したとしても、
それによる悪影響がそれほど大きくないことを意味
しているので、この点からも経済的手段の適用がふ
さわしいということになる。
　実際、地球温暖化が国際的に議論され始めた 1990
年代初頭から、CO2 の排出を抑制することを目的と
した炭素税（化石燃料に含まれている炭素含有量に
応じた税）が北欧諸国やオランダで導入された。
1990 年代の後半から 2000 年代初頭にかけては、ド
イツやイギリス等のEUの大国でも導入されるに至
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各個人のガソリン消費量（購入量）等を制限することは極めて困難であるが、燃費規制（1km 走行時のガソリン消費量）等の効率規制は容易であるし、実
際に行なわれている。日本の自動車や電化製品の効率規制は相対的に見てかなり厳しいと評価できる。

1

5



り、炭素税は一般的なCO2 排出抑制のための手段と
なっている。効果という点では、例えばスウェーデ
ンは炭素税導入によって、同国のCO2 排出の大きな
部分を占めていた地域熱供給部門において、化石燃
料からバイオ燃料への大規模な転換を促し、CO2 排
出削減に寄与した 2。更に 2005 年より、EU域内で
CO2 に関する排出量取引（EU-ETS）が導入された。
2005年1月1日から2007年末までを第1フェイズ（パ
イロットフェイズ）、2008 年から 2013 年の京都議定
書の第 1約束期間を第 2フェイズと位置づけ、第 2
フェイズでは第 1フェイズで明らかになった問題点
の一部を修正できるようにした。

３
日本における経済的手段の受容状況－
「反経済学的発想」の影響？

　上記のように様々な点で優れており、特に温暖化
問題への適用がふさわしいと評価され、実際に多く
の国で導入されている経済的手段であるが、日本で
は今日まで（2010 年 7 月 31 日現在）、温暖化防止に
限らず環境政策全般に関して、国レベルでは「経済
的手段」は導入されていない 3。多くの先進国と称
される国が様々な経済的手段を導入している中で、
日本の消極的な態度は奇異に映る。勿論、順調に
CO2 排出削減が進んでいれば新たな政策手段の導入
は必要ないが、日本の最近のCO2 排出は、1990 年比
で 2007 年度は 13.7％、リーマンショックによって世
界的大不況に陥った 2008 年度は前年比では減少した
ものの 1990 年比では 6.1％増とこのままでは京都議
定書の削減義務（6%削減）を達成することは困難な
状況にある 4。ただし、経済的手段を導入していな
いことを理由にして、環境政策に熱心でないと短絡
的に断定することは出来ない。日本は多くの汚染物
質に関して世界最高レベルの厳しい直接規制を実施
しているし、例えば主要な大気汚染物質である硫黄
酸化物や窒素酸化物に関して、生産単位あたりの排

出量は世界最低レベルを達成している。また、環境
税や排出量取引制度は常に導入されるべきと主張し
ているわけでもない。政策手段を導入する際には、
実際に削減効果があるか、それにかかるコストはど
の程度か、といったことを総合的に判断すべきで、
一般論として優れている政策手段であったとして
も、対象となる分野・時期等によっては別の政策手
段のほうが望ましいと判断されることは十分にあり
得る。ここで問題にしているのは、環境経済学のテ
キストレベルではそれなりに優れた性質を持つと評
価されている経済的手段に分類される政策手段の導
入に、CO2 排出削減が進んでいないにもかかわらず
日本は何故消極的であるのか、一部ではあまりにも
非生産的な議論が横行しているのは何故か、という
ことである。
　1つの原因として、日本が高度成長期に発生させ
た悲惨な公害被害の経験が国民の中に浸透している
ことがあげられるかもしれない。周知の通り、日本
は高度成長期に水俣病や四日市公害等、企業が汚染
を大量に排出したことで多数の死者・重篤な健康被
害者を生み出した。環境破壊というとそのような重
篤なものを想起させるため、企業が「環境税率や排
出許可証価格と汚染削減費用を見比べながらどの程
度削減を行なうか決める」という経済的手段に対し
て倫理的な嫌悪感をもつというのは、たとえCO2 自
体はそれほど有毒なものではなかったとしても、あ
る程度の説得力をもつ。実際、四日市公害に当初は
医師としてかかわり、後に三重県や国の SO2 規制の
導入に関与した吉田克己氏は、国の環境規制のあり
方に大きな影響を与えた「四日市判決」後に、国レ
ベルで SO2 の総量規制制度導入を議論していた当時
の環境庁の研究会では、SO2 課徴金や排出許可証取
引が経済学者を中心に検討されたが、「お金を払えば
SO2 を出してもよいのか」という社会的感情を説得
できないとして諦めたと述べている 5。しかし、特に
排出許可証取引に対する一部の非常に強い反感を見
ると、それだけでは説明が出来ないように思われる。
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伊藤康「環境税とイノベーション」『研究　技術　計画』Vol.23, No.3, 2008
ただし、地方自治体レベルでは環境税の考え方が実際に数多く導入されている。ゴミの排出に際し、指定された袋を有料で購入しなければならない「ゴミ有料化」
は、ゴミを多く排出する人ほど多くの費用を負担し、ゴミの排出削減を意図した環境税といって差し支えない。また、2010 年 4月より、東京都は都内に限定
したCO2 に関する排出量取引制度を導入した。なお、国レベルでも1973 年に「公害健康被害補償法」が制定され、大気汚染被害者への補償費を賄うため
に SO2 の排出に対して賦課金を課すようになった。この制度は汚染物質の排出量に応じて賦課金を課すわけであるから、形態としては環境税と称することが
できるかもしれないが、目的が排出削減ではなく補償費の財源調達であることから、結果としてある程度の排出削減効果はあったものと思われるが、削減イ
ンセンティヴ付与を目的とした環境税とは言えない。
環境省『温室効果ガスインベントリー』。ただし、6％削減は温室効果ガス全体についてである。
吉田克己 [2002]『四日市公害』柏書房， pp.179-190。1970 年代前半の時点で、既に排出許可証取引の導入が実際に議論されていたというのは、今日の
状況を考えると驚くべきことと言える。
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　そこで、松尾匡 [2007] が提起した「経済学的発想
の有無」という分析枠組みを用いて、この問題を検
討してみよう 6。松尾は、デフレ不況克服のための
適切な経済政策が実施されない理由を説明するため
に、経済学的発想／反経済学的発想という視角を持
ち込んだ。一見、「経済学的発想＝市場メカニズム肯
定、反経済学的発想＝市場メカニズム批判」と捉え
がちであるが、松尾は経済学的発想／反経済学的発
想と市場に対する評価を明確に分け、経済学的発想
／反経済学的発想は、市場肯定・市場批判どちらと
も両立するとした。図式的に表すと、以下の表のよ
うになる。

　

　松尾は、反経済学的発想の典型構造として
１）世の中はその人の力の強弱に応じてコントロー
ル可能である
２）誰かが得をするとその裏では別の誰かが損をし
ている
３）多少損をしてでも、他人よりも優越することが
大事である
という考え方をあげる一方、経済学的発想の典型と
はその反対に
１）経済秩序は人間の意識から離れて自立運動した
結果であるから、これを人間が意識的に操作しよ
うとしたら、しばしばその意図に反した結果がも
たらされる
２）取引によって誰もが得をすることができる
３）他社と比べた厚生の優劣よりも、厚生の絶対水
準のほうが重要である
という考え方であるとしている。松尾はマトリクス
のA－Dに該当するものとして、A：英国古典派、
新古典派アカデミズム、B：マルクス、エンゲルス、
Aと Bの境界あたりにケインズ、C：「構造改革」主
義者、D：多くの左派経済論者を例としてあげた。
ここであげられている各発想の典型的な考え方は広
くコンセンサスが得られているわけではなく、あく
までも松尾の試論に過ぎない。しかし、排出量取引
という新たな市場を人工的につくるという政策手段

に関しては、この松尾があげた典型的な考え方が非
常に明瞭な形で現れる。
　排出量取引批判の 1つの典型例として、「マネー
ゲーム批判」というものがある。日本で排出量取引
を批判・否定する際には、必ずといって良いほど使
われる論理？である。マネーゲームという言葉を使っ
て排出量取引を批判している主張が何を意味してい
るか、必ずしも判然としないことが多いのであるが、
この言葉が使われると「額に汗しないで利益を得る」
という反倫理的なイメージが浮かぶ。もし排出許可
証を実際には必要としないブローカー等が投機に
よって価格を吊り上げた上で高値で売り抜け「濡れ
手で泡」の利益を得ることが日常的に可能であると
いう意味で使われているのであれば、まさに反経済
学的発想の 1) 市場は操作可能 2) 取引はゼロサムゲー
ムという考え方の典型と言えるだろう。確かに、「市
場」と名のつくものは株式市場であれ何であれ投機
が存在するし、短期的には莫大な利益を得るものも
いるだろうが、市場にある程度多数の参加者がいれ
ば、よほどの独占力がない限り、長期間にわたって
「濡れ手で泡」を実現することは不可能である。
EU-ETS 最大の取引市場である欧州気候取引所
（ECX）の CEOパトリック・バーレイ氏は、イン
タビューで「日本の産業界では排出量取引はマネー
ゲームを助長するという見方も強い」というインタ
ビュアの発言に対して、「日本に行く度にその話が出
る。キャップは温室効果ガスの排出量を削減するた
めのものだ。排出量取引は産業界が抱えるリスクを
減らすのが目的だ。そこでお金を儲ける人も損する
人も出てくる。取引に投機はつきものだが、あくま
でも排出量上限を守るための仕組みである」として、
既に排出量取引を導入している EU等では、マネー
ゲーム論があまり問題になっていない一方、「マネー
ゲーム」批判が強いのは日本に特徴的であることを
示唆している 7。
　上述のように、EU-ETSは 2005年から2007年を「第
1フェイズ」とし、既に第1フェイズは終了したが、
確かにいくつかの問題があった。最大の問題点は、初
期割当が多すぎたので、多くの排出源がほとんど削減
する必要がなかったことにある。制度導入当初はある
程度高値で取引されていたが、第1フェイズの途中で

松尾匡「経済学的発想と反経済学的発想の政策論」（野口旭編 [2007]『経済政策形成の研究』ナカニシヤ出版，所収）
 『日本経済新聞』2009 年10月 23日朝刊，4 面
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とどまらず、経済全体に対してもマイナスの影響が
甚大になる可能性を心配する意見が出てくることも
理解できる。しかし、そのようなリーズナブルな意
見の一部と、根強い反経済学的発想が結びつき（す
なわちマトリクスのBとDが結びつき）、さらに悲
惨な公害経験がこれに「共振」した結果が、今日の
日本の温暖化防止政策を議論する際に経済的手段に
対して非常に消極的であるという状況をもたらして
いるものと考えられる。

まとめに代えて

　繰り返しになるが、様々な分析の結果、排出量取
引等の経済的手段の導入は望ましくないという結果
が得られたのであれば、それ自体は何ら問題ではな
い。しかし、もし「排出量取引の導入は望ましくない」
という結論を補強するために、十分な議論・検証を
行なうことなく、何ら具体例をあげない「マネーゲー
ム論」のような反経済学的発想丸出しのものまで利
用するという動きがあるとすれば、それは望ましい
温暖化防止政策を議論するうえで極めて大きなマイ
ナスになる。もちろん、反経済学的発想に基づき、
CO2 を排出している企業を「罰する」という意味で
排出量取引を支持するという態度に関しても同様で
ある。
　政策手段を議論する際には経済学的発想だけが必
要というわけではない。しかし、経済学的発想に基
づき議論すべき問題に関し、反経済学的発想がさも
経済学的発想のような装いで入り込むのは避けるべ
きである。本稿においては、経済学的発想に関し松
尾の議論を参考にしたが、「経済学的発想／反経済学
的発想とは何か」という議論はもっと深められる必
要がある。その上で、特に日本に関しては何故、「マ
ネーゲーム論」が影響力をもつのか、そもそも日本
では本当に反経済学的発想が強いのかといった研究
が行われれば、我々は政策手段の選択に際し、より
深い議論を行なうことが可能になるだろう。
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そのことが明らかになると、排出許可証価格は暴落し、
ほとんど取引は行なわれなくなった。確かに許可証価
格の乱高下は望ましくない。しかし、これは明らかに
初期割当に問題があったのであって、排出量取引制度
のメカニズム自体に問題があったというわけではな
い。むしろ、「初期割当が十分→排出許可証を購入する
必要がない→許可証価格の暴落」というプロセスは、
排出許可証市場が機能した証左ともいえる。現在は第
1フェイズに発生した問題点を踏まえて制度の修正が
なされた第2フェイズの途中である。「EU-ETSが技術
革新の与えた影響」のような、効果を検証するには時
間がかかるような論点はともかく、「マネーゲーム」が
系統的に行なわれ、それにより本当に排出許可証を必
要としていた実需者が大きな不利益を被ったという事
実が頻繁にあったか否かは、ある程度検証が可能であ
る。検証の結果、もし実際に過度の「マネーゲーム」
が行なわれ、それが原因で市場が十分に機能しなかっ
たことを示し、それが制度の微修正では対応が困難で
あることを示すことができれば、その「マネーゲーム」
批判は極めて重要な貢献となる。しかし、既にある程
度の検証可能な状況にもかかわらず、何ら具体的な事
例をあげず、単に「マネーゲーム」の恐れがあるとし
て排出量取引批判を行なうのは、まさに「反経済学発
想」そのもので、松尾が示したマトリクスではDの（反
経済学発想・市場否定）の組み合わせに該当する 8。
実態なき「マネーゲーム論」が跋扈する日本は、反経
済学的発想が根強いことを伺わせる。
　排出量取引を批判しているのは、単なる反経済学
的発想に基づくものばかりではなく、重要な論点を
提供しているものも勿論存在する 9。また、鉄鋼業
やセメント業等のエネルギー集約産業は、排出許可
証取引が導入されれば大きな費用負担を行なわなけ
ればならなくなる可能性があるが、そのような産業
の関係者が必要となる費用試算を根拠に（その妥当
性については議論が分かれるとしても）排出量取引
に反対するのは、たとえCO2 削減によって得られる
社会的便益が大きかったとしても、ある意味当然の
ことである。これはどこの国においても、程度の差
こそあれ、同じであろう。その影響が一部の業界に

筆者の知る限り、「マネーゲーム」の具体例をあげているのは、イギリスの金融アドバイザリー会社CEAGの Liz Bossley 氏に対するインタビューの結果（「市
場参加者のほとんどが金融やブローカー（数千業者）などの利益目的であり、排出削減義務を課せられた事業者による実需取引はまれである」）を記載した
環境省・経済産業省・日本経団連 [2007]『EU 域内排出量取引制度に関する調査報告書』くらいである。しかし、独自の排出量取引制度を導入しようとし
ている東京都がBossley氏本人に確認したところ、「市場参加者のほとんどがブローカーなどの利益目的の参加者」という表現は必ずしも正確でないとしている。
　http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/kikaku/kikouhendouhousin/data/suteho/dai3kai/siryou8.pdf
例えば、岡敏弘「排出権取引の幻想」『世界』、2007年11月等。
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　昨（2009）年12月、コペンハーゲンで開かれた「気
候サミット」（COP15）には、オバマ米大統領や鳩山
前首相、温家宝中国首相など、世界の首脳が集まり、
期待と高揚感があった。2010 年に入っても、データ
で見る限り、観測史上の記録を塗り替えるほど温暖
化が進行し、各地で異常気象や高温化が頻発してい
る。欧州の航空網をパニックに陥らせた 2010 年４月
のアイスランドの噴火も、温暖化による火山上部氷
床の薄氷化が間接的に影響していると推定されてい
る。

　こうした現実の温暖化や異常気象の頻発に反し
て、コペンハーゲン後の地球温暖化防止を巡る世論
や政治は、世界的にある種の停滞感が漂っているよ
うに感じられる。本稿では、コペンハーゲン後の気
候変動と環境エネルギー政策を巡る、政治的議論の
力点の変化を描き、今後の見通しを展望する。

コペンハーゲン後の停滞感

　コペンハーゲン後に世界を覆っている停滞感は、
何に由来するのか。
　第１に、「大きな期待」から反落した「大きな失望」
である。コペンハーゲンでの合意は、たんに 15 回目
のCOP（気候変動枠組み条約締約国会議）ではなかっ
た。2007 年にバリ（インドネシア）で開かれた
COP13 で、「バリ・ロードマップ」に合意し、３年
越しで京都議定書の次の枠組みを決める「仕上げの
会議」だった。
　しかも、政治的にも期待を高める重要な交代があっ
た。アメリカでは「反京都議定書」のブッシュ政権
が去り、大胆な温暖化対策を約束していたオバマ大
統領が誕生した。日本でも「経団連・経産省の操り
人形」だった麻生自民党政権が、政権交代によって
「1990 年比 25%削減」をマニフェストで掲げる鳩山
民主党政権が誕生した。直後（2009 年９月 22 日）
に鳩山首相（当時）が国連特別総会で発表した、日
本政府の新しい目標値は、国際的にも高い評価を受
けたのである。
　第２に、そうした「大きな期待」にも関わらず、

プロフィール

環境エネルギー政策研究所所長

飯田　哲也
IIDA Tetsunari

環境問題と地球温暖化対策
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 1959年、山口県生。京都大学原子核工学専攻修了。東京大学先端科学技
術研究センター博士課程単位取得満期退学。大手鉄鋼メーカ、電力関連研
究機関で原子力R&Dに従事した後に退職。現在、非営利の研究機関の代表
を務めつつ、複数の環境NGOを主宰し、科学者でもあるというトリプルコー
スを歩んでいる。自然エネルギー政策では国内外で第一人者として知られ、先
進的かつ現実的な政策提言と積極的な活動や発言により、日本政府および
東京都など地方自治体のエネルギー政策に大きな影響力を与えている。国際
的にも豊富なネットワークを持ち、21世紀のための再生可能エネルギー政策
ネットワークREN21理事、国際バイオマス協会理事、世界風力協会理事など
も務める。
 また日本を代表する社会イノベータとして知られ、自然エネルギーの市民出
資やグリーン電力のスキーム創造など、研究と実践と創造を手がけた。鳩山
新政権で、中期目標達成タスクフォース委員、および行政刷新会議の事業仕
分け人に指名される。
　主著に『北欧のエネルギーデモクラシー』、共著に『グリーン・ニューディー
ル―環境投資は世界経済を救えるか』（NHK出版）、『日本版グリーン革命
で経済・雇用を立て直す』（洋泉社新書）、『自然エネルギー市場』（築地書
館）、『光と風と森が拓く未来―自然エネルギー促進法』、『環境知性の時
代』、訳書に『エネルギーと私たちの社会』など。
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～「カーボンフラットランド」後の世界へ



コペンハーゲン会議の結果（コペンハーゲン合意）
は、けっして「成功」とは言えず、かといって決裂
でもないという、分かりにくいものであった。しか
も、コペンハーゲン会議では、事前に予見されてい
た懸念（オバマは国内の合意を越える合意はできな
い、中国の消極性など）がすべて露わとなっただけ
でなく、「全会一致方式」の国連プロセスの困難や
G20 の台頭、中国・インド・ブラジル・南アフリカ
で「BASIC」という新しい交渉グループの発足など、
今後の合意形成がいっそう困難な道のりにありそう
なことも予見させた。この先のCOP16やCOP17で、
COP15 を越える合意らしい合意ができるのか、ほと
んど確信が持てない状況にある。
　第３に、気候変動問題に関する、いわゆる「懐疑派」
がさまざまな議論を仕掛けてきた結果、世論が「汚
染」した状況もマイナスに作用している。とくに、
COP15 の直前に、長年、気候研究に関わってきた英
国イースト・アングリア大学の気候研究ユニットか
ら、関連する電子メールや文書がハッキングされて
流出した、いわゆる「クライメート・ゲート事件」
があった。懐疑派論者が、電子メールの文脈を無視
し、個別のやり取りを針小棒大に取り上げて、「地球
温暖化がねつ造されている証拠」と声高に主張した。
　その後のさまざまな調査の結果、温暖化の事実そ
のものが否定しがたいこと、同大学のやり取りのな
かで不正はなかったことなどが、今では明らかとなっ
ているが、懐疑派論者の極端で声高な主張が、マス
メディアを通じて、一般社会からの気候科学への信
頼を低下させた可能性は否定できない。
　その後も、ノーベル賞を受賞した IPCC（気候変動
に関する政府間パネル）の第４次報告書で、「ヒマラ
ヤ氷河 2035 年までに消失」という記述が誤りである
ことが発覚、パチャウリ IPCC議長が自らの団体に
利益誘導した疑惑が取りざたされるなど、真偽はと
もかく、マスメディア論壇では、気候科学への信頼
を失う事件も相次いだ。
　そして第４に、何といっても、各国・地域におけ
る温暖化を巡る議論や政治的気運の低迷がある。
　その筆頭として、鍵を握るアメリカは、医療保険
改革が政治的には先行して、こちらは 2010 年３月に

何とか成立したものの、その間にオバマ政権の足元
がぐらついてきた。オバマ政権の医療改革を含む「大
きな政府」路線に対して、「ティーパーティ」と呼ば
れる抗議姿勢を示威する共和党基盤の保守的政治運
動が、徐々に広がりを見せ、ついに 2010 年１月に行
われたマサチューセッツ上院補選では、民主党候補
がまさかの敗退を喫するに至った。その後、メキシ
コ湾海底油田の流出事故の影響で、グラハム共和党
上院議員が離脱し、民主党のケリー上院議員と無党
派のリーバーマン上院議員が進めようとした。しか
し結局、７月にはキャップ＆トレードを諦め、アメ
リカ世論が強く求めている経済と雇用の声に応える
ため、再生可能エネルギーに焦点を充てた「クリー
ンエネルギー」に軸足を移した提案をしている。
　これまで、世界の気候政治をけん引してきた欧州
も、変調してきている。COP15 では、アメリカと中
国に主導権を奪われ、欧州の得意な政治的主導権を
発揮できなかったことに加え、27 カ国に拡大した加
盟国間での格差が大きく、「2020年までに30%削減」
になかなか舵が切れないこともある。さらに、ギリ
シャ発の金融危機が欧州経済を揺るがしていること
だ。
　政権交代とともに華々しく登場した日本も、後述
するとおり、急速に失速している。

コペンハーゲン後の２つの変容

　こうして、コペンハーゲンで事実上の「気候サミッ
ト」が不調に終わったことから、この先の見通しに
は、ある種の混沌と不透明さがみられるが、その中
から大きな２つの変化が生まれている。
　一つは、コペンハーゲン合意が事実上の自己宣言
と外部評価（プレッジ＆レビュー）であり、従来か
ら行われてきた国連が主導するトップダウンのアプ
ローチを変質させたことがある。これは同時に、コ
ペンハーゲン会議を通して、国連プロセスの限界を
世界中が痛感したことを背景にして、今後は二国間
や地域間がそれぞれに合意を積み重ねるボトムアッ
プの動きが活発になると思われる。
　もう一つは、カーボンからエネルギーへの重心の
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移動である。ここでいう「カーボン」の意味は、地
球温暖化問題を唯一・最大の問題として考え、地球
温暖化問題の最大の原因物質である二酸化炭素（＝
カーボン）に価格を付ければ、自動的に問題が解決
するかのような言説を指す。さすがにそんな極端な
ことを言っている人はほとんどいないが、地球温暖
化問題や排出量取引の議論が前面に出すぎていたこ
とで、その政策の是非を巡って、政治的に大きく二
つに分かれている状況が、日本でも米国でも生じて
いた。ちなみに米国では主に二大政党間の政治対立
だが、日本では霞ヶ関の中での「政治対立」である
点が日本らしいところだ。
　もちろん、地球温暖化問題の危機が過ぎ去ったわ
けでも、和らいだわけでもなく、地球温暖化対策は
待ったなしだが、この「政治的に真っ二つに割れた」
ことで、前に進まない状況に陥っているのだ。
　この行き詰まった政治状況の間を縫って、エネル
ギー問題の重要性が浮上してきた。一つは、石油の
産出量や輸出量がこの先限界を迎えて、価格の高騰
や供給不安が起きるのではないかという、「ピークオ
イル」と呼ばれる不確実性を伴う懸念だ。もう一つ
が、自然エネルギーの驚異的な成長が現実のものと
なって、温暖化問題やエネルギー問題の解決として
だけでなく、産業や雇用の創出の面から大きく期待
できる状況になったことがある。
　アメリカではオバマ政権が、現時点での合意がほ
ぼ不可能な炭素制約を押し通して政治対立による時
間を空費するのではなく、温室効果ガスの削減目標
やキャップ＆トレードを諦め、再生可能エネルギー
を全面に押し出すことで、経済と雇用を活性化する
とともに、欧州や中国との「グリーンテック競争」
に負けてはならじという愛国心を煽る意図があるよ

うに見受けられる。

自然エネルギー 100%シナリオの出現

　欧州でも「カーボンからエネルギーへ」という、
アメリカと似た論調が見られる。ただし、この「シ
フト」は慎重に見る必要がある。地球温暖化懐疑派
や地球温暖化対策を骨抜き・遅滞させたい勢力に、
容易に利用されかねないからだ。その好例は、英国
LSE（ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス）
のG.プリンズ教授が中心となって取りまとめた「ハー
トウェル・ペーパー～2009 年の行き詰まり後の 新た
な温暖化政策の方向性」（2010 年５月）である 1。日
本鉄鋼連盟や日本自動車工業会をスポンサーとする
「反京都議定書」を基調とする論文なので、ウラに
ある意図を割り引いて読むべきだが、需要側からの
炭素制約から、供給エネルギーの脱炭素に焦点を移
せと直接提言している点は、国際的な場の変化をあ
る程度読んだものであろう。
　もっとはっきりとしたポジティブな動きがある。
コペンハーゲン会議後の今年（2010 年）になって、
2050 年あたりを睨んだ「自然エネルギー 100%シナ
リオ」が次々に登場している。グリーンピース 2や
欧州再生可能エネルギー協会3はもちろん、IIASA（国
際応用システム分析研究所）4やポツダム研究所 5、
民間コンサルティング会社のプライスウォーター
クーパーズ 6などが協力したEuropean Climate 
Foundation （欧州気候基金、ECF）のシナリオ 7も
登場しているほか、ドイツ政府機関UBA（the 
German Federal Environment Agency, ドイツ連邦
環境庁）も公表している 8。
　欧州は、米国とは異なり、必ずしも気候政策でけっ

特
集

環
境
問
題
と
地
球
温
暖
化
対
策

[No.30] 11

Gwyn Prins, et. al., “The Hartwell Paper - A new direction for climate policy”, LSE, 
　(http://www.lse.ac.uk/collections/mackinderProgramme/theHartwellPaper/), 5 2010
グリーンピース・インターナショナル「Energy [R]evolution: A Sustainable World Energy Outlook」(2010 年 6月 7日 )。2050 年までに、世界全体での
自然エネルギー普及を最大限加速したシナリオを記述。
　http://www.greenpeace.org/international/en/publications/reports/Energy-Revolution-A-Sustainable-World-Energy-Outlook/
EREC（欧州再生可能エネルギー協議会）「ReThinking 2050」（2010 年 4月20日）。欧州のエネルギー全体を2050 年までに、事実上、自然エネルギー
100% に転換するシナリオを記述したもの
　http://www.erec.org/fileadmin/erec_docs/Documents/Publications/ReThinking2050_full%20version_final.pdf
ECF の「自然エネルギー100%」シナリオ作成に協力。
　http://www.iiasa.ac.at/Admin/INF/feature_articles/Options/2010/Renewable.html
ECF の「自然エネルギー100%」シナリオ作成に協力。
　http://www.pik-potsdam.de/news/press-releases/europe-could-create-a-100-renewable-electricity-supply-by-2050
ECF の「自然エネルギー100%」シナリオ作成に協力。
　http://www.ukmediacentre.pwc.com/imagelibrary/detail.aspx?MediaDetailsID=1694
European Climate Foundation （欧州気候基金、ECF）「Roadmap 2050」（2010 年 4月14日）。欧州が 2050 年までに、北アフリカでの自然エネルギー
導入可能性を交えて、電力部門を自然エネルギー100% に到達するシナリオを記述したもの。
　http://www.europeanclimate.org/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Itemid=79
UBA （the German Federal Environment Agency, ドイツ連邦環境庁）「Energy goal for 2050: 100% renewable electricity supply」（2010 年 7月7日）。
ドイツの電力供給を2050 年までに自然エネルギー100% に転換するシナリオを記述したもの
　http://www.uba.de/uba-info-medien-e/3997.html
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して行き詰まっている訳ではない。むしろ、もとも
と欧州は、気候政策とエネルギー政策とのバランス
を、比較的に上手に取ってきたと見て良いだろう。
その欧州が自ら成し遂げてきた自然エネルギー普及
の成果を振り返ってみると、2000 年代に入ってから
の過去 10 年間に、もっとも増やした電源は天然ガス
8,300 万キロワットに次いで、風力発電の 6,300 万キ
ロワット、太陽光発電の 1,300 万キロワットと続き、
石炭・石油・原子力は、正味で大幅に削減してきて
いる。2009 年単年で見ると、風力発電が天然ガスを
抜いて、最も普及した電源となった。このように、
事前の予想をはるかに上回る変革を成し遂げたこと
にあらためて自ら驚き、その政策を強化すれば、「自
然エネルギー 100%シナリオ」もけっして夢物語で
はないことを再認識したのではないか。

21 世紀の
新しいエネルギーパラダイムへ

　欧州を中心に見られるこうした新しいエネルギー
シフトの流れは、たんに「絵に描いた餅」のような
シナリオではない。エネルギーに関するまったく新
しい考え方の枠組み、いわば新しいエネルギーパラ
ダイムが広がりつつある。
　第１に自然エネルギーが、産業的にもまた金融投
資的にも、今やもっとも成長や革新が期待されるセ
クターとして期待されていることだ。このため、先
行する欧州はもとより、アメリカ、中国、インドな
どの新興大国も、この「グリーンテック競争」「クリー
ンテックベンチャー投資」を巡って、激しい競争を
繰り広げている。ここでも日本は蚊帳の外だ。
　第２に、送電会社が TSOと呼ばれ、すでに電力会
社と別の主体となっている欧州では、自然エネルギー
拡大のために送電線へ設備投資することが大きな目
標となっていることだ。とくに、スーパースマート
グリッドと呼ばれる、大がかりな投資計画が進みつ
つある。これは、北海や地中海を高圧力流送電線で
結ぶことで、北欧の豊富な水力発電によって、風力
発電や太陽光発電の出力変動をカバーすると同時
に、北海や北アフリカに大規模な洋上風力発電や集

中太陽熱発電などを整備しようという、野心的な計
画に沿った考えだ。
　第３に、グローバルな知識社会化を先導する欧州
が、政策と市場の両面で、新しい地平を切り拓きつ
つあることだ。政策面では、ドイツが代表的な成功
例である固定価格制度（フィードインタリフ、FIT
制度）などの「賢い政策」を国際的に拡げつつ、いっ
そう革新してゆく流れがある。もう一つは、小規模
分散型の自然エネルギーを自由化されたエネルギー
市場に組み込んでゆく、新しい市場ルールづくりと
して、スマートグリッドを捉えた流れである。
　こうした欧州の流れは、間違いなく 21 世紀をリー
ドしてゆくベンチマークとなるに違いない。

新政権の失速と日本の歪み

　片や日本はどうか。鳩山前首相から交代した菅政
権は、消費税増税を掲げて闘った参議院選挙で大敗
した。この唐突な消費税の提案や国家戦略局新設の
放棄に見られるように、菅政権はほとんど官僚主導
政治に逆戻りしている。中でもエネルギー政策は、
官僚主導政治と既得権益政治が、アマルガムのよう
に溶け合っていて、困難な領域だ。具体的に見てみ
よう。

⑴ 全量買取制度（FIT）

　全量買取制度は、民主党のマニフェストと新成長
戦略の中でも、もっとも速効性と効果の期待できる
目玉である。自民党政権の末期に、経産省が方針転
換して、唐突に太陽光発電の余剰電力だけを対象と
する中途半端な固定価格制度を決定したが、民主党
はそれに対抗して「全量」と掲げたのである。
　ところが民主党連立政権は、政権交代後、この旧
政権の二階前経産大臣の名で公布された余剰買取制
度をそのまま施行させてしまった（2009 年 11 月）。
その後、経産省は「全量買取制度の検討チーム」を
立ち上げたが、指名された委員は、経産省新エネル
ギー部会等で中心的な役割を果たしてきた専門家で
あった。新エネルギー部会は、日本の自然エネルギー
開発を停滞させ、直前には固定価格制度反対の答申
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出で韓国に敗れ、さらにベトナムでロシアにも敗れ
て以来、原発輸出の議論が急速にかまびすしくなっ
た。おそらく、韓国に対して根拠のない優越感を抱
く国士官僚や夜郎自大の政治家が、その韓国に敗れ
たことで、下劣な劣等感が煽られたのであろう。現
実には、UAEへの原発輸出を決めた韓国も無謀であ
り、また間違いなく困難な道のりを辿るであろうが、
問題は日本である。
　原子力委員会は「成長のための原子力戦略」（2010
年５月 25 日委員会決定）を策定し、経産省は、それ
を踏まえた「新成長戦略」（同６月 18 日閣議決定）
を打ち出すなど、政府部内における原発輸出の議論
が加速している。こうした原子力官僚のシナリオに
乗って、純粋に原発輸出が成長戦略になると公言す
る閣僚は、経産閣僚だけではない。
　こうした政治主導（じつは官僚主導）による原発
輸出論議の最大の問題は、核拡散リスクと経済リス
クである。原子力を持たない途上国への原子力輸出
は、必然的に核拡散リスクを増すことになる。イラ
クやイランなどに見られるように、原子力の利用と
核開発が紙一重であることは、歴史的に明らかであ
る。そもそも日本は、核燃料の供給と使用済み燃料
の処理に関して、保証する能力を持たない上に、他
国の核拡散を厳しく管理しうる経験がまったくな
い。そういう日本が、安易に原発輸出をするべきで
はないことは明らかだろう。しかも、中東・イスラ
エルという政治的に機微な地域（ヨルダン等）への
原発輸出など、国際政治的に無邪気というほかない。
　さらに原発の特徴は、複雑高度な機器を現場施工
で組み立てるところにある。それが予想外の経済リ
スクとなる。フィンランドのオルキオルト３号機は、
当初予想の約５倍の費用に膨れあがり、工期も遅延
に次ぐ遅延でいつ完成するかが分からない泥沼状態
である。ましてや途上国の技術者や作業者を使った
現地での原発建設は、はるかに大きなリスクとなる。
これを貿易保険等でカバーするのは、血税の浪費で
ある。

⑷ スマートグリッドと電力自由化

　今やバブル感すらある「はやり」のスマートグリッ
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までしている、いわば「戦犯」である。実態は、こ
れら審議会や「政治主導」など一連のシナリオ・振
り付けをすべて経産（資源エネ庁）官僚が仕切って
おり、民主党連立政権は、そこに切り込むどころか、
むしろ経産政務三役はもっとも官僚に迎合してい
る。
　その後、官僚主導と御用学者のもとで全量買取制
度の検討が進み、参議院選挙大敗のどさくさ（2010
年７月）に草案が公表されたが、余剰を基本とし、
一律価格を提案するなど、およそ真剣に検討された
制度とは言い難い草案となっている。

⑵ 排出量取引制度

　排出量取引制度は、「2020 年 25%削減」を掲げる
新政権の温暖化対策の目玉であり、新政権内部でも、
マニフェストどおりを実行しようとする閣僚と経産
政務三役との間で、厳しい対立があった。３月 12 日
に行われた地球温暖化対策基本法の閣議決定では「総
量削減を基本としつつ」という文言で、マニフェス
ト重視派が寄り切ったものの、現実の官僚政治は、
ここでも「政治主導」を悪用する。
　まず、閣議決定に沿って、４月 20 日に地球温暖化
対策基本法の主務官庁である環境省が、排出量取引
制度の制度設計のための委員会を立ち上げた。良識
あるバランスの取れた委員構成に加え、電力会社や
経済界にも気を配って委員に加えている。
　ところが６月に入って、経産省も同じ趣旨の検討
会を立ち上げたのである。これほど露骨で旧来から
の「環境省 vs 経産省」の対立的な縦割り構図は、旧
政権時代そのままであり、もはや政治主導のかけら
もない。しかも、経産省の検討会の委員は、排出量
取引制度反対派ばかりを露骨に集めたもので、始め
る前から結論が見えている。
　この先は、従来どおり、環境省と経産省との政治
力の差で「落としどころ」が定まるのだろうが、そ
れはもはや民主党のマニフェストとはほど遠いもの
となるにちがいない。

⑶ 原発輸出と原発ルネッサンスの虚妄

　2009 年末にアラブ首長国連邦（UAE）への原発輸
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ド（賢い電力網）は、ITやスマートメータを用いて、
省エネルギーや分散型電源・バッテリーなどを統合
した需給調整も行うことがイメージされている。や
がては、電力市場の情報や取引をオープンにして、
まったく新しい電力市場を生み出す可能性を秘めて
いる。
　ところが実態は、経産省による「エネルギー公共
事業」的な要素が大きく、電力会社が未だに垂直統
合され、電力市場も顧客情報も厳しく規制され、独
占されている日本では、本格的な活用にはほど遠い。
日本で仮にスマートグリッドのサービスが始まると
しても、電力市場の独占を前提とする、「ガラパゴス」
のようなビジネスモデルに違いない。
　全量買取制度による普及が期待されている風力発
電など自然エネルギーも、電力会社が独占する送電
線の制約が設けられている。これは系統問題が確実
に生じることを避ける措置というよりも、普及を制
約する口実という側面が強い。ようやく欧州に学ん
で「優先接続・優先給電」（自然エネルギーを他の電
源に優先して系統に接続し、また給電する原則）の
議論が始まったものの、経産省の姿勢は後ろ向きで
ある。

日本再生のラストチャンス

　以上見てきたとおり、環境エネルギー政策は、官
僚主導政治と既得権益政治が先祖返りのように、剥
き出しになりつつある。それどころか、「官僚主導」
を「政治主導」と錯覚して強弁する倒錯が目立つ。
　既得権益に配慮しつつ、過去、失敗を繰り返して
きたエネルギー官僚が主導する「グリーン成長」は、
このままでは、およそ成功の見込みはない。官僚と
既得権益は「現状維持」に本気なのであって、自ら
の立場を不安定にする大胆な改革にはむしろ抵抗す
るからだ。「本気」になろうにも、グリーン成長の分
野で経験も知見も志もない。
　参議院選挙での民主党の大敗は、むしろ環境政策
再生のラストチャンスかもしれない。政治主導を発
揮しうる体制を整え、世界から取り残されたロスト

ワールドのような環境エネルギー政策を脱して、国
民の期待を再生しうるか。論外の自民党、党勢を伸
ばしたみんなの党、そして続々誕生した「雨後の竹
の子」政党が、どれもアナクロな環境政策しか持た
ないが故に、そのわずかな可能性に期待するしかな
い。
　日本の環境政策の見通しは厳しく、民主党の責任
は重い。



１
はじめに

　千葉商科大学の学生 300 人に「地下水」のイメー
ジについて聞いた（複数回答）ところ、47％が「汚
染されている水」と答え、「おいしい水」と答えた
34％を上回った。特に普段地下水を利用していない
学生（全体の88％）のおよそ60％が地下水にネガティ
ブなイメージを持っており、利用のためには「浄化・
保全などの対策が必要」と考えていた。どうも地下
水は問題が多く生じていて浄化や保全対策を施さな
ければ使うことのできない資源という認識がゆきわ
たっているようである。
　実際、日本では 1900 年代に入ってからの経済発展
とともに地下水利用が拡大し、1940 年代以降の過剰
揚水により井戸や湧水の枯渇、地盤沈下といった地
下水に関連した障害が多発した。そして 1980 年代か

らは地下水質汚染問題も顕在化した。このような問
題を受けて、国や地方自治体は 1970 年ごろから主に
地下水利用（揚水）を規制することによる「地下水
の保全」に力を入れ、現在では汚染問題は依然続い
ているものの地盤沈下などの被害は沈静化してきて
いる（山口、2010；是澤、2010 など）。千葉商大生
の認識はこのような「地下水保全」をめぐる状況を
見て育ってきた結果なのかもしれない。
　一方、近年「保全」ばかりでなく地下水を積極的
に「活用」しようという自治体もあらわれている。
地球温暖化の影響を回避・低減するための対策は人
間社会にとって急務となっているが、地下水やその
入れ物である帯水層を活用した温暖化対策が開発さ
れ、実用に供されつつある。本稿では「地球温暖化
対策のために地下水を活用する」という視点で、従
来の地下水利用を吟味するとともに、地下水を利用
した新しい地球温暖化対策の現状を紹介し、今後に
ついて考えたい。
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1991年（カナダ）ウォータールー大学大学院博士課程地球科学科修了、筑
波大学地球科学系準研究員、科学技術庁防災科学技術研究所特別研究員
を経て1995年より千葉商科大学に勤務。著書（共著）に「地下水水質の基
礎」（理工図書）、「続・地下水・土壌汚染調査・対策」（地盤工学会）など。

見かけることが少なくなった
手押しポンプによる井戸
（東京都杉並区で著者撮影）
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２
地下水の特徴と地下水利用

　地下水とは「地表面より下に存在する水」（日本地
下水学会、2010）のことであるが、通常、地表から
浸透した水が、水を通しにくい地層（不透水層）の
上や不透水層に上下をはさまれた砂やシルト層の間
隙に飽和して蓄えられた地中にある水のことを指
す。この地下水を蓄えた地層は帯水層と呼ばれる。
　私たちは帯水層まで井戸を掘ることにより、比較
的簡単に地下水を手に入れることができる。多くの
帯水層は横に大きな広がりを持つので、多少の季節
変化はあるものの、一年を通じて地下水位に大きな
変動はない。河川水など表流水に比べると地下水は
安定的に入手できる水資源ということができる。
　降水が地表面から浸透する速度は気候や地質に依
存するが一般に非常に遅く、関東平野の地表を広く
覆う関東ローム中の浸透速度はおよそ 1年に 1.3m程
度である（日本地下水学会、2001）。地中をゆっくり
と浸透する間に微生物などが水中の汚れを分解する
ため、河川や湖沼の水と比べると地下水の水質は良
好である。一方、水そのものはものを溶かしやすい
性質をもつため、地下水には岩石との接触により溶
解したミネラル等を豊富に含むことがある。きれい
でミネラルに富んだ地下水は家庭の飲料用のほか、
ボトル水などの商業用の飲料、食品の製造に好んで
用いられている。
　また、地下水が冬暖かく、夏冷たく感じられるこ
とはよく知られているところである。地下水は年間
を通じて温度変化が小さいという特徴ももち、この
恒温性を利用して、冬季における消雪や園芸施設の
温度調節などに用いられている。
　国土交通省の統計資料（2006 年国土交通省調査に
よる推計）によると、我が国においては全水使用量（約
840 億 m3/ 年）の約 12.5％（104.0 億 m3/ 年）が地下
水により賄われているという。用途別では生活用水
の 21.8％（34.3 億 m3/ 年）、工業用水の 29.0％（36.6
億 m3/ 年）、農業用水の 6％（33 億m3/ 年）を地下
水に依存している。農業用水を除くと私たちの使う
水のおよそ 20－30％を地下水に依存していることに

なる。これを諸外国と比較すると表流水の豊富な我
が国の地下水依存率は小さい方で、ヨーロッパでは
飲料用水の約 70％、米国では約 50％が地下水で賄わ
れている。千葉商大生の認識とは異なり、世界的に
みると地下水は人類にとって極めて有用かつ重要な
水資源であるといえる。

３
従来の地下水利用と地球温暖化

　大気中に排出された温室効果ガスは地球温暖化の
ほかにも気候変動をもたらし、近い将来、生態系や
私たちの食糧生産への影響が顕著になると予測され
ている（IPCC、2007）。地下水に関してもその供給
源である降水、蒸発などの量と分布の変化、地下水
の地表への出口にあたる海の海水準の変化などを通
して貯水量や水質へ影響が懸念されている（谷口、
2005）。しかし、気候変動の地中への伝播経路と伝播
メカニズムの複雑さのため、影響予測は容易ではな
く、気候変動の地下水への影響は現在の地下水研究
の重要な一分野となっている。ここでは逆の立場で、
温暖化対策として地下水を利用することに焦点をあ
てる。

3.1　気候変動の影響を受けにくい地下水
　地球温暖化がおきて大気の温度が上昇すると、海
や陸地からの蒸発量が増える。蒸発した水はすべて
降水となるので、温暖化がおこると降水量が増える
は ず で あ る。IPCC第 4次 評 価 報 告 書（IPCC、
2007）によると、総降水量に関しては、「降水量は高
緯度地域では増加する可能性が高く、ほとんどの亜
熱帯陸域においては減少する可能性が高い」と場所
によって異なるとする一方、その降り方については
「ほとんどの地域で大雨の頻度が増加する可能性が
非常に高い」としている。
　本学が位置する千葉県下（千葉と船橋）における
最近 30 年の年平均気温変化（図１）をみると、二地
点とも一年に 0.06℃ほどの速度で上昇傾向にあるこ
とがわかる。年降水量（図２）も、年間 5.3mm程度
の微増傾向が認められる。また、50mm以上の日降
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水量のあった日数も近似直線が右上がりで、わずか
な増加傾向にあり（図３）、IPCC（2007）の報告や
予測と矛盾のない傾向となっている。ただし、降水
量や豪雨頻度の増加は複数要因の結果であり、気温
上昇の影響分だけを抽出することはできないのでこ
れが温暖化の影響であると断定することはできな
い。しかし、現実として私たちの暮らす千葉県下で
降水量とその時間的な偏りが大きくなっている。
　日本の河川は流路が短く河床勾配が急であり、降
雨により河川流量が急激に変化しやすい。気候変動
によって豪雨が増え、雨の時間分布に偏りが大きく

なると河川の流量変化が大きくなる。ダムなど貯水
施設の無い河川では一定流量以上の水は短期間に海
に流出してしまい、利用することができない。総降
水量が増加しても、豪雨による降水が増加すると、
表流水は増減が激しく、却って利用しにくくなる可
能性が高い。
　2008 年の統計によると、日本では一日一人当たり
生活用水をおよそ 320 リットル使っており、その総
量は年間約 158 億 m3 になる。日本の水道水源のお
よそ 20.2％が地下水、25.7％が河川水、そして 46.1％
がダム水である。1975 年の地下水依存の割合は 20％
程度と現在と変わらないが、ダムへの依存率は 22％
であった（日本水道協会、2010）。現在のダムへの依
存率の増加は安定した水源への需要増加を意味する。
　一方、地下水は流速が極端に遅く、世界の平均滞
留時間は河川水の約 2週間にくらべると、地下水の
それは平均約 800 年ともいわれる。地下水へのイン
プットである降水の時間的ばらつきは、長い時間を
かけて地下を流動する間に平滑化され、地下水位は
その直接的な影響を受けにくい。よって、短期的に
雨の多少により、河川で洪水と渇水が頻発しても地
下水は大きな影響を受けることはなく一定の水位を
保ち、安定した水利用が可能と推定される。
　水源を河川水から地下水へ切り替えるなど地下水
への依存度を高くすることより、ダムを建設するこ
となく、気候変動の水資源への影響を緩和すること
ができると考えられる。ただし、長期的には気候変
動の影響が地下水体にもゆっくり現れると推定され
ている。現時点では具体的な影響は未解明な点が多
く、降水量の増加による涵養量の増加や、蒸発量や
植生変化などによる涵養量の減少など相反する影響
の大小を、グローバルスケール、ローカルスケール
の両方で評価する研究がすすめられている。

3.2　温室効果ガス低排出で利用できる地下水
　水道水として供給される水は、飲料水基準を満た
す安全な水でなければならないので、原水の水質に
よって給水前にさまざまな処理が施される。原水の
水質が良好な場合には、簡単な沈殿、ろ過、塩素消
毒をするのみで供給されるが、原水の水質が悪い場

17

図１　千葉県（千葉市、船橋市）における過去 30年の年平均気温
　　　変化（気象庁統計資料より作成）

図２　千葉県（千葉市、船橋市）における過去 30年の年降水量変化
　　　（気象庁統計資料より作成）

図３　千葉県（千葉市、船橋市）における過去 30年の 50mm以上の
　　　日降水量があった日数の経年変化（気象庁統計資料より作成）
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４
積極的な地球温暖化対策としての

地下水利用

4.1　帯水層を利用した二酸化炭素回収貯留
（Carbon dioxide Capture and Storage: CCS）

　二酸化炭素は大気中にあると温室効果をひきおこ
すので、大気以外のところに分離・回収・隔離しよ
うというのがCCSと呼ばれる温暖化対策である。二
酸化炭素を大気ではないところに隔離することによ
り、化石燃料を使用しながらにしてゼロエミッショ
ンに近づけることができるという画期的な技術であ
るため、地球温暖化対策の一つとして大きく期待さ
れている。
　二酸化炭素を隔離するためには気体のままでは嵩
張るので、二酸化炭素を液化、固化、あるいは超臨
界（液体のような性質と気体のような動きをする状
態）と呼ばれる状態にすることになる。固体として
は化石燃料の使用箇所近くで隔離できるが、液体、
超臨界状態の二酸化炭素は海中や海底など封じ込め
る隔離先が必要となる。そのような隔離先候補の一
つとして深部（およそ 1,000m以深）帯水層があげら
れている（大隅、2010）。
　帯水層はもともと地下水等を蓄えている間隙を有
し、その間隙を利用して二酸化炭素を蓄えようという
ものである。貯留先の帯水層として種々の岩石、また
帯水層内の地下水は塩水・淡水双方が検討されている
（柏木・鹿園、2005）が、貯留するためには二酸化炭
素が漏えいしないように上部に不透水層を持つ帯水
層、さらに背斜構造をもつ帯水層などが候補の条件と
なる（図４）。
　海外ではもともと不透水層を上部にもつ大規模な
ガス田や油田を用いて、ノルウェーでは 1996 年、カ
ナダでは 2000 年、アルジェリアでは 2004 年より、
年間 100 万トンほどの大規模な貯留がおこなわれ実
用化されている。日本では平成 12 年より財団法人地
球環境産業技術研究機構（RITE）が長岡（岩の原）
において 1万トンを地層の背斜構造へ貯留する実験
をおこなっている。現在は二酸化炭素の注入は終了
し、その影響や地中での二酸化炭素の動きの解析、

合には更に浄水処理が必要となる。地下水は一般的
に良好な水質をもつため、水道水源に地下水をもち
いるとより簡単な処理で水道水を供給することがで
きる。また、地下水はたいていその場に掘られた井
戸から揚水されるので、遠方から水を運ぶ必要がな
い。これらのことは水道水の供給に地下水を用いる
と二酸化炭素排出量の低減に寄与することを意味す
る。水道水源の 100％を地下水に依存している熊本
市（熊本市上下水道局H20 年実績資料）によると、
平均的な水道水の供給における二酸化炭素排出係数
は 0.36kg-CO2/m3 であるのに対し、熊本市のそれは
0.21kg-CO2/m3 と、地下水を水源とすることによっ
て、二酸化炭素の排出を 60％ほどに削減できている
としている。
　水道水源として水質の良好な地下水を河川水に替
えてもちいることにより、その浄化処理や貯水のた
めに排出される二酸化炭素量を軽減できることがみ
こまれ、地球温暖化対策という点から、さらなる地
下水の活用が望まれる。

3.3　地下水をさらに活用するために
　表流水に替えて地下水を利用することは二酸化炭
素排出量の低減・削減に寄与し、地球温暖化対策と
して、地下水のさらなる活用が望まれる。ただし、
過去の経験から明らかなように、地下水障害を確実
に回避するためには水循環による地下水の供給（涵
養）の速度を超えない地下水利用を計画しなければ
ならない。ほとんど供給がなく、流れないような（た
いてい古くて深い）地下水はたとえ手に入れること
ができても使うべきではない。水は地中で生成され
たり消滅することはないので、蒸発や植物の吸収で
失われずに浸透した水は地下水となる。地下水を増
やすためには浸透量（涵養量）を増やせばよい。多
くの自治体が都市化などで浸透面積が減少した流域
において、浸透面積の保全・再生をおこなっている。
降水は流域内地表面のどこからでも浸透するわけで
はなく、流域内には涵養域と流出域がある。効率の
よい地下水涵養量確保のために、流域内の涵養地点
（域）をあきらかにし、その地点（域）の保全・回
復を行う方がよい。

18
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図４　二酸化炭素地中貯留概念図（経済産業省産業技術局資料「CCS2020」より、一部加筆）

安定性の解析などが行われている（RITE , 2010）。
　RITE（2010）によると、大規模油田やガス田の無
い我が国においても、背斜構造への貯留301億トン、
地層トラップ（不透水層の下）への貯留は 1,160 億
トンが将来的に可能であると概算され、総計では
1,461 億トンの地中貯留が見込まれている。これは日
本全体の二酸化炭素排出量（2008年度12.14億トン）
のおよそ 100 年分に相当する。
　ただし、帯水層に貯留された二酸化炭素は長い年
月の間には大気中や海洋中に漏えいする可能性が高
く、この対策は中期的には効果のある地球温暖化対
策となりそうであるが、解決策となるかどうかは今
のところ不明とされている。もう一つの課題は二酸
化炭素の注入に多大なエネルギーが必要となること
で、二酸化炭素 1トンあたりの処理費用はおよそ 1
万円と試算されている。より低価格での二酸化炭素
分離・回収・貯留と長期安定性の保証が現在の課題
である。

4.2　地下水・帯水層を媒体とするヒートポンプ
　ヒートポンプは熱を温度の低い媒体から高い媒体
へ移動させるいわば熱のポンプで、エアコンや冷蔵
庫で用いられてきた技術である。ポンプを動かすだ
けで物質を燃焼させることなく熱エネルギーを作り
出すことができるため、得られるエネルギーに対す

る二酸化炭素の排出量の割合が少なく、化石燃料の
燃焼に代わるエネルギーの一つとして、注目されつ
つある。
　日本では通常外気を熱源に用いてきたが、他の媒
体でも熱源や熱貯留体として利用することができ
る。地下水は年間を通じてその温度変化が小さいた
め、夏季には外気温よりも温度が低く、冬季には外
気温よりも温度が高い。エアコンであれば夏に外気
より温度の低い地下水に熱を移動させる方が効率良
いし、冬に外気より温度の高い地下水から熱を移動
させる方が効率がよい。
　また、水は比熱（１㎏の物体の温度を 1℃上げる
のに必要なエネルギー）が大きく、空気や岩石に比
べ、暖まりにくい一方、冷めにくいという性質を持
ち、熱貯留媒体としても好材質と考えられている。
そこで、地下水および帯水層全体を熱源・熱貯留媒
体として利用したヒートポンプが開発され、現在、
普及促進が図られている（藤縄 2010 など）。
　地下水や帯水層を利用したヒートポンプでは地下
に排熱、あるいは地下から吸熱することになるため、
地下の熱環境が人工的に変えられることになる。地
下の温度環境はそこで生じる水―岩石の相互作用や
地中微生物に影響を及ぼす可能性があり、地下水を
利用したヒートポンプの普及はそのような影響の有
無に気を配りつつ進めていく必要がある。
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５
おわりに

　1900 年代に多発した井戸の枯渇・地盤沈下・水質
汚染といった一連の地下水問題を受け、地下水は現
在まで「保全」を第一の目標とした施策がとられて
きた。そのこと自体は地下水を含む自然環境にとっ
て大変好ましいことである。しかし、地球規模でお
こりつつある温暖化下にあって、私たちは地下水の
もつ恒温性、良好な水質、ものを溶かす力といった
特性を生かして温暖化対策により積極的に地下水を
活用することを試みてもよい時期にきている。
　障害をおこさずに効率よく地下水利用を拡大する
ためには、地下水の入り口である涵養地点から流出
地点までの地中における水の動きと水質変化を知る
ことが肝要である。こういった視点からの更なる地
下水の研究・調査が望まれる。また、水道と揚水ポ
ンプの普及は、地下水を学生世代の若者の意識から
遠ざけてしまったようである。これからの健全な地
下水の活用・保全を受け継ぐ世代の環境教育の中に
「水」や「地下水」をより多く取り入れることも間
接的ではあるが、重要な地下水を利用した温暖化対
策の一つと位置付けることができよう。



１
ワタミグループの紹介

　ワタミグループは 2010 年に創業 26 年を迎えた。
外食の会社として創業以来、集中仕込みセンター「ワ
タミ手づくり厨房」、介護、高齢者向け宅配、農業、
環境･メンテナンスの各事業を営み、売上高は 1,154
億円（10 年度 3月期、連結）となる。当グループの
大きな特徴は、理念に基づく経営である。下記に主
要な理念を示す 1）、2）。
●ワタミグループスローガン：地球上で一番たく
さんのありがとうを集めるグループになろう
●ワタミグループミッション：地球人類の人間性
向上のためのよりよい環境をつくり、よりよい

　　きっかけを提供すること

●グループ経営目的：会社の繁栄、社員の幸福、
関連会社・取引業者の繁栄、新しき文化の創造、
人類社会の発展、人類の幸福への貢献

　当グループの環境の取り組みも、理念に基づき実
践され、最も上位概念としての環境宣言、『美しい地
球を美しいままに、子どもたちに残していく』を実
現するために、次の３点を基本的な理念・考え方と
している。
１．地球で事業活動を営む企業の責任として、その
存在ゆえに生じる環境負荷を少しでも小さくす
る。～地球の邪魔をしない存在となる～

２．環境活動が経済活動であることを証明して、他
の企業を啓発する。

３．グループの成長に伴い増え続ける国内外の従業
員を介して「環境」に働きかける。その一人ひと
りが生活の中で、常に「環境」を意識し、実質的
に明日の地球の現実を変えていくための行動をと
る。

　以下、この環境に関する経営理念をどのように展
開しているのか、説明したい。

２
ワタミの環境活動の考え方

　まず簡潔に基本的な考え方とこれまでの活動を紹
介し、今後の方向性について詳述する。

2-1　経営理念に基づく基本的な考え方

　理念の 2点目に掲げている“環境活動が経済活動

プロフィール

ワタミ株式会社の環境活動
美しい地球を美しいままに、子どもたちに残していく
2020年グループＣＯ2排出量５０％削減（08年度比、売上高当り）を目指して

ワタミ株式会社  経営企画グループ
環境マネジメントチーム  課長
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■経歴
89年中央大（院）修了、戸田建設にて製薬エンジニアとして従事、06年から
ミスミにてものづくり拠点プロジェクト担当、09年8月より現職。NPOサス
ティナブル・コミュニティ研究所理事。経営学修士、１級建築士、技術士。
■著書・論文
「はじめての人のマーケティング入門」（04年、共著、かんき出版）、
「地域のビジョナリアントレプレナーを探せ」（04年、早稲田ビジネスス
クールレビューVol.1、日経BP）
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ワタミグループ・ホームページ　経営理念体系
　http://www.watami.co.jp/corp/rinen.html
ワタミグループ・CSR（ふれあい）報告書 2009
　http://www.watami.co.jp/eco/kankyo/kh.html

1）

2）



であることを証明する”の通り、当グループでは環
境と経済の両立、W-ECO（エコロジーとエコノミー
の融合）を目指している。これは、そもそも経済活
動は地球環境の上に成立しており、環境を無視して
経済は成立しない、また経済性が低い環境活動は持
続性がなく短期的な内容に終始してしまい環境だけ
では成立しない、というシンプルな考え方である。
しかし、実際に実践することは容易ではない。すな
わち、環境活動の評価は、経済性（費用対効果）の
検証だけではなく、環境効果、ソーシャルインパク
ト、さらには社員への効果など、多面的に評価すべ
きであり単純ではないのである。当グループが本格
的に環境活動に力を入れ始めてから 10 年余になる
が、いまだにあるべき姿の模索が続いている。

2-2　今までのワタミの取り組みの振り返り

　当グループの環境活動は、1999 年の外食産業初の
ISO14001 認証取得から本格的にスタートし、冒頭に
も述べた理念『美しい地球を美しいままに、子ども
たちに残していく』の実現のために様々な環境活動
を実践してきた（図表 1）。外食事業の環境負荷であ
る店舗のエネルギー、及び食品残渣など廃棄物の削
減が主な歩みである。
　外食産業として成長してきた当グループは、2000
年環境事業、2003 年農業（法人設立）、2005 年介護
事業、さらには 2008 年高齢者向け宅配事業に参入し
ている。これらの事業は、人が差別化の要因となり、
かつワタミグループが参入することにより、内在す
る社会的課題の解決に寄与する可能性のある事業で
ある。

　このような事業の多角化により、環境問題におい
ても外食事業以外の課題に向き合う必要性が生じ、
2009 年度に今までの環境への問題を整理し、今後の
方針・目標として『W-ECOビジョン 2020』を立案
したのである。（図表 2）

2-3　『W-ECOビジョン 2020』

　以下、今後の方向性について詳述する。『W-ECO
ビジョン 2020』は、グループCO2 排出量を 2020 年
までに 50％削減する（2008 年度比、売上高当り）と
いう内容である。前述の通り、当グループは10年余、
環境活動を積極的に行ってきたが、その間も地球環
境は悪化し続けている。さらに事業の多角化により
社会的責任が増したこともあり、グループ環境活動
をさらに強化する経営判断を下し、数ヶ月の討議を
経てこの『W-ECOビジョン 2020』を立案している。

2-3-1　CO2 削減を目標とした理由

　環境問題は、CO2 等の排出による温暖化の他、エ
ネルギー枯渇、オゾン層破壊、森林破壊、土壌･水質・
大気汚染、酸性雨など多岐にわたり、かつ相互に関
連している。『W-ECOビジョン 2020』で目標とした
CO2 も原因となるだけでなく、結果であるとも言わ
れている。このような状況を認識した上で、当グルー
プではお客様・ご入居者様、取引業者様、社員（パー
ト・アルバイト含む）ができるだけ共有しやすい目
標をシンプルに方針として掲げたいと考え、環境負
荷の象徴として“CO2”を目標としたのである。
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図表 2　環境宣言と
W-ECOビジョン 2020図表１　ワタミの環境活動の歩み



　従って、一般的に省エネルギー法の規制対象とな
るエネルギー起源のみのCO2（温室効果ガス）排出
量を目標とする場合が多いが、当グループでは各事
業における次の主な 3つの環境負荷をCO2 換算して
合計し、さらに社員（家族、パート･アルバイト含む）
の生活における排出量の概算値を含めて総排出量と
している。この社員の生活にまで踏み込む理由は、
2-1で述べた理念に基づく考え方（社員が変わること
により、地球の未来が変わる）によるものである。
①エネルギー起源＝店舗・施設等で使用する電気

やガス（水も含む）

②廃棄物起源＝店舗・施設等から排出されるゴミ・

廃油等

③輸送起源＝食材や資材の調達、及びMDから店

舗・施設等への配送に伴うガソリン・軽油等

2-3-2　原単位としている理由

　当グループが総量削減ではなく、原単位の削減を
目標とした理由について触れておきたい。
　2050 年までに先進国が温室効果ガス総量を 80%削

減しなければ、地球が持続可能性を失うことを考え
ると、国際的な国家間の約束としての総量削減は非
常に重要である（特に、国家として成熟し、GDPの
急成長がない先進国にとって重要である）。
　翻って、そのひとつの国家の中の一企業、あるい
は一個人（家庭）が目標とすべきは、排出量の原単
位であると考える。企業はグローバル経済の中、成
長もすれば収益が減少することもある。もし企業が
総量のみを目標設定した場合、売上高が減少すると
排出量が減って目標達成という、奇妙な現象に陥る。
これは、本来の企業活動のモチベーション低下につ
ながると考えられる。企業としては、正当な原単位
を削減目標とし、これを確実に達成することが重要
である（売上高当り 5％削減を達成し、事業の成長
が 2％とすると総量では約 3％削減したことにな
る）。国家としては、原単位で削減した企業や家庭の
総量を合計した結果として、総量削減の目標を達成
したかどうかが国際的に問われてくるのである。従っ
て当グループでは、地球上で一番たくさんの「あり
がとう」を集めるグループを目指し企業活動を積極
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図表３　グループCO2総排出量とビックピクチャ
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的に行いつつ、売上高当りのCO2 排出量削減を確実
に達成することによって、地球環境に貢献すること
になると捉えている。大切なことは、各企業が積極
的な原単位削減目標を掲げ、それを達成しようと努
力することにあり、今後、企業が存続する条件にな
るとも言える。
　ここで、積極的な目標を掲げようとする企業の背
中を押す政策が必要であることを付言したい。すな
わち、『頑張った企業が報われる』制度が必要という
ことである。例えば、環境税（炭素税）が考えられる。
基準年をどのように設定するかなどの公平性を保つ
課題はあるものの必要な制度と捉えている。さらに
再生可能エネルギーの固定買取価格制度の導入は期
待されるところである。当グループも 50%削減まで
のロードマップの中で再生可能エネルギーの導入等
は不可欠と考えているが、その導入の背中を押す制
度となる。
　反面、改正省エネルギー法とともに、各自治体が
類似の条例を施行している。法令遵守の立場から当
グループも対応しているものの、それにかける労力
を考えると、政府と自治体との整合性（同じ届出書
を国と自治体に提出するというムダ削減）を図って
いただきたいと考えている。

2-4　50％削減までのロードマップ

　次に『W-ECOビジョン 2020』の目標達成までの

具体的なロードマップの考え方を述べる。

2-4-1　現状（グループCO2 排出量）

　まず当グループの基準年（2008 年）段階のCO2 総
排出量（tCO2/ 年間）を図表 3に一覧表とビックピ
クチャで示す。基準年を 2008 年とした理由は、2000
年以前では、事業として外食のみであり、基準は現
状の事業ポートフォリオが整った状況が適切と考え
たからである。このグループ総排出量をグループ売
上高で除すと、売上高 1億円当り約 100tCO2/ 年間･
億円となり、原単位 50％削減は約 50tCO2/ 年間･億
円を意味する。

2-4-2　ロードマップの考え方

　前項で示した現状から、2020 年までのロードマッ
プは、次の３つのステップで考えている（図表 4、本
論では事業における削減のロードマップを示す）。
１）第１ステップ：日常のムダを減らすことによっ

て約 13%削減

　まず現場（店舗や施設）の体質を“筋肉質”にし
ようというものである。すなわち、高効率機器の導
入などの投資以前に、お客様・ご入居者様へのサー
ビスを最優先としながら、現状のムダを排除すると
いうことである（主目標としては電気量、廃棄物削
減も含む）。このステップで現場を環境を考えて行動
できる筋肉質にする。

図表４　事業における削減のロードマップ
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2 ステップにおける一部の内容について、具体的に
次章で示す。

３
具体的な取り組み

　当グループの具体的な取り組みについて述べる。
当グループが他の企業と際立って異なる点は、独自
の 6次産業モデルを展開し、かつ材料・商品やエネ
ルギー供給の“動脈”と、空容器や廃棄物などの“静
脈”がつながりに配慮している点である（図表 5、
図中に後述する項目を付記）。
　6次産業モデル
・1次産業＝自社農場「ワタミファーム」、「ワタ
ミの森」
・2次産業＝集中仕込みセンター「ワタミ手づく
り厨房」
・3次産業＝「外食」「介護」「高齢者向け宅配」
の各事業

　当グループの環境活動は、『W-ECOビジョン
2020』を達成することによって、図表 5に示すよう
な持続可能な循環型社会に近づくことを目指してい
る。

[No.30] 25

２）第２ステップ：LED照明など回収期間が短い投

資によって約 17％削減

　体質を筋肉質としつつ、次のステップでは効果的
にCO2 削減を実現させることを考えている。白熱球
やハロゲン球等の演出中心の高負荷照明を、高効率
の LED照明等に変更することなどである。照明以外
についても、投資回収期間が短い高効率機器類への
転換を実施予定である。
３）第３ステップ：太陽光や風力など回収期間が長

い投資によって約 20％削減

　第１、第２ステップは企業の競争力強化、すなわ
ち経費節減に直結する内容である。これに対して次
のステップでは、投資回収は長いものの環境を積極
的に良化させる再生可能エネルギー等の導入を見込
んでいる。現在使用中のエネルギーを削減させる第
１、第２ステップは、どちらかというと“引き算”
的な取組みである。これに対して第3ステップでは、
使えば使うほど化石燃料を代替し環境を良化させる
“足し算”的な取り組みをイメージしている。社員
が「自分の会社は環境を良くしている」と実感しや
すい、シンボリックな設備となることも期待できる。
　本論では紙面の都合により、以上の３つのステッ
プのうち、直近で取り組んでいる第 1ステップと第

図表５　６次産業モデルによる循環型社会のイメージ

間伐材の活用
環境教育
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3-1　各事業のおける削減への取り組み

　まず事業における様々な環境負荷（CO2、廃棄物、
輸送エネルギーなど）の削減への取り組みについて
である。2-4-1のビックピクチャに示した通り、CO2
排出量の約 70％を占めるエネルギーの削減（特に電
気量）に焦点を当てている。

3-1-1　エネルギーマネジメントシステム：

　　　 待機電力等の削減

　ムダ電気量を見える化させることを目的として、
2004 年 8 月から、外食事業 293 店舗にエネルギーマ
ネジメントシステムを導入した。このシステムの導
入により、店舗客席の照明・空調、厨房の照明・換気、
その他機器類の電気使用量を 24 時間モニタリング
し、店舗の営業時間外（朝 5:00 ～夕方 17:00）のム
ダ電気量を見える化することが可能となった。例え
ば、お客様がいない状態でエアコンをフルに運転し
ている、照明を全て点灯しているなどが明らかになっ
たのである。これにより、５年間平均で省エネルギー
率は約 12％、コスト削減は約 1.5 億円の効果を得て
いる（図表 6）。

3-1-2　パイロット店舗・施設におけるムダ削減の

　　　取り組み

　前項のエネルギーマネジメントシステムでは、見
える化によって営業時間外のムダ電気量を削減した
が、現在、営業時間内を含めたムダ電気量の削減テ
ストを行っている。例えば、お客様の快適な空間を
越える過剰な照明やエアコンの運転、あるいはジョッ
キを冷やすためだけの機械を営業時間外も運転して
いる等を適正に管理する取り組みである（図表 7）。
テストによると、これらによって平均的な店舗にお
いて、5～ 10％の削減が見込める。

3-1-3　LED照明の導入

　2-4-2　ロードマップにて述べた回収期間の短い投
資（第 2ステップ）についてである。前項に述べた
ムダ電気量の削減を実施しながら投資することにな
る。中でも、LED照明は効率が高いことが予想され、
確認のため、2009 年に和民･渋谷道玄坂店（図表 8）
にて既存のハロゲン球による照明を LEDに交換して
その効果を検証した。その結果、照明による電気量
は約 80％削減され、全体電気量では約 40％削減とい
う高い効果が得られている（発熱量削減による空調

図表 6　見える化による効果

図表 7　ムダ電気量削減の取り組み一覧

図表 8　LED導入店舗
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負荷削減は含まず）。この LED照明に関しては、高
い成果が得られる半面、導入コストの他、拡散性が
少ないことによる空間演出力の低下という課題があ
る。現在、当グループでは新規店舗への導入を進め
ながら、既存店舗への導入方法を検討中である。

3-2　環境改善事業における取り組み

　当グループでは、これまでもワタミエコロジー
（2000 年設立）による廃棄物の最適管理、あるいは
ワタミファーム（2003 年設立）による有機野菜の栽
培を通して環境改善に取り組んでいる。その取り組
みの一部を述べる。

3-2-1　ガラスビンのリユース

　3Rの本来の優先順位は、Reduce（減らす）→
Reuse（再利用）→Recycle（再生利用）である。そも
そも、日本は一升ビンやビールビンではリユースの
ためのデポジット制度が定着していたが、ビンの多
様化に伴い、近年、仕組みが崩れていた。当グルー
プでも、これまで日本酒ビン（300ml）は廃ガラスペ
レット化により、材料としてリサイクルさせていた。
　2009 年、環境先進企業としてリユースに取り組む
べきと捉え、酒造メーカー・回収・洗ビンをはじめ
とする関係業者様の協力と理解によって、業界に先

駆けて日本酒ビンのリユースを実現させた（図表
9）。現在、関東を中心とした約 400 店舗に展開し、
環境負荷（CO2）約 5tCO2/ 年間、削減させている。
今後、リユースさせるビンの種類の拡大と、流通エ
リアの拡大を検討している。

3-2-2　生ゴミ　リサイクルループ

　外食産業では、食品リサイクル実施率の低さが大
きな課題となっている 3）。2007 年度に改正された食
品リサイクル法では、発生したゴミのうち再生利用
した割合にゴミを減量した分を加味したリサイクル
実施率の 12年度の目標を 40％と定めている（現在、
約 30％前後）。当グループでは、この法律で定めら
れた目標達成だけでなく、食品廃棄物の削減と生ゴ
ミリサイクル率の劇的な向上を目指し、環境省・農
林水産省認定の「生ごみリサイクルループ」4）を
2010 年 6 月 1 日より都内 55 店舗（外部企業 2社の
15 店舗を合わせ、70 店舗）でスタートさせている
（図表 10）。
　このループにより、店舗から排出された生ごみが
堆肥化され、ワタミファームの土壌を潤し、有機野
菜となって戻ってくる循環型社会構築の事例とな
る。ループの効果は、例えば約 50 店舗で実施するこ
とにより、全体リサイクル率を約 7～ 8％向上させ

図表 9　リユースびん循環フロー

2009 年 8月20日　日本経済新聞　小売･外食各社の 2008 年度リサイクル実施率と取り組み
リサイクルループ（再生利用事業計画認定制度）
農畜水産物等の利用までを含めた計画的な食品循環資源の再生利用の取り組みを主務大臣が認定することにより、再生利用の促進にかかわる関係者の連携
を推進するとともに、認定事業者による的確な再生利用の実施、廃棄物処理法の許可手続等の簡素化による効率的な再生利用の実施を確保する。制度上、
食品関連事業者、特定肥飼料等製造業者、特定肥飼料等の利用者の三者で申請することとなっている。

3）
4）
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ることになる。また生ゴミ中の水分除去や分別の徹
底により、実質的に食品廃棄物の削減効果を得るこ
とも可能である。今後、第 2、第 3のループ構築を
目指している。

3-2-3　ワタミファーム

　地球温暖化は、近年の化石燃料の大量消費以前に、
実は農業が近代化して土地利用が変化したことに始
まると言われている 5）。人口増加とともに、耕起（土
を起こす）栽培が世界的に行われ、大地の保有する
CO2 が大気に開放されたことが、温暖化の起源とい
うことである。さらに第二次世界大戦後、効率的な
農業のため化石燃料から作られた化学肥料が大量に
使用されることによって、自然界の窒素循環が崩れ
ていった 6）。この化学肥料による農業では、１カロ
リーの食料を生産するのに、約 10 カロリーの化石燃
料を使い、化学肥料 1トンごとに約 4.6 トンの CO2
を大気に放出しているとも言われている 5）。
　当グループのワタミファームは、「安全な食材を
使った料理を提供したい」という思いで、1998 年に
契約栽培での特別栽培農産物の野菜の導入、2001 年
には、「日本に有機農業を広げていくこと」を目的に
「農場運営」を始めている（法人設立が 2003 年）。
環境良化が事業の主目的ではないが、有機農業によ
り窒素循環を取り戻すことによって、結果として環

境改善につながっている。現状でも有機農場主とし
て国内最大であるが、今後更なる農場の拡大を目指
している。

3-2-4　ワタミの森

　日本は国土の約３分の２が森林という、世界にも
類を見ない緑の国である。その森林の約 40％は人が
手を入れないと荒れてしまう人工林（杉やヒノキ）
であるが、国内産の木材が使用されず（自給率約
20％）、多くの森林が荒れ始めている。世界的にも森
林が減少し続けており、温暖化対策としても森林再
生は急務と言える（図表 11）。
　当グループでは、国内の森林再生、社員の環境教
育、事業によるCO2 排出量のオフセットを目的とし
て、2007 年に特定非営利活動法人Return to Forest 
Life（リターン・トゥー・フォレストライフ、森の
命を再生させよう！）を設立し、千葉県山武市にあ
るワタミの森（賃貸、面積約９ヘクタール）を運営
管理している。このワタミの森は人工林（杉）で荒
廃しつつあり、社員ボランティアを中心に間伐や下
草刈り、植樹を実施している（図表 12）。
　さらに“木を使うことが森を守ることにつながる”
の考え方に基づき、外食店舗や介護施設への間伐材
活用、さらにはペレット材料のエネルギー利用の検
討を進めている。今後、持続可能な経済循環の構築

図表 10　リサイクルループのイメージ

アル･ゴア,『私たちの選択』,2009, 武田ランダムハウスジャパン（訳　枝廣淳子）
マイケル･ポーラン,『雑食動物のジレンマ』,2006, 東洋経済新報社

5）
6）
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が大きな課題である。

3-3　社員の生活における削減への取り組み

　当グループでは、環境活動でもっとも大切なこと
は、各事業の現場で働く社員（パート・アルバイト
含む）の環境意識の向上にあると考えている。社員
の意識が向上することにより、事業における環境の
取り組みが促進されるとともに、社員周囲の家族や
友人にも良い影響を及ぼすことになる。そこで
『W-ECOビジョン 2020』では、具体的な目標とし
て、社員の生活におけるCO2 排出量を 2020 年度ま
でに 30％削減することを設定している。この目標を

「エコ･ファースト制度」
環境保全に関する業界のトップランナー企業の行動を更に促進していくため、企業が環境大臣に対し、地球温暖化対策など自らの環境保全に関する取り組み
を約束する制度。企業は認定基準を遵守することを条件に、「エコ・ファーストマーク」の使用が可能となる。

7）

達成するため、2010 年度から“エコ夢カード”（図
表 13）を全社員に配布し、日々の生活でのCO2 排出
量（電気、ガス、ガソリン）を記録するとともに、
一人ひとりが具体的に活動目標を設定できるように
している。
　今後、パート･アルバイトまで活動を広げていくと
ともに、頑張った社員を表彰する制度等も必要と考
えている。

４
今後の課題

　当グループでは、以上に記したように 10 年以上に
わたり、環境活動を実践している。
　2010 年 5 月、今までの環境への姿勢と先進的な活
動が評価され、かつこれからも業界のトップランナー
として走ること期待され、環境大臣から『エコ･ファー
スト企業』7）の認定を受けている（図表 14）。認定
に際し、地球環境保全活動をさらに推進していくた
めの「エコ･ファーストの約束」（図表 15）を宣言し
ている。この約束では『W-ECOビジョン 2020』を
受け、2012 年までの必達目標を設定している。
　『W-ECOビジョン 2020』の達成、及び直近の「エ
コ･ファーストの約束」の達成のため、今後の主な課
題は次の２点である。

図表 11　炭素循環

図表 12　社員ボランティアによる活動
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１． 成長に伴い増加し続けるグループ社員に対する

経営理念、環境活動の考え方の浸透

　グループの環境に対する理念・考え方は不変であ
る。社員は常にその理念を念頭に行動する必要があ
る。事業の成長とともに増え続ける社員に対する経
営理念や環境活動の考え方の教育、及びその浸透が
今後の最大の課題になると認識している。

２．環境設備投資の時期と規模

　闇雲に投資するのではなく、環境と経済の両立
（W-ECO）を示すため、適切な投資計画が不可欠で
ある。そのためには、最新技術情報の収集とともに、
地域との連携や企業間連携がより重要になると認識
している。
　当グループでは、以上の課題に向き合い、日々環
境活動を実践していく。

図表 13　エコ夢カード

　最後に私自身の問題意識に触れ、結びとしたい。
当グループは、情熱を持って環境活動に取り組んで
いる。しかし我々が活動している今も、地球規模で
考えると環境は悪化し続けている。我々の活動が地
球環境にとってどれほどの意味があることなのか、
と時に絶望的になることがある。これは環境に取り
組む方々が一度は直面する感覚ではないかと思う。
このような時、当グループでは経営理念に立ち返る。
私自身、『美しい地球を美しいままに、子どもたちに
残していく』を思い直し、改めて日々の行動の原点
としている。未来の子供たちのため、戦後の経済成
長の中で大量生産、大量消費、大量廃棄に“豊かさ”
を重ね合わせてきた日本、あるいは世界を変えてい
かなければならない。これが私の問題意識であり、
ワタミグループでの小さな活動が、いつしか日本を
変え、世界を変えると信じ、これからも活動を続け
ていきたい。

図表 14　エコファースト認証式

図表 15　エコファーストの約束
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破たんしたコペンハーゲン会議

　昨年末、国連気候変動枠組み条約締約国会議
（COP15）がコペンハーゲンで開かれた。この会議
は京都議定書第一約束期間（2008 年～ 2012 年）に
続く、2013 年以降の気候変動対策の国際的枠組みを
決める非常に重要な会議であった。しかしコペンハー
ゲン会議は、日米欧・中国・ブラジルなどの首脳が
集まって作った「合意書」が、最後の全体会合で紛
糾の末、「採択」も「決議文」にもされず、「留意」
という形にとどまっただけで終わった。
　この合意書 iは 2007 年のバリ会議以来、2年間議
論を重ねてきた二つのプロセス（AWGKP，
AWGLCA）のいずれの成果でもなく、コペンハーゲ
ンに集まった 129 カ国の首脳のうち、29 カ国の首脳
だけが集まって文書を作り、残りの首脳たちは結果
の紙を渡され、1時間で受け入れるようにと言われ

たものである。そのため最後の全体会合で激しい口
調の非難の応酬が何時間も続き、「これは今までで最
悪のCOPだ」と言う代表もいたほどだった。「合意
書」は賛同する国の名前を頭に列挙する形の政治合
意文書にしかならず、「法的拘束力」からは程遠いも
のとなった。
　そもそもコペンハーゲン会議で求められていたこ
とは、2007年のCOP13で採択された「バリ行動計画」
に基づき、地球の平均気温上昇幅を工業化前に比べ
「2℃」以内に抑えるため、先進国は大幅削減、途上
国は先進国の支援のもと「持続可能な発展の文脈で
の削減行動」をとることを、法的拘束力ある「議定書」
のような形の国際条約にし、それを京都議定書第 1
約束期間が切れる 2013 年からすぐに取り組めるよう
にすることであった。
　温暖化の進行が予測以上に速く、緊急性の度合い
は日ごとに増している中、求められていた温暖化を
止めるための法的拘束力ある国際的な取り組みは、
得られなかった。さらにこの「合意」をベースに、
いつ法的枠組みにするのか、今後の交渉プロセスが
どうなるのか、作業計画と締め切りがどこにもない。
温暖化が緊急性を帯び、被害を食い止めるために一
日も無駄にできない今日、このことはきわめて重大
で、地球は緊急事態に陥ってしまったといえる。

地球温暖化問題へ、
世界はどう取り組んでいるか

　地球温暖化の問題は、1988 年に世界的に温暖化が

プロフィール

気候変動将来枠組み国際交渉における日本の姿勢
－セクター別アプローチを中心として－

千葉商科大学政策情報学部教授
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起きているということをアメリカの議会でNASA（ア
メリカ航空宇宙局）のJ．ハンセン氏が証言してから、
急に世界的な問題になった。それを受けて 1992 年に
国連気候変動枠組条約が作られ、その年ブラジルの
リオデジャネイロで開かれた「環境と開発に関する
国際連合会議」（地球サミット）で署名が始められた。
この条約は、温暖化を危険な状況に進ませないこと
を究極の目標としている。温暖化は、先進国が今ま
で産業革命以降、大量に石炭など化石燃料を燃やし
て温室効果ガスを排出してきた結果だということ
で、先進国と途上国との間には「共通だが差違ある
責任」の原則が謳われている。先進国の方により多
くの責任があるので、条約では先進国全体として
2000 年には排出レベルを 90 年レベルに戻すことが
目指された。先進国は途上国に対して資金や技術面
で支援し、すでに温暖化の被害を受けている国を助
けることも決められた。条約は 94 年に発効して、第
１回締約国会議COP1 が 95 年に開かれた。その時点
で先進国の温室効果ガスの上昇幅が大きかったため
に 2000 年までに 90 年レベルに戻すのは難しいこと
が明らかになり、法的拘束力のあるものが必要とい
う認識の下、京都議定書が 97 年に作られた。
　京都議定書の画期的な点は、先進国が初めて数値
目標を掲げ、いつまでに何％削減するということを
約束したという点である。1990 年レベルから、2008
～ 2012 年までに日本は６％、アメリカが７％、EU
が８％削減する。共通だが差違ある責任の原則を踏
まえてまず先進国が削減し、途上国は、先進国の目
標達成を支援しつつ、自らも先進国の支援で削減プ
ロジェクトを行うクリーン開発メカニズム（CDM）
を通して関わることになった。
　ところがアメリカは 2001 年にブッシュ政権になっ
た途端に、京都議定書は経済に悪影響を及ぼすとい
う理由から、京都議定書を離脱してしまった。アメ
リカ抜きで京都議定書が発効できるか、危機的状況
に陥ったが、紆余曲折を経て、やはり京都議定書は
重要で、これを発効させなくてはいけないという世
界全体の意思が一致して、京都議定書はアメリカ抜
きで 2005 年に発効した。しかし世界全体のCO2 排
出量は依然として減少方向に向かっていない。

京都議定書後の国際枠組み交渉

　京都議定書第一約束期間は 2012 年に終わるが、そ
の先を決めるのが、冒頭に紹介したコペンハーゲン
会議のはずだった。その流れができたのは、2007 年
のバリ会議であった。その年、IPCCが第 4次報告を
発表し、温暖化はリアルに起きている、そしてそれ
は、人間の行為、つまり化石燃料燃焼が原因である
と断定し、それまでの「自然変動説」などの懐疑論
を排除し、いよいよ大幅削減を行わなければ、気温
上昇がどんどん進み、大変なことになる、というこ
とを明示したからであった。
　2007 年にバリで開かれたCOP13 で「バリ行動計
画」ができたが、これは交渉を大きく前進させる突
破口となった。「バリ行動計画」では、すでに交渉が
始められていた京都議定書の下の特別作業部会
（AWGKP）に加え、新たに条約のもとにも特別作
業部会（AWGLCA）を立ち上げた。バリ行動計画は、
「先進国は総量削減の数値目標を掲げ、途上国は先
進国からの支援のもと、持続可能な発展の文脈での
排出削減行動を行う」ことが合意された点が特筆さ
れる。「共通だが差違ある責任の原則」は生かされて
いる。その先進国の中にはアメリカが入っている。
そして中国など排出量が増えている途上国が入って
いて、その国も先進国からの支援を受けながら持続
可能な発展という文脈で削減行動を行う。京都議定
書のもとでのAWGKPとともに、今度は 2009 年の
コペンハーゲン会議で新しい法的拘束力のある合意
を目指すことが、このバリで決められたのだった。

議論の中心は気温上昇幅と削減幅

　その後 2年間、何回も交渉が行われたが、この間
もっぱら議論の中心は、気温上昇幅をどこで抑える
か、大気中の温室効果ガス濃度をどこにおくか、そ
のための削減幅、および排出のピークをどこに持っ
てくるかであった。
　2007 年に発表された IPCC第 4次報告は、地球の
平均気温は、工業化前に比べ、0.74℃上昇しており、
今後 2030 年までは 10 年ごとに 0.2℃上昇する、と明
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らかにした。つまり 2030 年には、1.14℃気温が上昇
している世界に、私たちはすでに閉じ込められてい
るのだ。0.74℃の現状でも、2003 年のヨーロッパで
熱波、2005 年のカテゴリー 5という最大級ハリケー
ン、毎夏日本でも起きるようになったゲリラ豪雨な
ど、すでにさまざまな影響が起きている。2007 年に
は東京及び 17 の政令都市で 5,000 人を超える人が熱
中症患者として病院に運び込まれた。ii

　2001 年の IPCC第３次報告では、「脆弱システム」
「極端な気象」、「悪影響の分布」、「世界経済に影響
を及ぼす」、「破局的事象」の 5つの影響を気温変化
で示す図があったが、当報告では気温上昇が工業化
前に比べて 0.6℃だったので、－0.6 から２℃のところ
に引いた線以下だとそういう悪影響を多少免れそう
だった。ところが 2007 年の第４次報告で、同じ２℃
の線を引っぱっていくと、もう２℃でも赤い危険域
のところに入ってしまう。iii 安全な線はもっと低く
しなくてはいけないということで、最も脆弱な
AOSIS をはじめとする国々は「1.5℃」を求め、条約
交渉でその数値に関する議論も始めた。実際、コペ
ンハーゲン合意の中にも、「1.5℃」の検討をする旨の
言葉が入っている。
　IPCC第４次報告では気温上昇幅を 2～ 2.4℃を保
つシナリオは、カテゴリー１で、排出ピークが 2015
年、そのため先進国は 2020 年までに 1990 年比 25 ～
40%削減する必要があると示している。これは今す
ぐ排出を止めても今まで排出した分によって濃度は
どんどん増えていくので、今から大幅削減に取り組
まないと、排出ピーク、つまり 2015 年頃に下降傾向
に向かわせることができず、そのため高い削減目標
が必要であることを示唆している。

日本政府の交渉ポジション：
セクター別アプローチ

　IPCCの第 4次報告が出された当時は安倍政権で、
この報告を受け、「2050 年には世界で現状から排出
を半減する必要がある」という「クールアース・美
しい星」構想を打ち出した。その年 7月ドイツで開
かれたハイリゲンダムG8サミットでは「2050 年半

減」は、基準年がないまま一応合意された。
　しかし日本の目標そのものに関しては、立場を明
確にしていなかった。
　ところが直後の 2007 年 8 月に開かれたウイーンで
の国際交渉で、初めて「先進国は 2020 年までに 90
年比 25－40％」という文書が決定文に入り、日本政
府は驚いた。日本政府は、その場で「最初に読んだ
ときは理解できなかった。2回目に読んだときは、
ショックで口がきけなかった。3回目に読んだとき
は、清水の舞台から飛び降りたい（自殺したい）と思っ
た」と発言し、物議をかもした。iv

　というのも、日本政府は、2013年以降の枠組みは、
京都議定書のような「総量削減方式」ではない「原
単位削減方式」「自主行動的なもの」「セクター別ア
プローチ」などを提案するつもりで、粛々と案を練っ
ていたからだ。すでに国際交渉では目指すべき大気
中の温室効果ガス濃度安定レベルを「450ppm」とし
ていたにもかかわらず、産業界のシンクタンクであ
る「地球環境産業技術研究機構（RITE）」は、
「550ppm」が妥当だという見識を出していた。
　日本経団連は、「ポスト京都議定書における地球温
暖化防止のための国際枠組みに関する提言」を 10 月
16 日に発表し、その中で以下を提案した。
•全ての主要排出国が参加できる実効ある枠組み
•各国の設定目標は、エネルギー効率を基本とする。
•各国は温暖化防止対策を決定のうえ、国際公約し、
その実施状況を国連の場等でチェックし前進させ
る

　これは、日本経団連が国内で行っている「経団連
環境自主行動計画」そのものであり、京都議定書の
根幹である「総量削減」を否定するものである。産
業界は、第 2約束期間を亡き者にしようとしていた
のである。京都議定書は第 2約束期間あってこそ効
果がある。なぜなら第 1約束期間での約束が達成で
きなかった場合の罰則は、第 2約束期間にかかって
くるからである。この第 2約束期間がなければ、第
1約束期間の約束すら意味を失う。
　この背景には、産業界の京都議定書の削減目標へ
の根深い不満がある。日本は石油ショックの 1970 年
代、80年代に大いに省エネ努力をしたが、そうした「早
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期行動努力」に報いるような仕組みがなく不平等で
ある、またすでに「世界一」の効率を誇るので、こ
れ以上の削減はできないし、する必要もない、そし
て「総量削減」は生産低下を意味するので、経済成
長を阻害する、というものである。同じような理由
でアメリカが離脱し、中国と共に最大の貿易相手国
である両国に対し、国際競争力を失うのではないか、
との懸念が大きいからでもある。
　こうした産業界の強い意向を受けた日本政府は、
交渉においても、極力、「数値目標は言わない」「京
都議定書を延長させるような方向へ持って行かな
い」「アメリカや新興途上国を巻き込んだ、包括的な
新議定書の方向を目指す」というスタンスを貫いた。

バリ会議での日本政府の対応

　そうした中で、COP13/CMP3 がインドネシア、バ
リで始まった。日本は初日から「京都議定書を越え
て新たな枠組みに移行すべき…」と発言したので、
交渉を監視している環境NGOのネットワークである
気候行動ネットワーク（Climate Action Network = 
CAN）が毎日、交渉を妨害する発言をする政府に与
える「本日の化石賞」がすぐさま日本に与えられ、
毎日発行している新聞 eco の一面で、「日本は京都議
定書をつぶす気か」というタイトルの記事が載っ
た v。Eco は、会議の中で何が問題になっているか、
環境NGOとしては、どういうことを求めているの
か、今どこの政府が問題になっているか、どこの政
府が良い方向にリードしようとしているか、などを
分析し、毎日発行している新聞で、毎朝、会議場に
到着する政府代表団が必ず目にするものである。
　さらに日本は、IPCC に基づく必要なピークアウト
時期、先進国の 2020 年までの削減幅としての「90
年比 25－40％」などへの言及を文書に入れることに
米国、カナダとともに反対したため、Avaaz という
若者のNGOにより、ジャカルタ・ポストという、こ
れも毎日会議場で配られていたインドネシア主要紙
に、タイタニック号に乗った 3カ国の首脳の顔写真
入りの一面広告が載せられ、そこには、「数値目標は
ないよ、もう氷もないよ、だけど先には地球規模の

惨事が待ち受けているよ」と書かれた。
　バリ会議の最終日の全体会合の場で、「バリ行動計
画」の決議文に「450ppm、2015 年にピークアウト、
先進国は 90 年比 25－40％削減」という IPCCの文書
を、AWGKP決定文同様に入れるかどうかでもめた。
結局本文には入れなかったが、脚注の中で入れるこ
とで決着したので、この重要な数値はAWGKPだけ
でなく、「バリ行動計画」の中にも入れられたのであ
る。

日本、総量削減／
セクター別アプローチへ動く

　バリ会議を受け、もはや総量削減数値目標は避け
られないと判断した日本政府は、翌 2008 年に洞爺湖
G8サミットを控えていたこともあり、当時の福田首
相は、2008 年 1 月のダボス会議に出席し、日本とし
て初めて「国別総量削減目標を掲げる」ことを発言
した。しかし産業界の意向も受けて、その目標設定
は、「セクターごとの削減可能量を積み上げる方式
で」と付け加え、さらに「世界全体で、2020 年まで
に 30％エネルギー効率の改善を世界が共有する目標
とすることを提案します」と、原単位目標を世界全
体に課すことを示唆した。
　「総量削減目標」に日本が言及したのはこれが初め
てであったが、それが「削減可能量の積み上げ」に
よるボトムアップ方式であることを明言したことに
より、目標値は IPCCの科学の要請に基づくものよ
り、はるかに低くならざるをえないことが明らかに
なった。
　この「ダボス演説」が元となり日本提案ができた
が、2008 年 3 月に国連に提出した意見書 viの中では
以下のことが書いてある。
•主要排出国が、セクター別の効率指標を用いて、
今後活用される技術を基礎として削減ポテンシャ
ルを検討。その上で、今後の生産活動の見通しと
共に各国間での検証を経てセクター別の削減量を
算出し、それらを積み上げて温室効果ガスの国別
総量目標を設定する。

•これによって、各国間の国別総量目標の公平性を

CAN(2007) Bali Eco No.2 (December 4, 2007) http://www.climatenetwork.org/eco/bali-ecos/ECOcop13n02.pdf
FCCC/AWGLCA/2008/MISC.1/Add1

v
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日本は、自国がどのくらいの削減目標を掲げるかを
示さないまま、途上国に対して縛りをかけるような
提案をしたため、途上国から一斉に反発され、また
EUなどは、日本が京都議定書の枠組みを崩すので
はないかとの懸念を持った。
　しかし日本政府は多少言葉を変えつつも、セクター
別アプローチの提案を取り下げず、洞爺湖サミット
へ向けて開かれたあらゆる会合でその論を展開し
た。しかし 5月に神戸で開かれた環境大臣会合で、
初めてセクター別アプローチのボトムアップ方式
と、科学が要請しているトップダウン方式の間に、
ギャップが生じる可能性が示唆され、それは「環境
十全性を確保するために埋められる必要がある」と
議長総括に書かれた。viiまたセクター別アプローチ
は「削減ポテンシャル分析は実効性のある枠組み構
築に貢献する科学的かつ客観的な知見を提供でき
る」としたうえで、「途上国に比較的安価で多くの削
減ポテンシャルが存在し、その実現には先進国の援
助に支えられた協力的セクター別アプローチが貢献
することが指摘された」とセクター別アプローチの
あるべき姿が認識された。
　7月に開かれた洞爺湖サミットのコミュニケ viiiで
は、「セクター別アプローチは、各国の排出削減目標
を達成するうえで、とりわけ有益な手法である」と、
一言書かれただけであった。
　その後 8月にガーナで開かれた国連交渉では、セ
クター別アプローチのワークショップが開かれた
が、EUはセクター別アプローチを技術移転とカーボ
ンマーケットなどを使う政策アプローチととらえ、
日本の積み上げ方式に対し明確に否定論を展開。米
国も、バリ行動計画のセクター別アプローチのとこ
ろで言及されている条約の４条１ (c) は、目標設定を
意図するものではないと発言。途上国はセクター別
アプローチが先進国の総量削減目標に代替してはな
らない、またグローバルなセクターごとの目標設定
に反対。条約事務局長は最後に「セクター別アプロー
チは途上国に何らかの目標を設定するものではない
ことが明らかになった。またこれは自国の削減目標
を達成するための、国内政策であり、その国がそれ
を採用するかは、その国の判断である」と語った。
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確保できる。
この 2 点は、日本がその後 2020 年の中期目標を設定
するにあたり、基本とされた考え方である。さらに、
途上国目標に関しては、以下の点が注視される。
▶途上国、特に主要排出国が野心的な目標を掲げて

実効的な削減に取り組むことを確保し、知的財産
権の保護に留意しつつ、ビジネスベースでの技術
移転が進む仕組みを構築する。

▶実際には、対象とするセクターを決め、・・・国際
競争力を損なわないように削減可能量、およびセ
クター別原単位などを決める。

▶グローバルには、2020 年までにエネルギー効率を
30％改善することを目標とする。

日本のセクター別アプローチは
世界でどう受け止められたか

　上の提案は、まず 3 月 15 日‐16 日にかけて千葉
県で開かれた G8 の「グレンイーグルス・ダイアロー
グ」で大論争となった。このダイアローグは 2005 年
イギリス、グレンイーグルスで開かれた G8 サミット
のときに始められた、G8諸国だけでなく、ブラジル、
南アフリカ、中国、インド、インドネシア、タイ、
メキシコなど新興途上国も含めた形での 2013 年以降
の国際枠組みを話し合う場である。4 回開き、その 4
回目が日本で開かれ、洞爺湖で開かれる G8 サミット
へ報告する、という任務を負っていた。
　この場で、日本政府は国連に提出済みの意見書の
要約版を参加者に配り、理解を得ようとした。しか
し先進国・途上国の両方から、批判が続出した。
▷ 「主要排出国」という国のカテゴリーに合意した

覚えはない。
▷バリでの合意を踏まえていない。つまり、先進国

と途上国の取り組みは異なることを。
▷セクター別アプローチが、京都議定書方式の総量

削減（キャップ）を代替するものとなってはなら
ない。キャップがまずあり、その上でのツールの
一つであるべき。

　続いて 3 月末から開かれたバンコックにおける気
候変動国連交渉の場でも、同様の批判が相次いだ。

G8 (2008)、“G8 Environment Ministers Meeting, Chair’s Summary” (May 24-25, 2008) 
　http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial =11484&hou_id=9764
G8 (2008), Hokkaido Toyako Summit, “Chair’s Summary” (July 9, 2008) 
　http://www.mofa.go.jp/policy/economy/summit/2008/doc/doc080709_09_en.html

vii
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　このような議論を経てもなお日本はセクター別ア
プローチに拘泥し、2009 年 4 月に「京都議定書改正
案」を国連本部に送った。この改正案は、直接セクター
別アプローチに言及していないが、最後の附属書 B
で先進国の削減目標を書きいれる表、附属書 C で途
上国の削減行動を書きいれる表を添付しており、こ
の附属書 C の中で、「特に温室効果ガス排出量が多
く、責任も取れる国々」と注意書きがあり、それら
の国々は、国全体、あるいはセクターごとに原単位
削減目標を掲げることが記述されている。ix

コペンハーゲンへ向けた
国際交渉の流れの中で

　この後、交渉の議論の中心は先進国の 2020 年の削
減幅に移り、日本のセクター別アプローチは、「セク
トラル・クレディティング・メカニズム」という市
場メカニズム全体の議論の脈絡の中で議論されるこ
とになった。その間日本では政権交代があり、2009
年 9 月の国連総会で、鳩山新総理（当時）が、条件
付きではあるものの、2020 年中期目標として「90 年
比 25％削減」を表明し、世界をリードするかと期待
を抱かされた。この目標は、日本政府が初めて科学
に基づき掲げたものであり、それまでの目標値（90
年比 8％削減）が気温上昇や温室効果ガス濃度など
を考慮していなかったのに比べ、雲泥の差であった。
　しかし交渉は相変わらずのこう着状態で、肝心の
アメリカはオーストラリアと共に、先進国・途上国
の区別をなくす案を出し、EU もそれまでの主張を
覆し、条約の下に一つの議定書を作る方向性を述べ
始めた。先進国がテーブルに載せた数値目標を合計
しても、最低ラインの 25％に届かないまま、気温上
昇幅は 3－4℃と見込まれる中 x、京都議定書が潰さ
れる方向へ議論が加速していったため、途上国が一
斉に反発し、決裂した状態で迎えたコペンハーゲン
会議であった。

コペンハーゲン後の世界で
日本は ???

　コペンハーゲンで、高い削減目標が議定書として
まとまらなかったことで、日本の多くの関係者は胸
をなでおろしたに違いない。しかし新政権はコペン
ハーゲン合意書に、鳩山前首相が掲げた条件付きの
25％削減目標を書きこんだ。そしてそれをもとに、
地球温暖化対策基本法を閣議決定のところまでもっ
ていったが、鳩山政権崩壊と共に、廃案となってし
まった。
　その裏で、日本のセクター別アプローチは、別の
形になって、「新提案」として浮上しつつある。それ
は日本の最先端の技術を途上国に移転した場合に、
その企業の貢献が「削減クレジット」となるような
仕組みである。日本の省エネ型製品、新幹線、上下
水道、原子力発電所のようなインフラで、京都メカ
ニズムではクレジットとして認められなかったもの
を対象とする。その構想はすでに「先進国ー途上国
間協力モデル構想」として 21 世紀政策研究所 xiの
澤昭裕研究主幹が、2009 年 11 月の段階で発表して
いた。xiiこの案のCDMとの大きな違いは、プロジェ
クトの適格性や追加性、削減量を、国連が決めた基
準に沿わせなくても済む点である。協力する国同士
で合意する方法で行えばよい、という極めて緩いルー
ルである。これで本当に追加的な削減が行われうる
か、はなはだ疑問である。
　またコペンハーゲン会議の最中に発表された「鳩
山イニシアティブ」のなかで、すでにその構想に沿っ
た提案がなされている。xiii

　「日本が世界に誇るクリーンな技術や製品、インフ
ラ、生産設備などの提供を行った企業の貢献が適切
に評価されるよう・・・・・炭素クレジットに関する
国内の制度設計を進めつつ、二国間、多国間を含む
様々な枠組みを通じて、クレジットを生みだす新た
なプロジェクトを開拓し、民間投資を促進していく
ことも、積極的に検討する」と。
　そもそも京都メカニズムのルールが決まった時、

FCCC/CP/2009/3
Climate Analytics/Ecofys (2009), “Copenhagen Climate Deal ‒ How to Close the Gap” (December 15, 2009) 
　http://www.climateactiontracker.org/
日本経済団体連合会のシンクタンク
澤昭裕（2009）「地球温暖化問題における新たな政策課題― 1990 年比 25％削減構想の検証と実質的削減に向けた新提案」（2009 年12月、21世紀
政策研究所報告書）
日本政府（2009）「途上国に関する鳩山イニシアティブ」（2009 年12月16日発表）
　http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2009/091216hatoyamainitiative.pdf

ix
x
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xii
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原発がプロジェクト対象として外されたことに、日
本政府としては大きな不満を持っていた。また植林
CDM もクレジットが一時的なものであり、いずれ
は化石燃料削減で置き換えなければいけないという
ルールにより、植林 CDM から手を引いた。さらに
日本が得意とする、省エネ製品の相手国への輸出、
あるいは新幹線、地下鉄などの公共交通のインフラ
整備なども、ベースラインがひきにくく、なかなか
CDM 理事会で承認されにくい点があり、日本は
CDM を大幅に変えたいと思っていた。しかし CDM
は京都議定書のものである。京都議定書の第 2 約束
期間に反対する日本としては、すでに CDM とは異
なる新たな仕組み構築へと走り始めているのだ。
　2010 年 3 月 16 日に EU と日本政府が共同主催し
た「気候変動対策の国際交渉：コペンハーゲン後の
行方」シンポジウムでは、日本政府交渉官がそのプ
レゼンの中で、「コペンハーゲン合意に賛同する国々
は、合意を実施するために国内政策を進め、同時に
国際協力をも進めなければならない。合意に基づく
新たな市場メカニズムの機会は 2 国間協議の中で模
索されうるだろう」xiv と述べ、暗に 2 国間で協議す
るクレジット発生メカニズムを示唆した。
　その後原発輸出の話が新聞等で続々報道され、原
発輸出によりクレジット獲得する、という話があた
かも既定路線のような空気が醸し出された。3 月 26
日の直嶋経済産業大臣は記者会見の中で、原発輸出
についての考えを問われ、「CDMは使いにくいので、
我々がこれから考えていこうとしている新しい技術
を開発して、それを 2 国間協力で実行していくこと
も評価をしてもらうという仕組みが必要だと思う
し、鳩山イニシアティブの考え方にもそういう側面
は入っている・・」と語っている。xv

　坂根正弘コマツ会長（現日本経済団体連合会副会
長）は、「日本企業がビジネスや国際貢献活動を通じ
て海外で削減につなげた分を、貢献度に応じて日本
の削減分に参入できるようにする」「それなら国内で
の真水ベースの削減で 10％、国際貢献で 25％の合計
35％削減も不可能じゃない」「どこかの新興国と 2 国
間協定をまとめ成功例を作り、それをショーウイン

ドーにして COP16 に臨む」などと 5 月 12 日の朝日
新聞で述べている。xvi

混沌とした世界の状況

　一方、国際交渉の方は、7 月 20 日の時点で、138
カ国がコペンハーゲン合意書に賛同し xvii、あるい
は目標値を書きこんだ。しかしアメリカは書き込ん
でいない。リーマンショックに始まった世界的経済
危機に加え、アメリカがこの秋に中間選挙を控え、
温暖化対策法案が棚上げにされる状況が続いてい
る。すでに今年の COP16 で目指すべき国際合意を得
ることは諦められている。来年の COP17、あるいは
再来年、つまり 2012 年まで合意はできないだろう、
との憶測さえある。
　こうなると、本当に 2013 年以降の国際的取り組み
の枠組みができるのかさえ、悲観論に傾きそうにな
る。こうした中で、各国がそれぞれ自分たちの望む
方向で取り組みを進めるのは一見良いことだが、そ
れが本当に、グローバルに見たときに、整合性のと
れた温暖化防止政策になっているか、誰もわからな
い状況になるのではないか、というのが最も懸念さ
れるところである。日本が提唱している 2 国間協定
も、削減されるトン CO2 が、追加的な削減量として
カウントしうる、国際基準を満たすものであるかさ
え、危うい。これは大枠が決まってから、改めてルー
ルが決められていくのであろうが、今のようにいつ
大枠が決まるのかわからない、世界が混沌としてい
る中で、ことだけがルールなく進められていってし
まうことこそが、今地球が直面している最大の危機
である。

EU-Japan Center for Industrial Cooperation (2010), “Climate Change Negotiations after Copenhagen ‒ Now What?” Report from the Seminar, page24 
　http://documents.eu-japan.eu/seminars/japan/climate/report_seminar_100303.pdf
http://www.meti.go.jp/sppeches/data_ed/ed100326j.html
朝日新聞 (2010)、オピニオン「異議あり」－『CO2 削減は多国間協議に頼るな』（2010 年 5月12日）
USCAN(2010) “Who’s on Board with the Copenhagen Accord?” http://www.usclimatenetwork.org/policy/copenhagen-accord-commitments
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xvi
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１
はじめに

　石油や石炭を中心とする化石燃料は、我々が日々の
生活や経済活動を行ううえで、欠かせないエネルギー
源となっている。それだけに、その化石燃料の消費を
いかに減らすかが求められる地球温暖化対策は、容易
に進められるものではない。実際、1997 年に採択さ
れ、2005 年に発効した京都議定書において、日本は
2008-12 年の約束期間に温室効果ガス（GHG）の排出
量を基準年比で６％削減することが求められているも
のの、直近の 5年間（2004-08 年）の平均排出量は基
準年比で約 6％増となっており、GHGの約 95％を占
める二酸化炭素（CO2）については、基準年比で 11％
増となっている。
　もっとも、日本でCO2 排出量の削減が進んでいな
い理由は、単にそれが難しいから、ということだけ
でなく、そのための対策を十分に行ってこなかった

からかもしれない。CO2 削減を効率的に進めていく
には、その排出に価格付けを行うことが必要であり、
そのためには環境税や排出権取引といった経済的手
法が有効である、との主張が早くから行われていた
にもかかわらず、日本ではそのどちらも導入するこ
となく今日に至っているからである。
　他方、昨年（2009 年）の総選挙で衆議院の単独過
半数を制した民主党は、そのマニフェストにおいて
「2020 年までに温暖化ガスを 25％削減（’90 年比）
するため、排出量取引市場を創設し、地球温暖化対
策税の導入を検討します」と宣言した。同様の内容
を盛り込んだ地球温暖化対策基本法案（今年３月に
閣議決定、５月に衆院通過）は、参議院選挙を前に
廃案となったものの、今後、更なる検討が行われる
ことであろう。
　そこで本稿では、地球温暖化対策における環境税
の位置付けについて、排出権取引との関係にも留意
しつつ、主に経済学の視点から論点を整理したい。

２
ピグー税と炭素税

2.1　環境問題と外部性

　経済学では、環境問題を外部性に起因する資源配
分問題として捉える。環境問題を資源配分問題とし
て捉えるというのは、希少な資源をいかに効率的に
配分するかという大きな問題の一部として環境問題
を捉えるということであり、平たくいえば、環境が
良くなればいいというものでも、GDPが増えればい
いというものでもなく、重要なのは環境と経済のバ
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ランスである、ということである。
　次に外部性とは、ある経済主体の意思決定が、市
場を経由することなく他者に影響を及ぼすことであ
るが、ここでいう「市場の経由」とは、当事者間で
合意が成立しているという意味であり、汚染物質の
排出で誰かに迷惑をかける場合には、補償金を支払
うなどして相手の納得を得ることを意味する。その
ような合意がなくても許される状況では、他者に及
ぼす悪影響を十分に考慮することなく汚染物質の排
出が行われ、結果として資源配分が歪められる、つ
まり環境と経済の適度なバランスが崩れる、と考え
るのである。

2.2　外部性とピグー税

　環境問題を外部性に起因する資源配分問題と捉え
た場合、その「解決策」とはどのようなものであろ
うか。ここで解決すべき「問題」とは、周囲への悪
影響を十分に考慮することなく汚染物質が排出され
ることから、その排出量が過大になっていることで
あり、排出量を適度な水準にまで抑制することが、
環境政策の目的となる。
　この問題の１つの解決策は、汚染物質の排出者に
対して排出量の上限を設定し、それを超える排出を
禁止することである。これは排出量規制（あるいは
直接規制）と呼ばれる。もう１つの解決策は、汚染
物質の排出に価格付けを行うことであり、排出量の
大きさに応じて税（または課徴金）を徴収すること
で、排出量の抑制を促そうとするものである。後者
は、提唱者であるA.C. ピグーに因んでピグー税と呼
ばれる。
　それでは、排出量規制とピグー税（排出量課税）
の違いはどこにあるだろうか。よく強調されるのは、
排出量課税であれば排出削減費用の最小化が実現で
きる、という性質である。複数の排出者間で排出削
減費用が異なる場合、つまり排出削減の容易な排出
者と困難な排出者が共存する場合、一定の排出量削
減を達成するに当たり、削減が容易な排出者はより
多く、困難な排出者はより少なく排出削減をするこ
とで、経済全体で発生する排出削減費用が最小化さ
れる。この状況を排出量規制で達成しようとする場
合、個々の排出者の特性に応じて、異なる上限設定

を行う必要があるが、政府がそこまで細かい対応を
するのは困難かもしれない。それに対して排出量課
税の場合、個々の排出者は自分の特性に応じて自ら
排出量を調整できるため、一律の税率のもとで排出
削減費用が最小化されるのである。

2.3　排出量の測定と炭素税

　この性質は、排出量課税が排出量規制に対して有
する重要なメリットの１つであるが、現実には、こ
のメリットがうまく発揮されない可能性もある。
　１つの重要な問題は、排出量の直接的な測定が容
易ではない、というものである。もともと、汚染物
質は取引の対象ではないため、その排出量を排出者
が自発的に測定する誘因は乏しい。政府がそれを排
出者に義務付けたとしても、やはり取引相手がいな
いため、排出者から申告された排出量の真偽を確認
するのは困難であり、政府自身が何らかの形で監視
する必要がある。汚染物質の排出者の数が限られて
いる場合にはそれも不可能ではないが、一般消費者
が排出者となるようなケースでは、直接的な監視は
ほとんど不可能に近い。
　排出量の直接的な測定が困難な場合、汚染物質発
生の原因となる中間投入物の量に課税する、という
のが代替策の１つとなる。中間投入物は市場取引の
対象となっている場合が多いため、その量を把握す
るのは比較的容易であるが、投入量と排出量が 1対
1の関係にあるとは限らない。例えば、酸性雨や喘
息の原因となる硫黄酸化物は、硫黄分を含んだ石油
や石炭を燃焼させることで発生するが、硫黄酸化物
が発生しても、排煙脱硫装置のような末端処理
（end-of-pipe）技術を使用すれば、硫黄酸化物を大
気中に排出させずに済ませることができる。したがっ
て、理想的な硫黄税は、硫黄含有量だけでなく、そ
うした技術が導入されているかどうかに応じて、税
率が変化するものであり、とても複雑な体系になる。
　他方、CO2 の場合、幸か不幸か、CO2 を発生させ
ながらも大気中への排出を防ぐ末端処理技術は、い
まだ実用可能な状況にはなっていない。したがって、
炭素含有量に応じて化石燃料に課税する炭素税は、
CO2 排出量への課税とほぼ同等の効果が期待される
のである。
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３
環境税の財源調達機能

　このように、環境税の主たる役割は、排出量に価
格付けを行うことで、適度な水準にまで排出量を抑
制する誘因を付与することであり、これを環境税の
価格誘因機能と呼ぶ。他方、排出量がゼロにまで抑
制されない限り、環境税は何らかの税収をもたらす。
これを環境税の財源調達機能と呼ぶが、この機能を
どう評価するかについては様々な考え方がある。

3.1　排出者の負担

　まず、排出者の負担の大きさについての評価であ
る。排出量（あるいは燃料消費量）そのものに一定
の税率を乗じた額を政府が徴収する環境税は、排出
量抑制という目的を達成しようとする政策手段のな
かでは、排出者の負担が相対的に大きい。
　例えば、ある企業が年間 10 トンの CO2 を排出し
ており、そこに 1トン当たり 3,000 円の炭素税が導入
されたとしよう。企業がこの政策に対応して、排出
量を 6割削減できる省エネ設備を、年間 10,000 円相
当の費用で導入したとすると、18,000 円（6トン
×3,000 円）の税負担を節約できる一方で、依然とし
て 12,000 円（4トン×3,000 円）の炭素税を支払う必
要がある。
　もしも炭素税の代わりに、この設備の導入を義務
付ける省エネ規制が行われたとすると、企業が負担
するのは10,000円の投資費用だけである。あるいは、
CO2 を現状の 10 トンから 1トン減らす毎に 3,000 円
の補助金が支給されるという政策の場合には、企業
は 10,000 円の投資費用を負担したうえで 18,000 円の
補助金を受け取ることになり、全体の負担はマイナ
ス 8,000 円となる。
　このように、環境税は政府に財源をもたらすが、
その分だけ排出者に対して相対的に重い負担を課す
ことになるのである。この負担は、海外企業との競
争に晒されている産業においては国際競争力の問題
として浮上し、その負担が価格転嫁等によって消費
者に帰着する場合には、負担の逆進性問題につなが
る可能性があることに留意する必要がある。

3.2　汚染者負担の原則

　このような排出者の負担を、積極的に評価する考
え方もある。環境対策に何らかの費用が必要になっ
たとき、その財源を一般納税者に求めるよりも、環
境対策が必要とされる原因を作った者に求めるほう
がよい、との考え方は１つの公平観に適合するもの
であろう。これは汚染者負担の原則と呼ばれる。
　他方で、この原則を徹底すると、環境税収はすべ
て何らかの形で環境対策に使う必要があるとか、環
境対策に必要な経費から逆算して環境税率を設定す
るべきである、といった考え方につながってゆくこ
とになる。これは、効率的な財政運営の支障となり
うることに留意する必要がある。また、既に見たよ
うに、環境問題を外部性に起因する資源配分問題と
みなし、その歪みを是正するために環境税を用いる
のであれば、環境税の設計において最重視されるべ
きは価格誘因機能であり、税収の使途と税率は切り
離して考えたほうがよい。

3.3　税の超過負担と二重の配当

　環境税収を既存税の減税財源に充当することで、
税体系の効率化に寄与する、との考え方もある。税
は通常、消費額や所得額といった、何らかの課税ベー
スに基づいて徴収されるが、そのために消費意欲や
稼得意欲が阻害される可能性がある。その結果、税
は資源配分を歪め、税が経済に与える負担は税収以
上のものとなりうる。これは税の超過負担と呼ばれ、
いかに超過負担の小さい税体系を構築するかが、最
適課税論の最重要課題の１つとされてきた。
　例えば、ある消費者が１杯 500 円のラーメンを年
間 100 杯食べているとしよう。この消費者は、１杯
のラーメンからお金に換算して 800 円の満足度を得
ており、それを 500 円で食べることができるため、
１杯当たりの満足度は支払額を 300 円だけ上回って
いる。これを純便益もしくは消費者余剰と呼ぶ。
　そこに１杯当たり 100 円のラーメン税が導入され
たとしよう。消費者にとっては、あらゆるラーメン
が 100 円値上がりすることになるため、ラーメン１
杯の純便益は 200 円に減少する。その結果、この消
費者がラーメン屋に通う回数も減り、ラーメン消費
量は年間 80 杯になったとしよう。このとき、消費者
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はこの税によってどれだけの「負担」をしているだ
ろうか。文字通りの税負担（納税額）で見れば、そ
れは 8,000 円である（80杯×100 円）が、純便益（満
足度－支払額）の低下という視点で見れば、それは
14,000 円になる。ラーメン税の導入前、この消費者
はラーメンから 30,000 円の純便益を得ていたが（300
円×100 杯）、導入後の純便益は 16,000 円に低下して
いるからである（200 円×80 杯）。つまり、納税額
は 8,000 円であるが、実質的な負担は 14,000 円であ
り、その差額の 6,000 円が超過負担に相当する。
　それでは、こうした超過負担を小さくするような
税体系とは、どのようなものであろうか。超過負担
の源泉は、資源配分の歪み、ここでいえば消費者の
行動変化にある。上の例で、消費者がラーメン税導
入後も 100 杯のラーメンを消費し続けているとすれ
ば、納税額は 10,000 円であるが（100 杯×100 円）、
純便益の低下でみた実質的な負担額も 10,000 円であ
り（30,000 円－20,000 円）、超過負担はゼロとなる。
そして、このような行動変化を誘発する最大の要因
は、この税がラーメンという特定の消費財のみを課
税対象としているからである。課税対象が狭い場合、
課税されていないもの、あるいは税率の低いものに
消費をシフトさせる余地が大きい。上の例では、ラー
メンの代わりに日本蕎麦やパスタなどを食べること
で、消費者は節税をすることができる。したがって、
課税対象を広くすることで、節税の余地は小さくな
り、超過負担も小さくなるのである。
　他方で環境税は、税がもつ同様の効果（価格誘因
機能）を利用して、資源配分の効率化を図るもので
あるため、税率が一定の範囲内にあるうちは、超過
負担の小さい（あるいは超過負担がマイナスの）税
と考えられる。したがって、環境税収を用いて既存
税を減税することで、全体の超過負担が小さくなる
かもしれない。この効果は、環境税の税収還流効果
と呼ばれるが、環境税が価格誘因機能を通じてもた
らす資源配分の効率化（ピグー効果）とあわせて、
二重の配当と呼ばれる。つまり、環境税は環境にも
優しくて経済にも優しい、２度おいしい税だという
のである。
　しかしながら、環境税は特定の経済活動に課税す
るものであるため、課税対象が狭く、既存税から環

境税に税源をシフトさせることで税体系の効率化が
実現するのは、限られた条件を満たす状況でのみで
あるという理論的指摘もなされてきた。したがって、
「環境税は環境にも経済にも優しい」という主張が
成立するかどうかについては、おおいに議論の余地
のあるところだが、少なくとも、環境税の議論は税
制全体のあり方を考えるという文脈のなかで行われ
るべきものである、という点については留意する必
要があろう。

４
排出権取引と炭素税

4.1　価格と数量

　CO2 の排出に対して価格付けを行う手法は、炭素
税だけではない。個々の排出者に排出量規制を課し、
排出枠の売買を許容する排出権取引制度において
も、CO2 の排出に価格がつく。両者の違いは、炭素
価格を政府が人為的に設定するか、市場に委ねるか
という点である。炭素税の場合、炭素価格に相当す
る炭素税率を政府が設定するのに対して、排出権取
引の場合は、政府が設定するのは排出枠の数量であ
り、その価格は取引過程で決まってくる。
　どちらが望ましいかは、排出量の変動と価格の変
動のどちらが資源配分上、相対的に望ましくないか
による。炭素税の場合、炭素価格は政府によって固
定されるのに対して、排出量は変動しうる。そうし
た排出量の変動によって被害の大きさが著しく変化
するような場合、炭素税のリスクは相対的に大きく
なる。他方、排出権取引の場合、排出量は政府によっ
て固定され、変動するのは炭素価格のほうであるが、
そうした価格変動の背後には、規制された排出量を
実現するのにかかる費用、すなわち排出削減費用の
変動がある。排出量を微調整するためにかかる費用
が著しく大きい場合、排出権取引のリスクも大きく
なり、排出量に一定の自由度が確保される炭素税の
ほうが相対的に望ましいことになる（Weitzman 
1974）。

4.2　気候変動枠組条約と京都議定書

　冒頭で言及した京都議定書は、気候変動枠組条約
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（1992 年採択、1994 年発効）の締約国会議で採択さ
れたものである。この条約は、大気中のGHG濃度を
適度な水準に安定化させることを究極の目的として
いるが（条約第２条）、これは大雑把にいえば、どこ
かの時点でGHGの排出量を自然吸収量の水準にまで
削減し、それ以上、GHG濃度を増やさないようにす
ることを意味する。京都議定書は、この目的を達成
するための第１歩として、国別の削減目標（義務）
を定めたものであり、排出枠の国家間取引などを通
じて削減費用を軽減することも可能であるため（京
都メカニズム）、全体として１つの排出権取引制度に
類似した制御体系を採用していることになる。
　とはいえ、現在の制御体系は理想的な排出権取引
制度からはほど遠い状態にある。排出権取引のメリッ
トは、炭素税と同様にあらゆる排出者が共通の炭素
価格に直面することで、排出削減にかかる総費用を
最小化できることにあるが、中国やインドが削減義
務を負わず、米国が議定書を批准していないため
（2001 年 3 月に議定書離脱を宣言）、この制御体系
では主要排出国の一部しかカバーされていない。そ
のため、議定書の約束期間（2008-12 年）を終えた後
の枠組みについて検討している現在の国際交渉で
は、これらの国々をいかにして制御体系のなかに取
り込むかが最重要課題となっているが、いまだその
見通しは立っていない。

4.3　炭素税の優位性

　国際交渉の経緯をみると、地球温暖化対策の枠組
みには上記のような排出権取引を中心とした数量ア
プローチを採用することが当然視されているように
もみえるが、その一方で、炭素税を中心とした価格
アプローチの再検討を主張する経済学者もいる
（Nordhaus 2007）。ここでは、その主要な論点を整
理する。
　まず、4.1節で紹介したワイツマンの議論を地球温
暖化問題に適用すると、炭素税のほうが望ましいと
の結論が導かれる。問題となるのは、地球温暖化の
被害と排出削減費用の構造である。前者は、GHGの
濃度に関連しているため、これまでに蓄積された
GHGのストックによって影響を受ける。言い換える
と、フローとしてのGHG排出量が変動しても、被害

の規模にはあまり影響しない。それに対して、後者
は排出量の影響を直接的に受けるため、変動しやす
い。したがって、排出量の変動を許容し、排出削減
費用の変動を抑制できる炭素税のほうが相対的に望
ましいのである。
　また、炭素税の場合、排出枠の配分という問題が
発生しない。すべての排出枠を有償で交付するオー
クション型の排出権取引を除けば、数量アプローチ
は誰にどれだけの排出枠を設定するかを決めなくて
はならないが、そこには必ず公平性の問題がつきま
とい、交渉成立の障害となる。
　懸念されるのは、執行の問題である。世界共通の
炭素税を課しても、各国がそれを相殺する補助金を
導入すれば、炭素税の効果はなくなってしまう。そ
うした逸脱行為を防ぐには、各国の財政制度を詳細
に監視する仕組みが必要となる。

4.4　国内対策の選択肢

　4.2節でみたように、現在の地球温暖化対策の国際
的な枠組は数量アプローチに依拠しているが、その
国内目標を達成するための対策にも、いくつかの選
択肢が存在する。１つの重要な選択は、やはり炭素
税か排出権取引か、というものである。
　国際的な対策の枠組が数量アプローチであること
から、国内対策にも数量アプローチを採用すること
で整合性を確保しよう、というのは１つの有力な考
え方である。特に、排出量の削減義務が存在する以
上、それを確実に達成するためには、国内の総排出
量を制御する必要があり、それが見込まれるのは炭
素税ではなく排出権取引である（西條 2006）。また、
京都メカニズムのもとでは、日本が保有する排出枠
の初期配分（現在は基準年比 94％）と、日本国内の
実際の排出量が必ずしも一致する必要はないが、他
国からどれだけ排出枠を購入するか（あるいは他国
にどれだけ排出枠を売却するか）という判断は、政
府よりも個々の排出者が行うほうが情報制約の観点
からは効率的かもしれない。国内排出権取引制度の
もとでは、個々の排出者に排出枠を割り当て、排出
者は自身の排出削減費用と国際市場で形成される排
出権価格を見比べながらその判断を合理的に行うこ
とで、結果的に日本全体で効率的な目標達成が期待
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できる。
　他方で、京都メカニズムのもとで国際的な炭素価
格が形成されるのであれば、その市場価格と等しい
水準に炭素税率を設定することで、同様の効果を期
待することも理論的には可能である。ただしこれは、
日本以外の参加国だけで既に競争的な国際炭素市場
が確立されていて、なおかつ日本がその市場価格に
影響を及ぼさない程度の小国であるということが前
提となる。

4.5　上流型と下流型

　もう１つの重要な選択は、課税ポイント（炭素税
の場合）や規制ポイント（排出権取引の場合）をエ
ネルギーフローの上流にするか下流にするか、とい
う問題である。上流型炭素税は、化石燃料が採掘も
しくは輸入される段階で課税するのに対して、下流
型炭素税は、化石燃料が消費される段階で課税する
ものである。下流型のメリットは、化石燃料の使用
量を選択する経済主体に対して直接的に価格誘因を
付与することができる点であるが、化石燃料は発電、
製鉄、原油精製、自動車利用、給湯など様々な段階
で使用されており、これら全ての段階で共通の炭素
価格を付与するのは容易ではない。他方、上流型で
あれば、現行の石油石炭税のように国内で使用され
る化石燃料を網羅することは比較的容易であり、価
格転嫁を通じて化石燃料の消費者にも価格誘因が付
与されることが期待される。この価格転嫁が完全で
あれば、直接的な誘因付与という下流型のメリット
は重要ではなくなるが、それが不完全な場合には、
誘因付与が間接的でしかないという点が上流型のデ
メリットとなる。
　これらの議論は、上流型排出権取引と下流型排出
権取引についてもほぼ同様に当てはまり、上流型は
行政費用の低さやカバー率の高さから支持されるの
に対して（西條 2006）、下流型は主に誘因付与の直
接性から支持されている（諸富・鮎川 2007）。ただし、

下流型を採用する場合、個々の家庭や自動車利用者
に排出量規制を課すのは現実的ではないため、事業
者を中心とした大口排出者に限定せざるを得ない。
実際、欧州で実施されている域内排出権取引制度
（EU-ETS）も下流型を採用しているが、そこで対
象となっている排出量は欧州全体の半分程度に過ぎ
ないといわれる。そうなると、排出量規制の対象と
なっていない排出者に対して削減誘因を付与するた
めの補完策が必要になり、そこで有力視されるのは
部分的な下流型炭素税である。また、対象者を限定
した排出権取引制度の場合、国際的な数量アプロー
チのもとで国内対策の手段として国内排出権取引制
度を導入することの最大の根拠であった目標達成の
確実性は担保されないことになる。そうした点にも
留意しながら、上流型排出権取引、上流型炭素税、
および下流型の混合制度といった選択肢を慎重に比
較検討する必要があろう。

５
おわりに

　本稿では、地球温暖化対策における環境税の位置
付けについて、主に経済学の視点から論点整理を行っ
た。環境税の源流は、環境問題を外部性に起因する
資源配分問題とみなし、その問題に価格アプローチ
で対応するピグー税にあるが、網羅的な排出量の測
定が困難という現実的な制約のもとでも、炭素税は
ピグー税に類似した性質をもつ。したがって、炭素
税は地球温暖化対策の主役ともなりうるが、数量ア
プローチを採用する場合には、全く出番がないか、
あるいは下流型排出権取引を補完する役割にとどま
ることになる。このように、炭素税の位置付けは総
合的な対策方針のなかで決まってくるものであり、
政府には、国民への説明責任が果たせるよう、合理
的な選択を期待したい。
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お茶の水女子大学理学部化学科卒業、博士（工学）
株式会社リコーにてソフトウェア関連の研究に従事。
2009年4月より千葉商科大学商経学部准教授。
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IEEE Japan Council Women in Engineering Affinity GroupのVice Chair
として女性技術者・科学者の育成・ネットワーク構築支援の活動も行っている。

プロフィール

ワーキングマザー、７つの心得
－働く母とその上司に向けて－

事であるが、今年長男が 19 歳（大学１
年）、長女が15歳（中学3年）になる。ワー
キングマザー暦は 19 年を数え、いわゆ

る「子育ての大変な時期」も終わりを迎えつつあ
る。自由な時間も圧倒的に増え、行動が制限され
ることもほとんどない。しかし、ここに至るまで
には、育児と仕事の両立に疲れ仕事を辞めようと
思ったこともある。そのたびに上司や同僚、家族
に助けられ、夢中で乗り越えてきたというのが実
際のところである。そして人生の後半を迎えつつ
ある今、自分を成長させてくれる仕事と支えてく
れる家族をもつ喜びを実感している。このエッセ
イでは、これまでの私の（主に企業人としての）
経験を振り返りつつ、ワーキングマザーとして育
児と仕事を両立していくためのノウハウや気持ち
の持ち方について述べていきたいと思う。今、ワー
キングマザーの方、これからワーキングマザーに

なろうと思っている方、そしてワーキングマザー
を育成する立場の上司の方々の参考になれば‥と
思っている。

I　私のワーキングマザー事情

略歴

　まず私の略歴を簡単に紹介する（図 1）。私はお
茶の水女子大学を卒業後、某民間企業 R 社に入社
し、20 年余りの間ソフトウェア関連の研究部門の
研究員として勤務した。入社 4 年で結婚し、1991
年に長男を、1995 年に長女を出産している。長男
出産時に 7 ヶ月、長女出産時に 1 年 3 ヶ月の育児
休暇を取得し、それぞれ満 2 歳になるまで短縮勤
務（5-7 時間の選択性勤務）も経験した。1997 年
からは総務省（旧郵政省）系の半官半民の集中型
研究開発会社「次世代情報放送システム研究所

E S S AY●─エッセイ

千葉商科大学商経学部准教授

橋本　隆子
HASHIMOTO Takako

私
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（IBLabs）1」に出向し、「放送・通信の融合研究」
として「次世代型情報放送システム」の研究開発
を行った。R 社復職後は IBLabs で行っていた研究
テーマのビジネス化を目指し、「携帯端末向け動画
像配信システム（図 2）」の開発を技術側のリーダー
として担当し、商用サービスとしての立ち上げも
行った。2005 年に筑波大学から博士号（工学）を

授与され、それ以降は、主に欧州との共同研究プ
ロジェクトの企画として、コラボレーション技術
によるソリューション研究を担当してきた。そし
て 2009 年 4 月に千葉商科大学商経学部の准教授に
着任し、現在に至っている。

図1　私の略歴

●─E S S AY ─●

図2　携帯端末向け動画像配信サービスの新聞広告など
　　　（朝日新聞、Men’s日経、Gigaネットワークスより、2002 年当時）

次世代情報放送システム研究所：総務省（旧郵政省），NHK，フジテレビ，日本テレビ，ソニー，松下，リコーの出資による期限付き研究開発会社1
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辛かったこと・良かったこと

　時期的に最も辛かったのは育児休職から復職後
の数年間（図 1 上で★で示されている頃）である。
特に長男を出産した 1991 年当時は、育児休業法 2

も施行されておらず、ワーキングマザーはまだま
だ少数だった。子供を預けて働く苦労は「個人の
問題」であり、女性は無理してまで働く必要はな
いという意識を持っている人が多かったと思う。
「子供は 3 歳まで母親が育てるべき、母親が育て
ないと子供の成長に悪影響を及ぼす」といったい
わゆる「3 歳児神話」も根強く、私を含めた多くの
ワーキングマザーが少なからずその呪縛に捉われ
ていたと感じる。
　特に長男が小さいうちは身体も弱く、熱が出た
といってはよく保育園から呼び出しを受けた。呼
び出されるのは基本的に母親の私であり、その都
度、仕事を切り上げ、バタバタと保育園に迎えに
行き、慌てて病院に駆け込むということを何回も
経験した。仕事を早抜けすることを上司・同僚に
謝り、お迎えが遅れたことを保育園の先生に謝り、
時には時間外で診療してくれる医者にも謝りとい
う感じで、人に頭を下げてばかりの毎日であった
ように思い起こされる。上司に退職を願い出たの
もこの時期である。その際に当時の上司が「今は
大変かもしれないが、いつかは楽になる。それま
で細々とでいいから仕事を続けていてほしい。続
けることが一番大切だ。」といってくれたことは、
私のそれ以後のワーキングマザー生活を支える大
切な言葉となった。この言葉がなければ、こうし
た言葉をかけてくれる上司がいなければ、私はこ
の時点で退職の道を選んでいたかもしれない。
　子供が 2 人になった時も危機であった。子供が 2
人になると送り迎えの負担も増え、体力的にはよ
り一層大変になる。寝不足と疲れでヘトヘトにな
る。この体力との戦いは下の子が 3 歳を迎える頃
まで続くと思う。ただ 1 人目で一通りのプロセス
を経験した分、精神的にはかなり楽になる。今に
して思えばもっと育児を楽しんでおくべきであっ

たと若干の後悔も感じる時期である。
　いずれにせよ、子供が小さいうちは思ったよう
に仕事の時間が確保できず、十分な成果を挙げる
ことができない。子供を産む前は 1 週間に 10 の成
果を挙げられていたのに、子育てと仕事を両立し
ようとした途端、それが半分程に落ちてしまうの
である。それも「子供」という不確定要素が原因で、
自分でコントロールすることができない。それゆ
え「こんなはずではなかった」とストレスはます
ます大きくなっていく。このストレスがワーキン
グマザーのメンタル面に大きな負担となっている
ように思う。
　一方、良かったことは理解ある夫と元気な子供 2
人に恵まれたことである。私と同世代で妻がフル
タイムで働くことを理解し、サポートしてくれる
男性は少数である。その点では私はこの上なくラッ
キーであった。
　また「働きたいという意思を持つ娘」を暖かく
手助けしてくれた家族（実家の父母と 3 歳下の私
の妹）がいたこともありがたかった。祖父母や妹
のサポートがなければ、正直、仕事を続けること
はできなかった。
　子供を育てることで世界が広がり、それまで思っ
てもみなかった経験を数多く積むことができたこ
とも大きな喜びである。子供のサッカーの試合や
ピアノの発表会の時に感じる「ドキドキ感」など
は自分の時以上であり、我ながらびっくりするも
のがあった。もちろんいわゆる「お受験」も大変
貴重な経験だった。子供の母親仲間の集まりも楽
しく、育児の考え方や受験ノウハウなど多くのこ
とを学ぶことができた。仕事でストレスを抱えて
いるワーキングマザーも、母親仲間の集まりでは
単なる「母親」である。この両面性がメンタル面
にプラスとなり、ストレスを分散・軽減させるこ
とができたのではないかと感じている。
　さらに、やりがいのある仕事に恵まれたことも
大きい。システムを開発した後の達成感、論文を
書き上げた時の高揚感、人の役に立っていると感

●─E S S AY ─●

育児休業法は1992 年 4月施行2
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じられるときの喜び、他者からいろいろな意味で
評価される厳しさも含めて、私にとって仕事は辛
く楽しいものである。この思いがあるから仕事を
辞められない。私だけでなく、おそらく多くのワー
キングマザーが働くことに対してこのような気持
ちを持っているのではないかと感じている。

II　ワーキングマザー　7 つの心得

　上述のような経験を経ながら、ワーキングマザー
として過ごしてきたわけであるが、その間に私な
りに考えた「心得」らしきものを以下に挙げてい
きたい。私個人の（特に企業人としての）経験と、
ワーキングマザー仲間との交流から得られた知識
に基づいているため、他の方にはそのまま当ては
まらないかもしれないが、少しでも参考になれば
幸いである。

１．理解ある職場、上司を選択する

　育児と仕事の両立に真に理解ある職場環境を手
に入れることは最重要かつ最難関の課題である。
私が勤務していた R 社は育児休業法の制定（1992
年）に先立ち、1991 年当時から「満 2 歳までの育
児休職および短縮勤務（5 ～ 7 時間まで勤務時間を
選択可能）」を制度化していた。その意味で、非常
に理解のある職場であったと思う。
　しかしながら、 R 社の社員だからといって皆が
皆、私のように育児休職を取得し、出産後も仕事
を続けられたかというとそうではない。たとえ制
度があっても、それを活用する人間の意識が伴っ
ていなければ制度は形骸化してしまうのである。
実際、私の友人で、育児休職をとって復職したも
のの、精神的に疲れきって退職の道を選んだ者も
少なくない。残業しなければ仕事をしているとみ
なさない、17 時に帰宅するなどもっての外、18 時
以降に突然会議を開催し、参加できないメンバー
を暗黙裡に非難する・・・といった「古式ゆかしい
ワーキングスタイル」にどっぷりつかった上司の

プレッシャーはまだまだ多く見られるように思
う。こうした古いタイプの働き方の全てが非効率
と言う気はないが、残業のために残業をし、会議
のために会議を開く上司が多いのも事実である。
せめて前日に言ってくれればスケジューリングで
きたのに、急に言われてしまっては立つ瀬がない。
よく「私は子供を持つ女性社員に『夜の会議は出
なくてもいい、帰っていい』と言っている」と言っ
て女性活用に理解のあるような顔をしている人が
いるが、これは大きな勘違いである。上司や同僚
が会議をしている中、自分だけ帰宅するときの気
持ちを想像してみてほしい。それでなくてもワー
キングマザーは多くのストレスにさらされている
のである。「夜の会議に出なくていい」のではなく、
「ワーキングマザーが（というよりも誰もが）参
加できる時間帯に会議を設定する、あるいは数日
の予告期間をもって会議をスケジュールする」と
いう配慮のほうがはるかにありがたい。もちろん
緊急の場合は仕方ないが、慌てて祖父母に子供の
迎えを頼み、なんとかやりくりして会議に出たあ
げく、結果として緊急に開く必要ない会議だった
ということを私自身何度も経験した。こうした愚
かな無駄を省き、部下の多様な状況を理解した上
で、情報共有や意思決定を適切に行えるクールな
上司がもっと増えてほしい、と切に願っている。 
　「理解ある職場」を手に入れるためには、まずは
職場における女性社員の比率を手掛かりにするの
が有効である。自分がロールモデルとしたい女性
がその職場にいるかも重要なポイントとなる。そ
のためには職場を訪問し、（難しいかもしれない
が）働いている女性から直接話を聞くのが望まし
い。私の経験からワーキングマザーがすでに複数
いる環境というのは、ワーキングマザーのみなら
ず男性にとっても働きやすい職場であると思う。
　一方、いわゆる「はずれの上司」に当たってしまっ
た場合にどうするべきかであるが、私個人の意見
としては、無理に上司の考えや姿勢を変えようと
するよりも、「転属願い」を出し上司を変えるよう
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な活動を行ったほうがいいと考えている。それが
不可能で、かつその上司の下でメンタル面の健康
まで脅かされるような危険が生じた場合は、転職
という選択肢もあって良い。短い人生、子どもも
抱えた状況で、はずれの上司に付き合っている暇
はない。ただ昨今の不景気で、条件の良い職場は
そう簡単には見つからないため、この理解ある職
場・上司の獲得は極めて難しい問題であると実感
している。

２．さまざまな制度を利用する

　私個人は育児休職制度、短縮勤務制度を利用し、
さらに残業代休制度（残業時間をためて、有給休
暇に充てる制度）、在宅勤務制度など、ありとあら
ゆる制度を活用して育児期を乗り越えた。こうし
た制度は恐れず積極的に利用することである。利
用してこそ周囲の意識も変わり、実績として認め
られもする。実際 R 社では、多くのワーキングマ
ザーがこれらの制度を利用し、退職率も大幅に向
上したというデータが示されている 3。1 年間仕事
を休むことくらいたいしたことではない。代わり
に得られるものも多々ある。こうした気持ちを持
つ人が女性だけでなく男性にも増えれば、職場環
境も改善されていくと考える。

３．母親仲間のネットワークを構築する

　育児と仕事の両立において、大きな問題はやは
り「子供の教育」であろう。働く母が子供と触れ
合う時間が、専業主婦のそれと比べて少ないのは
事実である。この時間不足を補うためにも、母親
仲間のネットワークを積極的に構築することを薦
めたい。保護者会にはできるだけ出席し、母親ラ
ンチなどもなるべく参加する。特に子供が小学校
低学年くらいまでは、母親の人間関係が子供の関
係にも影響するため、母親同士が良好な関係を築
くことが重要である。母親仲間の中に信頼できる
友人がいれば、その友人を通じて保育園や学校の
様子を聞くこともできる。子供が日頃自分に見せ

ていない顔を知ることも可能となる。良好な関係
構築にはそれなりのコストがかかるが、かけた以
上のメリットを得ることができると考えている。

４．ワーキングマザーのネットワークを構築する

　さらに職場においてワーキングマザー同士の
ネットワークを構築することを薦めたい。ワーキ
ングマザーは職場では未だ少数派であり、孤立し
がちである。周囲の人々の意識を変えていくため
にも仲間（数）が必要である。それゆえワーキン
グマザーランチなどを通して、職場でネットワー
クを構築することは非常に効果的である。また学
会活動や各種組織横断的交流などを通じて、会社
や分野を超えた仲間を作って行くことも重要であ
る。私は IEEE Japan Council Women in Engineer-
ing [2] というテクノロジー分野の学会（IEEE）の
女性技術者・研究者支援グループで副会長を務め
ているが、私たちのグループにも日々さまざまな
仲間が加わってきている。組織横断的な仲間の存
在により、自分のおかれた状況を客観的に評価で
き、問題点も明らかになる。仲間を得ることで働
き続ける意欲も湧いてくると思う。

５．家族の協力を積極的に仰ぐ

　ワーキングマザーにとって家族の理解と協力は
不可欠である。最近の若い男性は、共働きに理解
があり、自ら家事をすることにも抵抗が薄いよう
であるが [3]、我々より上の世代ではそうはいかな
い。保守的な考えを身につけてしまった大人の男
性（夫）を育児・家事に巻き込むのはかなり難しい。
しかし、男性の特性を考慮し、家事を明確にブレー
クダウンして適切に指示することで、協力を得て
いきたい。かくいう私も、夫のあまりの気の利かな
さに頭にきて、夫婦喧嘩に発展してしまうこともよ
くある。「気を利かせて家事をやっておく」という
のが苦手な男性に対しては、メモなどを活用して、
明確に家事を依頼する方法をとることで衝突がかな
り減るような気がしている。

●─E S S AY ─●

R 社の 2009 年度の育児支援制度利用率は 100％であり、男女別退職率も女性 2.8％、男性 1.3％となり，退職率も男性と比べてそん色ない。2000 年当
時の男女別退職率 5.7％（女性）、2.4％（男性）と比較しても、男女の差が著しく小さくなっている［1］
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　また、夫を教育するよりも、より頭の柔軟な子
供たちを教育するほうがたやすい場合もある。我
が家では、子供たちがほぼ毎晩ご飯を炊き、お風
呂の用意をしている。洗濯物を干したりたたんだ
りするのも子供たちの仕事である。こうした家事
は「仕事」として子供たちに割り当て、責任を持
たせて行わせることが効果的である。
　ワーキングマザーが家族の協力を得るために
は、自分が仕事をしている姿を家庭内で見せる事
が効果的であると思う。寝る時間を惜しみ、仕事
をしている人間に対して、周囲の人々は辛く当た
れないものである。真摯に仕事をしている姿を見
せてこそ、家族の共感を得ることができるように
なると感じている。

６．納期を守る、結果を出す

　一方、我々ワーキングマザーも仕事に責任をも
ち、成果をきちんと出すことが求められる。上司
や同僚、そして家族がさまざまな配慮をしてくれ
ているのは事実なのだから、やると約束した仕事
は睡眠時間を削っても仕上げなくてはならない。
しかし残念ながら、在宅勤務や短縮勤務といった
恵まれた制度を利用することでかえって甘えてし
まい、必要とされる成果を挙げられない事例も時
折見られる。人々の理解・協力を得て、制度を利
用しているということは、それだけの責任が発生
するということである。難しいことではあるが、
後に続くワーキングマザーのためにも、自分の責
任を果たす姿勢を示していきたい。

７．子供一人につき、3歳若い気持ちで仕事をする

　子供が小さい間は仕事のパフォーマンスを 100％
出すことができず、子供のいない人に比べて結果
を出すのに時間がかかってしまう。育児休職、短
縮勤務などを利用することにより上司の評価も低
くなり、昇進が 3 年以上遅れてしまうことも多い。
特に昇進は企業において重要な問題であり、同期

●─E S S AY ─●

は皆管理職なのに、自分はなかなか昇進できず、
上司が自分より年下という状況はよく見られるこ
とである。
　そこで子供一人につき 3 歳若い気持ちで仕事に
取り組むことを薦めたい。子供を産むことで若干
遅れをとってしまったが、自分のキャリアはまだ
まだこれからである、同期より３年遅れているの
ではなく、３年若返ったという考えで仕事に臨む
ことが大切であると思う。
　一般に昇進や転職には年齢制限があることが多
く、ワーキングマザーに不利となる場合もある。
近年は女性に対する年齢制限を緩和したり、育児
休職中の査定を考慮する、といったポジティブア
クションが取られ始めているが、制度整備とその
活用という観点ではまだまだである。ワーキング
マザーを支援する制度がさらに整い、それを利用
する側の意識も高まって行くことを願っている。

終わりに

　企業人としてのワーキングマザー経験を紹介
し、その心得らしきものを述べてみた。ワーキン
マザーが抱える葛藤は今も昔もさほど変わらず、
孤立しがちな環境も未だ多く見られていると思
う。私は家族に恵まれ、職場に恵まれ、さまざま
な幸運に恵まれて、仕事を続けてくることができ
た。だからこそ、後に続くワーキングマザーが能
力を発揮しやすく、働きやすい環境の実現に向け
て、微力ながら活動をしていきたいと思っている。
多様な価値観が重視される現代、私たちのような
ワーキングマザーが仕事を続けることには大きな
意味があると考えている。

［1］ http://www.ricoh.co.jp/csr/report/pdf2010/38-39.pdf
［2］ http://www.ieee-jp.org/japancouncil/affinitygroup/WIE/
［3］ http://wwwhakusyo.mhlw.go.jp/wpdocs/hpax200801/b0055.html
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はじめに

　富士重工業はスバルブランドの自動車をはじめと
する輸送用機器を製造するメーカーであり、日本国
内はもとより全世界に向けて製品を出荷している。
その中で群馬製作所は売上の約９割を占める自動車
の製造を担っている。群馬製作所では、効率性の観
点から業界では標準的に採用している混流生産方式
により日々生産を行っているが、付加価値が異なる
製品を多車種混流しているため、製品の仕様差によ
る部品点数の違い・作業工数の違い等により、工場
の生産性評価が難しいといった課題がある。本稿で
は、付加価値が異なる混流生産工場の生産性評価方
法の工夫について述べる。
　群馬製作所では、工場の生産性評価指標の一つと
して、台あたり製造加工費を採用している。計算式
は、製造加工費÷生産台数　で、単位は［千円／台］
である。
　計算式の分子となる製造加工費とは、スバルの製
造に係わる労務費・燃料費・電力料・工具費・生産
設備の減価償却費、等であり、本稿では最終的に製
品の一部となる直接材料費は除外する。

生産台数の考察

　計算式の分母となる生産台数は一考が必要であ
る。仮に同じ車種の同じ仕様だけを生産している場
合、単純に生産台数を使用すれば良いが、実際は上
級車であるスバルレガシィ、SUVであるスバルフォ
レスター、多人数乗りスバルエクシーガなど多車種
を混流し（以上当社商品名）、なおかつ同じスバルレ
ガシィの中でも、セダン・ワゴン・ターボ車・サンルー
フ付き車など、多くの仕様が存在している。工場の
生産性を評価する場合、生産車種・生産仕様の構成
が変化しても適切に評価する必要があるため、本稿
で述べる工夫を実施した。

レガシィ系換算台数の採用

　スバルの主力車種であるレガシィの、ある仕様車
を基準とし、この基準仕様車を何台作ったかで生産
台数を評価することとした。具体的にはレガシィ 
ツーリングワゴン 水平対抗４気筒ターボエンジン 
5AT車としている。この考え方をレガシィ系換算台
数と呼ぶことにする。また、基準仕様車と異なる製
品を基準仕様車に換算する場合の指標として、標準
作業工数（Standard Time 、以下 STと呼ぶ）を使

混流生産工場の生産性評価方法の工夫
最新
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用することとした。これは、付加価値が高い仕様車
は部品点数が多く STが大きくなり、逆に付加価値
が低く安価な仕様車は部品点数が少なく STが小さ
くなり、ほぼ比例関係にある点に注目したことによ
る。
　ここで具体的な計算方法を示す。スバルレガシィ
の仕様車数は、ｎ仕様あるとする。仕様車毎の STを
STL（i）とすると、データベース上で、STL（1）～
STL（n）までの ST値が管理されている。レガシィ
基準仕様車のSTはSTLstdとする。ある月のレガシィ
の仕様車毎の生産台数実績を L（i）とすると、やは
り生産台数実績はデータベース上に L（1）～L（n）
まで管理されており、この時のレガシィ系換算台数
をALとすると、ALは次式で表される。
　　  n
 AL＝Σ｛ （ STL( i )  ／ STLstd  ） ＊ L ( i ) ｝ … （1）
　　 i=1

　（1）式により、どんな仕様車を何台作ろうとも、
基準仕様車に換算し基準仕様車を何台作ったのか、
常に同じ土俵で生産実績を評価することが出来る。

フルモデルチェンジ係数

　自動車は、法規対応・排ガス対応のため、或いは
デザイン的・機能的に市場要望に対応し続けていく
ため、５年を目処にフルモデルチェンジを繰り返し
ていく。フルモデルチェンジすると、製品形状・部
品種類・部品点数等が変化し、車の作り方・作業工数・
製造加工費も変化する。
　一方、工場の生産性を評価する場合、生産品目が
変化しても過去から現在まで、そして将来も連続し
て生産性が向上しているかどうかを評価する必要が
あるため、一考が必要である。そこでフルモデルチェ
ンジ係数という概念を取り入れて補正することとし
た。

　過去のある時点（現状では 2004 年時点）の仕様車
を「時系列上の基準仕様車」とし、最終的な台数は
この「時系列上の基準仕様車」を何台作ったかで評
価することとする。フルモデルチェンジの都度、基
準仕様車は最新化し、過去の「時系列上の基準仕様
車」のSTと、現在の基準仕様車のST比で補正する。
スバルレガシィの「時系列上の基準仕様車」の ST
を STLSTD_GEN1、現在の基準仕様車の STを STLSTD
とし、現時点での生産実績ALを過去の「時系列上
の基準仕様車」に補正した台数AL_GEN1 とすると、
AL_GEN1 は下記式で表される。
 
AL_GEN1 ＝ AL ＊ STLSTD ／ STLSTD_GEN1 … （2）

　（2）式により、フルモデルチェンジによる仕様変
更した異なる仕様車を何台作ろうとも、時系列的に
基準となる基準仕様車を何台作ったのか、常に同じ
土俵で生産実績を評価することが出来る。

異なる車種からレガシィ系換算台数を算出

　次に異なる車種からレガシィ系換算台数への換算
方法を、別の商品を例に説明する。ここではスバル
フォレスターの例を示す。
まず、スバルフォレスターでも前述のとおり基準仕
様車 STFstd を決める。スバルフォレスターの仕様
車数はｐ仕様あるとし、仕様車毎のSTを STF（j）、
ある月のスバルフォレスターの仕様車毎の生産台数
実績をF（j）とすると、フォレスター系換算台数
AFは同様に下記（3）の通り表される。
　　  p
 AF＝Σ｛ （ STF ( j )  ／ STFstd ） ＊ F ( j ) ｝ … （3）
　　 j=1

　次にフォレスター系換算台数も「時系列上の基準
仕様車」の台数に補正する。スバルフォレスターの「時
系列上の基準仕様車」の STを STFSTD_GEN1、現在
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の基準仕様車の STを STFSTD とし、生産実績AFを
過去の「時系列上の基準仕様車」に補正した台数
AF_GEN1 とすると、AF_GEN1 は同様に下記式で表され
る。

 AF_GEN1 ＝ AF ＊ STFSTD ／ STFSTD_GEN1 … （4）

　最後にレガシィ系換算台数に換算する。換算する
際の考え方として、フォレスター系換算台数の基準
仕様車と、レガシィ系換算台数の基準仕様車の ST
比を用い、レガシィ系換算台数に換算する。
　フォレスター系換算台数をレガシィ系換算台数に
換算した台数をAF_GEN1→L_GEN1 とすると、次式で表
される。

 AF_GEN1→L_GEN1 ＝ AF_GEN1 ＊ STFSTD_GEN1 ／ STLstd_GEN1 
… （5）

　この様に全ての車種をレガシィ系換算台数に換算
し、それらを合計して当月の生産実績とする。
　当月のレガシィ系換算台数合計をALtotal とする
と、ALtotal は　
 
ALtotal ＝ AL_GEN1 ＋ AF_GEN1→L_GEN1 ＋‥＋‥

　
… （6）

　以上により、生産車種や生産仕様の構成が変化し
ても、同じ土俵で生産実績を評価することが可能と
なり、製造加工費÷生産台数で台あたり製造加工費
を算出した台あたり製造加工費も正しく評価される
ことになる。

台あたり製造加工費の考察

　製造加工費には比例費と固定費があるのは御存知
の通りである。比例費とは、生産台数に比例して発
生する費用であり、直接作業者の労務費・工具費・
電力料（比例分）等、である。一方固定費とは、生

産台数に係わらず毎月固定的に発生する費用であ
り、間接員の労務費・減価償却費・電力料（固定分）等、
である。ここで台あたり製造加工費を算出する場合
について考察する。
　まず台あたり比例費については、（7）式により算
出している。

 台あたり比例費 ＝ 比例費 ÷ 生産台数実績 … （7）

　一方固定費については、一考が必要である。単純
に生産台数実績で割り算すると（8）式となる。

 台あたり固定費 ＝ 固定費 ÷ 生産台数実績 … （8）

　しかしながら生産台数は市場の需要動向や景気に
より変動するため、台あたり固定費も変動すること
となる。仮にｎ月の生産台数実績をA[台］、ｎ＋１
月はｎ月の 110％の需要がありA×110[台］とする
と、各月の台あたり固定費は（9）、（10）式となる。

  ｎ月 ：台あたり固定費   ｎ   ＝ 固定費 ÷ A … （9）
 ｎ＋１月：台あたり固定費ｎ＋１＝ 固定費 ÷ A × 110

 … （10）
  
　（9）、（10）式より、ｎ月とｎ＋１月の台あたり固定
費は（11）式の通りとなることは明白である。

 台あたり固定費ｎ＋１ ＝ 台あたり固定費ｎ ÷ 110
　　　　　　　　　　　＝ 台あたり固定費ｎ × 0.91

… （11）
  
　すなわちｎ＋１月は、生産台数増により台あたり
固定費負担がｎ月の 91％になったということであ
る。しかしここで注意が必要であり、製造業として
限界利益を高め競争力を維持・強化していくために
は継続して（台あたり固定費ではなく）固定費総額
を低減していく努力が必要である。ｎ＋１月は幸いに
して生産台数が増えたことにより台あたり固定費が
下がっただけで、真の製造努力とは言えない。そこ

BusinessReport最新ビジネス・リポート

[No.30]52



で、台あたり固定費を算出する場合は、「台数固定」
という概念を採用した。これは、台あたり固定費を
算出する場合は算出分母には生産台数実績を使用せ
ず、常に同じ台数で割り算をすることとした。この
台数を固定台数AKとし、台あたり固定費は常に（12）
式で算出する。

 台あたり固定費 ＝ 固定費 ÷ AK             … （12）

　これにより、台数の変動に一喜一憂されることな
く、継続して固定費を低減していく活動としている。
　以上により、台あたり製造加工費は（7）式、（12）
式より、（13）式で算出・評価する。

 台あたり製造加工費 ＝ 比例費 ÷ 生産台数実績　
　　＋ 固定費 ÷ AK（固定台数）              … （13）

　ちなみに固定台数AKには、過去最も少なかった
生産台数実績を採用しており、台数減による台あた
り固定費負担増のリスクを見て安全サイドで評価す
ることとしている。

活用事例１　目標と低減活動

　台あたり製造加工費は常に目標を持ち、目標を達
成するためのネタ積み・低減活動を実施し、月次で
評価・フォローを実施している。
　製造加工費はスバルの製造に係わる労務費・燃料
費・電力料・工具費・生産設備の減価償却費等、他
費目に渡るが、全ての費目で目標を設定している。
また費目のみならず部署毎にも目標を設定し、費目
と部署のマトリクスにて詳細に目標を細分化してい
る。この目標達成に向けて費目毎に目標を折り込ん
だ予算を立案した上で生産活動の中で実行し、現状
では月次で達成状況をチェックしている。その結果
を踏まえて月次で会議を開催し、達成した費目・部
署への評価と、未達成費目・未達成部署への注意・

喚起を実施している。

活用事例２　異常の検出と回帰活動

　月次で台あたり製造加工費をウオッチしていく
と、異常を検出することが出来る。例えば 08 年 9 月
のリーマンブラザーズ破綻を契機とした世界的な金
融危機では、御多聞に漏れず弊社でも生産台数が激
減し、台数減に見合った急激な原価低減を実現でき
なかったため、台あたり製造加工費の大幅悪化となっ
た。特に比例費において、直接人員の余剰による台
あたり比例費悪化となり異常値となった。この対応
として、まずは過去最も良かったベストプラクティ
ス値を目標とし、ベストプラクティス値に戻すため
の施策を緊急で立案し、原単位回帰活動の指標とし
て活用した。

おわりに

　工場の生産性は常に向上していかなければならな
い。これは製品がフルモデルチェンジしようとも、
エンジンやトランスミッションが大幅な設計変更・
仕様変更を受けようとも、継続的に改善していかな
ければ、競争の中で生き残る事が出来ないためであ
り、そのためにも基準となる指標を設け、その指標
に対し改善しているのか、悪化していないか、どの
くらい改善しているのか、を数値的に見える化・共
有化し、改善活動を推進していく事が大切である。
　今後とも生産性評価指標の更なる見える化・異常
値検出頻度の向上・改善活動活性化のために、工夫
を継続していきたい。
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集積が進む東北の自動車関連産業

●……トピックス

はじめに

　近年、東北地域では自動車関連産業の集積が進ん
でいる。
　トヨタグループの車体組み立てメーカーであるセ
ントラル自動車が、神奈川県相模原市の工場を閉鎖
し、宮城県大衛村に新工場を建設し本社を移転（2011
年１月稼動予定）させると発表して以来、トヨタグ
ループ各社は相次いで東北地域への進出の意向を表
明し、一部は既に稼動を始めている。
　これまでの東北地域は電気・電子関連産業の集積
が高く、我が国の輸出主導型経済の一翼を担ってき
た。しかし円高、新興国メーカーの台頭といった国
際環境の変化等により、近年では東北の中小企業で
もアジアを中心に海外での生産を強化する企業が増
加している。それに伴って地域内の生産拠点を縮小・
閉鎖するといった事態も生じており、東北経済は衰
退の危機に直面している。
　こうしたなか、自動車関連企業の東北地域への相
次ぐ進出は、それ自体がもたらす「経済波及効果」

とともに、高い国際競争力を有するトップメーカー
「トヨタ」の国内生産拠点として発展することで、
高付加価値型の産業構造への転換を図るチャンスと
して地元から大きな期待をもって受け止められてい
る。
　そこで以下では、東北地域における自動車関連産
業の集積状況を概観するとともに、自動車産業の動
向を踏まえ、今後同地域の向かうべき方向について
検討する。

１．集積が進む東北の自動車関連産業

　東北におけるトヨタグループの生産の歴史は意外
に長い。グループの車体組み立てメーカーである関
東自動車工業は、1993 年から岩手県金ヶ崎町で操業
しており、年間 36 万台の生産能力を有している。
　セントラル自動車の宮城新工場（2011 年１月稼動
予定）の生産能力 12 万台をあわせると、東北地域の
生産能力は年産約 50 万台となることから、東北は中
部、九州に次ぐ「国内第３の拠点」を形成すること
が期待されている。
　また、関東自動車工業の岩手工場とセントラル自
動車の宮城新工場で現在予定されている生産車種
は、コンパクト車と呼ばれる「小型乗用車」を中心
とした構成となる予定であり、東北地域はトヨタグ
ループの「コンパクト車の生産拠点」となるものと
見込まれている。
　こうした東北での生産能力の増強にあわせて、サ
プライヤーと総称される部品メーカーの進出も加速
している。（図表１）　
　トヨタ紡織東北は自動車用シートを製造する工場
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を宮城県（2011 年 1 月稼働予定）に、デンソー東日
本はカーエアコンを製造する新工場（2011 年 5 月稼
働予定）を福島県に、それぞれ建設中である。
　パナソニックとトヨタ自動車が共同で出資するプ
ライムアースEVエナジー（旧パナソニックEVエ
ナジー）は、宮城県に新工場を建設し、2010 年 1 月
から稼働を始めている。宮城工場ではプリウス等の
ハイブリッド車用のニッケル水素電池を年間 20 万台
生産する能力を有している。
　加えて、アイシン高丘東北は宮城県に鋳造部品工
場の新設を、トヨタ自動車東北はエンジン工場の増
設を検討しており、これらが実現すれば、東北の自
動車関連産業の集積が一層高まるものと期待されて
いる。
　こうした１次サプライヤーと呼ばれるトヨタグ
ループ企業の東北進出に合わせて、それらの企業へ
部品や製品を供給する２次、３次のサプライヤーも
宮城県や岩手県へ進出が予定されている。
　一例だが、太平洋工業（岐阜県大垣市）は、2010
年７月に宮城県栗原市で新工場を稼動させている。
プライムアースEVエナジー向けのハイブリッド車
用バッテリーケース 25 万台分、関東自動車工業の岩
手工場、セントラル自動車向けにホイールキャップ

25 万個を供給し、年間売上高 12 億円を見込んでい
る。1

　こうした東北への自動車関連産業の集積が進展す
ることで、新たな雇用創出はもちろん、地域内の企
業との取り引き拡大等、地域経済への波及効果が期
待されている。
　前述のセントラル自動車とプライムアースEVエ
ナジーの進出に伴う宮城県内への経済波及効果は、
直接効果 2,100 億円（操業開始当初の年間生産額とし
てセントラル自動車 1,800 億円、プライムアースEV
エナジー 300 億円を想定）、波及効果 988 億円、操業
開始当初の合計で 3,088 億円の効果があると試算され
ている。このうち粗付加価値額は 1,157 億円となり、
県内総生産を 1.4％引き上げる効果を生み出すと推計
されている。2

　実際、2010 年 1 月に稼働が始まったプライムアー
スEV エナジーは、20 社を越える地元企業と新規に
取り引きを開始したと報じられている。3

２．転機を迎える日本の自動車産業

　しかし、そうした東北の期待とは裏腹に、国内自
動車メーカーは厳しい国際競争に直面し、国内での
生産に関して大きな方針転換を余儀なくされてい
る。
　1980 年代の日米貿易摩擦を契機として本格化した
国内メーカーの海外生産は、1990 年代後半の円高、
2000 年代のバブル崩壊後の長期不況、若年人口の減
少等による国内市場の縮小といった経済環境を反映
して、その拡充が図られている。
　事実、2000 年度以降の国内向けの自動車生産台数
は、2000 年度（567 万台）以降一貫して減少し、
2008年度以降は500万台を割り込んでいる。（図表2）
　一方、そうした国内市場の縮小をカバーするため、
国内メーカー各社は輸出に注力してきた。2000 年度
以降の我が国からの自動車輸出台数は一貫して上昇
し、2006 年度には 613 万台と初めて 600 万台を上回

トピックス

[No.30]

図表１　東北のトヨタ系メーカーの主な生産拠点

  （資料）各社 HP、新聞報道等より作成

2010 年 7月14日　河北新報。
七十七銀行（2009）。
2010 年２月13日　日本経済新聞（東北版）。
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る等、国内生産の過半が輸出に振り向けられてきた。
　しかし、一見好調な輸出の影で、為替相場等のリ
スク回避やコスト低減を図るため、国内メーカー各
社は海外生産拠点の整備を進めてきた。その結果、
国内メーカーによる自動車生産は 2007 年度を境に、
海外生産（1,186 万台）が国内生産（1,179 万台＝国
内向け677万台＋輸出502万台）を上回ることとなっ
た。
　一方、ガソリン価格の高騰、各国で強化されつつ
ある排ガス規制への対応、省エネルギー志向の高ま
りといった状況を背景として、先進諸国のマーケッ
トでは燃費効率の良いコンパクト車へのニーズが高
まってきている。
　さらに、成長著しいアジアマーケットにおいても、
各国の自動車メーカーがニーズの高いコンパクト車
の投入を本格化させており、価格低下の圧力を帯び
つつ、競争が激化するものと予想されている。
　こうしたなか、国内メーカー各社は、中国、タイ、
インドといったアジア新興国での生産を強化する一
方で、コスト削減のために現地調達（生産拠点のあ
る国または周辺国からの部品調達）の拡大を図る戦
略を展開している。
　これらの取り組みは、日本国内を含めた、全世界

での生産拠点の見直しや商品戦略にも既に影響を及
ぼしている。
　例えば、日産自動車は、主力小型車である「マーチ」
の生産をアジアの生産拠点へ全面的に移管した。
2010 年 7 月の新車発表会で話題を集めたように、日
本国内で販売されるマーチは全数がタイで製造さ
れ、日本に輸入される。
　日産によれば、マーチはこれまで神奈川県の追浜
工場と英国の工場で生産し、アジアや欧州等にも輸
出してきたが、新型についてはタイ、インド、中国、
メキシコといった「新興国」での生産に切り替える
としており、新型マーチは 160 国・地域で販売し、
日本にはタイから輸入する予定だという。タイでは、
現地調達率（部品総数に占める生産拠点のある国ま
たは周辺国から納入される部品の割合）は 87％に達
しており、部品供給はタイ国内だけでなく、中国や
インドといった周辺国からの供給も行われていると
いう。4 
　ホンダは世界で年間 50 万台を販売する主力小型車
である「フィット」の次期モデルの生産で、輸入部
品比率（部品総数に占める輸入部品の割合）を 40%
に高め（現状は 17%）、コストを全体で 700～800 億
円程度削減することを計画している。5
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図表2　日本メーカーの自転車生産台数の推移

（資料）日本自動車工業会HP

新型マーチ発表会での日産の志賀俊之最高執行責任者（COO）のコメントから（2010 年 7月14日　朝日新聞他）。
2010 年５月10日　日刊工業新聞。
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　このように、国内メーカー各社では、コンパクト
車をはじめとする低価格車については、海外への生
産移管や輸入部品への切り替えにより収益の維持を
図る一方、付加価値の高い商品については引き続き
国内での生産を維持する方向を打ち出している。
　例えば日産では、マーチの生産をやめた追浜工場、
英国工場において、日米欧で発売を予定している電
気自動車「リーフ」の生産を行うとの方針を示して
いる。6

　こうした各社の動向は、国内の生産拠点はもちろ
ん、サプライヤーと総称される部品メーカーにとっ
ても存亡に関わる深刻な影響を及ぼすことになると
考えられる。
　一方、トヨタグループも、今般の景気後退局面で
の生産調整を機に、全世界の生産拠点の再編を計画
している。
　トヨタグループは生産拠点を見直すなかで、東北
へのグループ企業の集積については、「東北を（中部、
九州に次ぐ）国内第３の拠点」であると同時に、「コ
ンパクト車の生産拠点」として位置付け、生産車種
の集約化を進めている。
　例えば、トヨタ高岡工場で生産していた小型車（「イ
スト」「ラクティス」）を、2010 年 1 月に関東自動車
工業の岩手工場へ生産移管しており、高岡工場では

これらの措置に伴いラインの一つを当面（2010 年後
半まで）閉鎖するとしている。7

３．東北の自動車関連産業の向かうべき方向

　このようなトヨタの国内生産拠点の再編戦略をど
うみるべきであろうか。
　東北地域ではトヨタ系メーカーの進出ラッシュに
のみ注目が集まり、「最終列車に間に合った」といっ
た、ある種の安堵感や期待感が広がっている。しか
し、前述のような国内他メーカーの動向に鑑みれば、
手放しで喜ぶ訳にはいかない。
　コンパクト車は低価格帯の車種が多く、一般に利
益率が低いと言われているが、そうした収益的に厳
しい車種をあえて国内で製造し、利益を生んでいく
ためには、トヨタグループといえども相当な努力を
要すると考えられる。
　まず短期的な取り組みとして予想されるのは、東
北地域内での部品調達によるコスト削減であると考
えられる。
　東北唯一の完成車組み立てメーカーである関東自
動車工業の岩手工場では、操業開始から 17 年経過し
た現在でも、地元調達率（納入部品総数に占める東
北地域からの納入部品の割合）は 43％と半数に満た
ない状況である。8

　過半の部品は、中部地域から専用列車等で遠路輸
送されており、輸送コストについては、むしろグルー
プの国内他工場よりも負担が大きい状況にあると想
像される。
　トヨタグループではこうした状況を改善すべく、
東北地域において主要部品であるエンジン工場の建
設を構想している。東北での生産台数が計画以上に
増加すれば、工場を建設し輸送コストの大きいエン
ジン供給についてコスト削減を図るものと考えられ
る。
　トヨタグループ各社に加えて、２、３次サプライ
ヤーの東北進出、それらの企業への部品や材料の供
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図表3　日本の自動車生産拠点

（資料）各社HPより作成

2010 年３月18日　産経新聞。
2009 年８月27日　日刊工業新聞。
2009 年４月28日　河北新報。
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給についても地元調達が向上することで、さらなる
コスト削減が進むことになる。
　一方、トヨタはこれまで国内中心の調達方針から、
海外調達についても検討を始めているが、こうした
状況は、東北地域にとって自動車産業を取り巻く厳
しい現実を示すものとして受け止める必要があろ
う。9

　もちろん、自動車用部品や材料の調達は、単に価
格のみで決まる訳ではない。品質は当然だが、いわ
ゆる「トヨタ生産方式」に対応したデリバリー、最
近中国で発生した生産の不安定化といった「カント
リーリスク」等の要素も重視されることから、東北
地域の企業にも優位性、競争力はあるものと考えら
れる。
　そうした状況のなかで東北での自動車製造にメ
リットを見出すには、「高付加価値」、「高品質」、「最
先端」等の視点が必要であり、具体的には「環境対
応車」や「次世代自動車」の開発・製造が重要な要
素となってくると考えられる。
　例えば、自動車製造における付加価値の構成は、
エンジンやトランスミッションのウェートが大きい
と言われている。10

　したがってエンジン等の主要部品を東北地域で生
産することが、高付加価値化の第一歩であると考え
られる。前述のエンジン工場建設の構想が具体化す
ることで、地域内の地元調達率（納入部品総数に占
める東北地域からの納入部品の割合）の向上による
コスト削減とともに、東北における高付加価値化を
促進することにつながるであろう。
　一方、技術開発の面では、ガソリン価格の高騰や
国際的な排ガス規制強化への対応から、燃費性能や
環境技術の向上が喫緊の課題となっている。
　したがって、東北地域における自動車関連産業の
向かうべきもう一つの方向としては、軽量化され燃
費性能の高いコンパクト車や環境対応車を生産する
国内拠点ということになろう。
　報道によれば、トヨタは 2011 年末頃に東北におい
て、小型ハイブリッド車の生産計画があるとしてい

る。トヨタは地元からの調達にも積極的な姿勢を示
しており、東北地域の企業は新規参入の大きなチャ
ンスとして期待している。11

４．東北地域における取り組み

　しかし、大きな期待に反して、自動車関連産業へ
の新規参入への道のりは大変な困難を伴う。
　トヨタ生産方式の代名詞である「ジャスト･イン・
タイム」に象徴されるように、自動車関連産業では、
サプライチェーンの末端に至るまで、品質・コスト・
納期について厳しい対応を求められる。
　その意味では、中部、関東と比較して、後発で自
動車関連産業の集積が進んだ九州地域における現状
は、新規参入の苦労を示す例と言える。
　九州地域では日産自動車九州工場、トヨタ自動車
九州、ダイハツ九州大分工場と、完成車メーカーが
林立し、年間 150 万台の生産能力を誇っている。
　九州地域への自動車産業の集積は、1973 年の日産
自動車九州工場がその嚆矢であり、1992 年にトヨタ
自動車九州の稼動を契機として、トヨタ自動車九州
のライン増設、エンジン工場建設、ダイハツ九州、
日産車体九州と国内メーカーの進出、能力増強が相
次ぎ、それに応じる形でサプライヤー企業の集積も
進んでいる。しかしそれにもかかわらず、九州地域
の地元調達率（納入部品総数に占める九州地域から
の納入部品の割合）は 50%台と、東北地区と大きな
相違がない状況にある。12

　東北地域の行政機関は、九州の状況を参考にしな
がら、東北企業の参入機会の拡大を支援するため、
広域的な取り組みを既に展開している。
　東北地域では、６県の産業界、財界、大学・公設
試験研究機関、行政等が一体的に活動し、東北地域
における自動車関連産業の振興を図るため、2007 年
5 月に「とうほく自動車産業集積連携会議」を設立
した。
　これまで同会議を通じて東北地域が最も注力して
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2009 年１月11日　朝日新聞によれば、トヨタは鋼材について、従来の国内調達の方針を転換し海外（ポスコ社（韓国））から調達するとしている。
（社）日本機械工業連合会・（財）日本立地センター（2010）企業ヒアリング結果参照。
2010 年 7月3日　秋田魁新報、2010 年７月8日　河北新報。
2010 年５月14日　読売新聞。
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九州経済産業局「平成 20 年度九州の自動車産業等に関する市場動向調査 調査報告書」2009 年３月。
財団法人商工総合研究所「広島地域の自動車産業における取引関係の変化と地場企業の生き残り戦略」2006 年10月。
七十七銀行「調査月報」2009 年９月号。
社団法人日本機械工業連合会・財団法人日本立地センター「平成 21年度　東北地域における自動車関連産業集積の展開方向性と
　立地可能性に関する調査研究報告書」2010 年３月。
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きたのは、トヨタ及び関連サプライヤー企業と地元
企業との取り引き拡大である。
　東北 6県では、トヨタグループ向けの商談会を
2007 年から毎年、自動車関連企業が集積する愛知県
三河地域で開催している。2009 年にはトヨタ自動車
サプライヤーズセンターにおいて商談会が開催さ
れ、トヨタをはじめ関連各社から 1,700 人もの開発・
調達担当者が来場し、見積・試作依頼 29 件、参加企
業への訪問依頼 110 件といった成果を生んでいる。13

　その他同会議では、①各種セミナー、交流会の開
催、②自動車企業OBらによる地元企業の生産改善指
導、③次世代自動車に関する技術研究会の開催等を実
施している。14

　こうした広域での取り組みがより効果的なものと
なるためには、6 県の連携分野を東北地域の特性を
生かしたものへと拡大していく必要があると考えら
れる。
　例えば、東北地域の技術を生かした取り組みとし
て、各県の試験研究機関による連携が進んでいる。
2008 年 10 月には、青森、岩手、秋田の大学、公設
試験研究機関により「北東北３県自動車技術研究会」
が発足し、車体を軽量化させる技術等の開発につい
て３県が連携して取り組んでいる。また、岩手、宮城、
山形の公設試験研究機関による「中東北３県公設試
連携推進会議（ＩＭＹ連携会議）」においても、自動
車用部材の精密加工技術に関する共同研究が進めら
れている。

おわりに

　これまでみたように、東北地域における自動車関
連産業の動向は、我が国の自動車産業を取り巻く社
会・経済環境と密接に関連していると考えられる。
　したがって、今後東北地域において形成される自
動車関連産業の姿は、人件費等のコスト削減を目的
とした産業規模での地方移転といった、従来型の生
産拠点形成のイメージとは異なるものになると予想
される。
　欧米や新興諸国との激しい国際競争のなかで、東
北地域における自動車生産の意義を最大限に発揮す
るためには、前述のとおり「高付加価値」、「高品質」、
「最先端」等の視点が必要であり、具体的には「環
境対応車」や「次世代自動車」の開発・製造につい
ての拠点化を促進していくことが重要であると考え
られる。
　つまり、東北地域は既に国際競争の最前線に立っ
ているのであり、その意味では、東北における自動
車関連産業の集積に向けた取り組みは、国内でのも
のづくりの存亡を賭けた挑戦であり、地元企業や行
政にとっては地域の明日を築く道程であると言えよ
う。

2010 年11月５日  河北新報、岩手日報。
みやぎ自動車産業振興協議会事 HP「とうほく自動車産業集積連携会議　平成 21年度事業報告」より抜粋。
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　平成 20 年２月に新設高校を作るので開設準備室に
異動せよという内示があった。さっそく準備室校長
に面接していただき、校長を含めて３名でスタート
した。２年目は教員が４名追加になり、私が副校長
に昇任し、管理職２名、教員５名の７名体制となる。
長い教員生活の中でも開設準備室の経験は初めてで
あり、貴重な財産にもなると粋に感じた。
　４月になり、初めて訪れた開設準備室は、他の都
立高校の１室を間借りするかたちで設置されてい
た。机･イス・ロッカー・書庫などは、自分たちで学
校と交渉して借りなければならない。廃棄予定のロッ
カーや重ね書庫を磨いて使った。大事に使えばまだ
まだ使えるものがあるなとしみじみ感じた。
　開設準備のしごとは書類作りが多く、パソコンが
ないと何もできない。情報科の教員である私が、予
算をもらって家電量販店で購入し、LANケーブルや
HUBなどをつないで準備室内の LAN環境を整備し
た。サーバー１台、端末３台、FAX兼用のプリンタ
1台の小さなネットワークである。
　東京都が新設校を作る場合、東京都教育庁の学校
改革担当や母体校、地域の有識者等で構成する検討
委員会が、あらかじめ基本的な学校のコンセプトな
どを検討し報告書にまとめてスタートするシステム
になっている。

　開設準備室のメンバーは、まずこの検討委員会の
報告書を熟読し、学校のコンセプトや設置にいたる
背景等を理解しなければならない。当然、開設準備
の２年間で変更する箇所も出てくる。
　開設準備でまず行うことは、２年間の準備スケ
ジュールの作成である。最近開校した学校の資料等
を収集し、学校に行って話を聞かせてもらった。この
資料収集作業は大変重要である。他校の失敗例や成功
例を頭に入れながら準備を進めた。作業は大きく分け
ると、管理、教科・分掌、校舎改修、広報の４点である。
管理では、校歌、校章、校旗、分掌、人事計画等を決
定する。管理運営規定や学校運営連絡協議会規定など
の作成をする。これらは管理職である校長や副校長が
中心となって担当する。また、近隣住民への工事説明
会や関係諸機関への挨拶等も行う。本校の校歌は小椋
佳氏、校旗・校章等はプロのデザイナーにデザインを
お願いした。デザイナーには校章、学校案内パンフレッ
ト、ポスター、ホームページ、校舎の色や教室表示な
どを格安価格でトータルコーディネートしてもらって
いる。また、学校近くのバス停や交差点の名称変更を
関係機関に何度もお願いし、何とか希望通り変更して
もらえた。（写真）
　教科･分掌では、まず、教育課程表や年間行事予定
を作成する。続いて教務・生活指導・進路などの規
定を作成する。各分掌の指導方針も決定する。部活
動、修学旅行、学年に関すること、体操服や水着･上
履き等の決定、生徒会の立ち上げ、部活動の立ち上

東京都立町田総合高等学校副校長

若林　直司
WAKABAYASHI Naoji

昭和54年3月 千葉商科大学商経学部商学科卒業
卒業後民間企業で2年勤務。その後、都立京橋商業高等学校、東京都立情
報処理教育センター、都立第二商業高等学校、都立五日市高等学校、都立
武蔵村山高等学校、都立町田地区総合学科高等学校開設準備室を経て、現
在都立町田総合高等学校副校長
大学時代は吉原正彦先生のゼミで経営管理論を学んだ。部活動はESSで
した。

プロフィール

新設高校の開設準備あれこれ

60



[No.30]

げ、諸届け帳票など、膨大な量にどこから手をつけ
ていいか途方にくれる毎日であった。
　総合高校ならではの特色ある科目「産業社会と人
間」や総合的な学習として「探求の時間」の内容の
決定。さらに 100 を超える選択科目を検討・決定し
なければならない。
　また、本校では制服決定にあたり母体校の文化祭
で人気投票を行ったが、広報活動にもつながり、大
変いい取り組みとなった。（写真）

　広報活動は、予算とも相談しながら年間の学校説
明会スケジュールを決定し、会場を押さえる。新校
舎となる学校が改修工事のため使用できないので、
利用料金の安い市民センター等を中心にスケジュー
ルを組んだ。また、中学校で行う出前授業にも積極
的に出向き、学校の宣伝をしなければならない。新
設校の宿命は入試倍率の確保である。東京では本校
が 9番目の総合高校となるが、地域の通学圏に総合
高校がないため、総合学科の認知度があまりにも低
く、広報の障害となった。これは、開校してから、
今なお続いている問題である。
　校舎は改築ではなく、母体校の大規模改修である。
母体校が工業系の学校の場合、敷地も校舎も大変広
いが、本校の場合はもともと 10 学級規模の普通高で
ある。この中に、「調理・被服系」、「看護・介護・幼
児教育系」、「ビジネス・コンピュータ系」、「人間科学・
環境系」の授業ができるように教室を確保し、整備
しなければならない。選択科目が多いので、パーティ
ションで仕切れる教室も多くした。外部講師を招い
ての講義なども計画していることから、３教室ぶち
抜きの大講義室も作った。トイレ等の部屋も含める
と 120 近い教室の配置や教室内のレイアウトや素
材、備品等を詳細に決めていく作業は大変根気と集
中力が必要である。考えていたとおりの校舎が出来
上がったときは、責任が果たせほっとした。

　開設準備室で行う入試は、既存の高校で行う入試
とは違う苦労がある。まず、試験会場を借りなけれ
ばならない。試験監督者や面接者等のひとの手配を
しなければならない。会場校が２校の入試になるた
め、綿密な打ち合わせが必要である。手配した監督
の先生方との打ち合わせを短時間で要領よくやらな
ければならない。機密性の高い文書を学校外に移動
させなければならないため、大変気を使う。合格発
表や入学手続きについても母体校の生徒と本校生徒
の導線を明確に分ける。メンバーが大勢いれば問題
ない作業だが、管理職を含めて 7名でやるところに
苦しさがあった。
　校舎が完成し、いよいよ引越し作業が始まる。引
越し作業自体は業者にお願いするが、事前に机やロッ
カーなどの備品等が保管してある体育館や格技室に
行って、何階のどの部屋に運ぶというシールを貼る。
しかし、ブルーシートで覆われ、照明の灯かない物
品の山の中、少人数で行う作業により、メンバーの
疲労は限界に近くなっていた。（写真）

　４月からは、新任の先生方や事務室の方々が 20 人
も来る。その前に、とりあえず職員室や執務室関係
は使えるようにしておかなければならない。開校前
の３か月は今考えても大変厳しいスケジュールだっ
た。
　平成 22 年 4 月、東京都立町田総合高校はいよいよ
入学式を迎え、順調に動き始めた。
　生徒会や部活動、保護者の会も立ち上がり、何と
か軌道に乗りつつある。
　教育力の高い、生徒や保護者が入学してよかった
と思えるような学校にしていきたいと、現在奮闘中
である。

　今回は、学校開設準備の様子を、日記を書くよう
なつもりで思いつくまま書かせていただきました。
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【…　はじめに　…】

　千葉商科大学で教職を担当して下さった中澤先生か
ら大学時代にはたくさんのことを学び、教員の道を目
指そうと決意しました。現在は教員として生徒たちと
充実した日々を過ごすことができています。これも大
学時代のたくさんの方々との出会いが今の自分自身の
生活に生かされているとつくづく感じています。教員
としてまだまだ勉強している最中ですが、私自身が今
までに感じてきたことなどを多くの方に読んでいただ
けたら幸いです。

【…　生蘭高等専修学校　…】

　 「生蘭高等専修学校」とは、高等専修学校と技能連
携している向陽台高等学校の普通科との両方の卒業資
格が得られる学校です。在籍生徒数は約500人で、不
登校経験者、学習が苦手な生徒への支援に力を入れて
います。生徒募集に関してはコース別により生徒に
あったクラスを設け学校生活をスタートしていきま
す。総合ビジネス科として商業の学習を行い、基礎学
力の向上と専門性を身につけることに重点を置いてい
ます。特に資格取得にも力を入れて取り組み、簿記や
情報処理関係や英語、漢字検定などさまざまな検定に
チャレンジしています。
　本校ではさまざまな生徒がいるため学習面、生活面
などを細かくサポートしています。私は商業科目の簿
記の指導にあたっています。簿記は高校時からの学習

であるため、学習に不安のある本校の生徒にははじめ
から丁寧に学習することで自信がつき、自ら学習する
態勢ができるようになります。丁寧に学習するという
ことは、漢字の読み書き、数字の書き方から始まり、
そして、声に出して覚え、書いて覚えと順序をとり学
習していきます。地道な学習の積み重ねを行うことで
自信をつけ授業にも前向きに取り組めるようになって
いく生徒を見ていくことでこちらも次のステップへと
進める一つの目安としています。
　また教科指導のほかに生活面でのサポートは広範囲
におよびます。生活リズムの立て直し、挨拶の仕方、
言葉遣い、食事指導などそれぞれの生徒に必要なこと
を個々に進めていきます。また各学期の終わりに実施
する三者面談において保護者、生徒と学校生活につい
て確認し、学校、家庭と連携し、生徒の状態に応じた
サポートがとれるようにしています。

【…　教員としての取り組み　…】

　私が初年度担任したのは不登校を経験した少人数の
クラスでした。不登校の期間もそれぞれ違い、長い生
徒で小学生時からの生徒もおり、人と接することに極
度の緊張を感じるなど一人一人の対応が異なり苦戦し
ました。
　日々戸惑いの連続ばかりで何をするにも軽はずみな
言動は許されないような気がしました。私自身、不登

生蘭高等専修学校教諭

鈴木　文
SUZUKI Aya

平成１６年 ３月
平成１６年 ４月

千葉商科大学商経学部商学科 卒業
生蘭学園 生蘭高等専修学校 教諭として勤務
現在に至る
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校への理解が乏しい状態であり、生徒と接していく中
で学んでいきました。その中で、精神疾患について知
らなければいけない状況になり、多くの生徒が病気で
苦しむ様子を学校生活の中で目の当たりにし、今まで
の自分自身の感覚がひっくり返されたように感じまし
た。私の中での不登校生に対するイメージがあまり良
くなかったのもありますが本校の生徒たちは、とても
素直で優しい性格で何事にも一生懸命に取り組む様子
や色々と悩む様子を間近で見て、たくさん学ぶことが
できました。
　生徒の状態はそれぞれで私が受け持ったクラスで
は、ある男子生徒は会話する際に背を向けて話をする、
顔が上がらないなど自分に自信が持てない状態で登校
も難しいほどでした。しかし、３年間をかけて、担任、
カウンセラーと会話をしながら自信をつけていくこと
を続けた結果、卒業時には面と向かって会話ができる
ようになり、自分の意見が言えるようになるなど最初
とは見違えるようになり進学することもできました。
　また、摂食障害の生徒とも出会いました。入学時は
拒食症で体はとても細く、昼食時にはほとんど食べる
ことができずにいた生徒でしたが、友人ができ友人の
理解があり徐々に食べることができるようになってき
ました。しかし、疲れやストレスなどから過食症へと
なり登校が困難になりました。その時は本人の行動の
変化に家族もついていけず疲れきっていました。家庭
訪問を繰り返し、最初は本人の部屋の入口にタンスな
どを置き入れないようにしていましたが、精神状態が
安定してくると本人と話せるようになりました。２カ

月あまりで10キロも体重が増えたことで変化した体
型を見せたくなかったということでした。その後、彼
女はカウンセリングを通して精神状態を安定させなが
ら学業に励みました。
　学習が苦手な生徒が多いクラスを１年間担任した際
には今までとは違うやりがいを感じることにもなりま
した。彼らは休むことなく毎日元気に登校します。し
かし、目を離すとけんかしたりするので休み時間や私
が授業のない空き時間、ずっとクラスを見守っていま
した。昼食時には箸の持ち方、食事の食べ方を指導し、
１年経つころには、ずいぶんと成長し、たくさんのこ
とを自分たちでできるようになっていました。とても
大変なことばかりでしたが、生徒たちのできるように
なったことが目に見えること、何より毎日元気に登校
し、笑顔が絶えないことが私自身を変えてくれたよう
に思います。発達障害があってもできることを伸ばし
てあげることで自信がついていくということも彼らか
ら教わりました。そして生徒の変化していく様子を見
て保護者が喜んでくれることが何よりも嬉しかったで
す。

【…　これから　…】

　うつ病、統合失調症、発達障害など生徒たちが抱え
ているものはさまざまです。しかし、そういったこと
をマイナスにとらえるのではなく、家族、学校と連携
して生徒をサポートしていくことで次のステップに結
び付けられるように支援会議などを通して職員間で情
報を共有しています。
　本校では、生徒たちに「自信を持たせる」、「寄り添
う」教育を常に心がけながら日々の学校生活に取り組
んでいます。生徒たちの成長に驚きつつ、身近にその
様子を見守ることができ、とても幸せに感じます。私
自身、まだまだ勉強しなければいけないことばかりで
すが生徒たちと共に成長していけたらと思います。

修学旅行の様子

本校の紹介

授業風景
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はじめに

　「南通」と聞いて知っていらっしゃる方は、どのく
らいおられるだろうか。観光ガイドにはまず登場し
ないが、中国江蘇省の地方工業都市、長江北岸の港
湾都市で、人口は約 770 万人（2009 年）。長江河口お
よび上海市中心部からそれぞれ約 100 キロ北西にあ
る【地図】。南通では、1984 年から経済技術開発区
が設立されて、外資系製造業などが誘致され始め、
2002 年からは輸出加工区も設けられて、各種税の優
遇措置や輸出手続きの簡素化が実施されている。
2008 年に蘇通大橋（長江にかかり蘇州市から南通市までを
結ぶ）が開通し、上海からバスに乗って 2時間あまり
で到着できるようになった。さらに 2012 年には滬通
鉄道が開通して、上海―南通を約１時間で結ぶ予定
である。近年のインフラ整備に伴って、南通は今確

実に上海経済圏の中に組み込まれつつある。
　さて、学生時代に中国近現代史を専攻した私が南
通をよく知っていたのは、中国最初期の大実業家・
教育家として名高い張謇の故郷であり、彼が中国最
初の民営紡績工場・大生紗廠を創設した地としてで
ある。私は現在、上海社会科学院（歴史研究所）に留
学中であるが、畑違いを恐れずに見聞を広めようと、
上海和僑会（2009 年 12 月成立、http://sh.wa-kyo.net/）と
いう若手起業家の集いにお邪魔させていただいてい
る。その幹事会において、南通で貿易会社「南通麟
科貿易有限公司」（日本法人：株式会社 Linker，2008 年に
独立・創業，http://nantulinkerboueki.web.fc2.com）を経営
する秋山寛社長と面識を得た。秋山氏は私と同年代
であり、地元南通の歴史に関心があるということで、
2010 年 5 月 19 ～ 20 日に 1泊 2日の訪問旅行を手配
してくださった。さらに、早稲田大学大学院と上海
復旦大学に在籍して、ジャーナリズムや企業経営を
学ぶ竹谷知永子氏も同行され、企業の訪問取材など
の経験のない私にとって心強いアシスタントになっ
ていただけた。

検品工場の見学

　道中の事故渋滞の影響で、約 30 分遅れの午前 11
時近くになって南通大飯店に到着した。南通市内に
入っての第一印象は、高層ビルの密集する上海に比
べると、中心地区でも道が広くて広大な空き地（開発
予定地）が多く、まさにこれから高度成長期を迎える
都市なのだなということである。出迎えに来てくだ
さった秋山氏の車は、一昨日洗車したばかりだとい
うのにもう少し汚れてしまっていた。中国の自動車
は、雨風に多く混じる砂塵のせいで汚れるのが早い
し、また窓の開閉スピードも遅くなってくるという。

南通訪問記
―ビジネスと教育の都市の今昔

千葉商科大学商経学部准教授  

岩間　一弘
IWAMA Kazuhiro

1972 年、神奈川県生まれ。東京大学大
学院総合文化研究科博士課程単位取得退
学、博士（学術）。
1995 年と2000 年にそれぞれ1年間、上
海に留学する。著書に、『演技と宣伝のな
かで――上海の大衆運動と消えゆく都市中
間層』（風響社、2008 年）など。歴史学
を基礎とした地域研究を目指し、現在は上
海の消費文化を中心に研究している。
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【地図】南通と上海の位置
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土地柄にあった自動車が製造される必要があるのだ
と思った。ちなみに、自動車には「MAZDA」と書
かれているが、実際にはマツダと近年まで合弁して
いた中国の「海南馬自達」製であり、日本円にして
100 万円程度で購入できたという【写真 1】。
　その後、麟科社の検品センターを見学させてもらっ
た。お恥ずかしいことに、私は最近まで、製造とは
別に検品を専門に行う工場があることすら知らな
かった。日本の小売店の要求水準は高いので、中国
の生産工場から出荷した商品は、ほとんど第三者の
検品工場で厳格なチェックをする必要がある。秋山
氏によれば、１割程度は不合格品となって製造工場
に戻されるのだという。上海では、大手の繊維メー
カーや物流メーカーが検品センターを開設し、検品
作業の単価も高めであるが、麟科社は取扱商材を絞
り込み、おもに南通近辺の工場の製品を扱って、バー
ゲン品でも利用できる単価で検品作業を提供してい
る。さらに秋山氏は、地元南通や近辺の工場経営者
と頻繁に会食して人間関係を作り、日本のブランド
のOEM生産（請負生産）も始めている。
　麟科社では現在、6名の事務職員がオフィスで労
務・財務・商品管理などを行い、総計約 30 名の作業
員が作業場で検品を行っている。事務職員は南通出

身者、作業員は四川などからの出稼ぎ農民が中心で
ある。秋山社長は人事管理に気を配り、作業員に指
示を出すときは、必ず管理職員を通すようにしてい
るという。作業現場の紹介をしてくれた物流担当の
李峰氏は、地元南通の人、秋山氏がもともと仕事を
されていた義父のアパレル工場の時代からの真面目
な職員で信望が厚く、勉強熱心で日本に行ったこと
がないにも関わらず流暢な日本語を話せる【写真2】。
作業員は、1日に1,400件前後もの検品を行う【写真3】。
見学した際には、日本の大手小売店で販売されるス
リッパを検品中であったが、【写真 4】のような小さ
い穴がよくも見落とされないものだと感心させられ
た。作業員の手作業の後、さらに感知器にかけて、
針やクリップなどの金属が含まれていないかを
チェックする。ご自慢の感知器は 1台 300 万円以上
する日本製であり、中国製では感度が十分ではなく
日本の小売店の要求に応えられないのだという
【写真 5】。

市内散策と学校見学

　1時間ほどで麟科社を後にして、地元で有名な粥
店・水脈堂で蝦のたっぷり入った熱々のお粥を満喫

65

【写真 1】秋山氏の愛車 【写真 2】麟科社オフィス（右から秋山氏、筆者、竹谷氏、
　　　　左から 2番目が李峰氏）

【写真 3】検品中の作業員 【写真 4】矢印の先に小さな穴ができている
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した後、私たちは南通大学に向かった。当日には第
三回中外文化交流祭が開催されており、校内で待っ
ていてくれた張艶氏（漢和語言センター副校長）の案内
で会場に入る。ちょうど南通大学の日本語教員によ
る「硝子の少年」（Kinki Kids, 1997 年）の歌唱と、文化
交流祭に協賛した語学学校・漢和語言センター教員
の花笠踊りが披露されるところであった。ともに観
客の学生たちが大盛り上がりをして、舞台上の教員
たちも気持ちよさそうだった。南通大学の学生の純
朴そうな様子と、温かい拍手や声援がとても印象的
だった。そこで着物姿で初対面したのが、秋山氏の
友人の漢和語言センター・大塚久乃校長であった
【写真 6】。
　私たち 3 人に大塚・張艶両氏と漢和語言センター
で学ぶ留学生 1 人が加わって、南通城市博物館、張
謇の旧居、さらに市中心にある時計台を見学に行っ
た（後述）。このときに、南通の中心商業街区である
人民中路（十字街）と南大街を通りがかり、地元の二
大百貨店である文峰大世界と百貨大楼を見ることが
できた【写真7】。南通にはすでに、フランスのカルフー
ル、ドイツのメトロ、タイのロータスなど、外資の
大型チェーンスーパーが進出している。だが、二大
百貨店のブランド力は依然として絶大で、テナント

の店舗から多くの経費を徴収している。秋山氏も文
峰大世界で日本製子供服店を開店しようとしている
が、実績のあるブランドが求められるので苦闘中だ
という。
　人民中路の二大百貨店の対面の商業ビルには、上
海だけでも 110 店以上展開している味千ラーメン（熊

本ラーメンのブランドだが、香港の華僑資本の会社）の大店
舗が入っていた。今のところ南通でほぼ唯一の日本
式ラーメン店であり、いつも大混雑しているという。
また、散策の途中で並んで買って食べた庶民的なカ
ステラケーキは、焼き立てで熱々、外がパリパリし
て香ばしく、使っている油のせいか昔の上海留学時
代を思い出す素朴な味がした【写真 8】。
　散策中の午後 4 時頃には、奇妙な光景にも出くわ
した。細い沿道の両側に、多くは電動自転車で待機
する中高年男女の行列があった【写真 9】。4 歳にな
る一児の母・張艶氏に聞けば、近くに名門小学校が
あり、子や孫を迎えにやって来た父母・祖父母たち
であるという。南通でも上海に負けず劣らず、一人っ
子に対する教育熱が高まっている。
　さて、私たち 6 人は、大塚久乃氏が経営する日本
語学校・漢和語言センター（http://yaplog.jp/kanwacenter/）

に向かった【写真 10】。大塚氏は、大学卒業後、

【写真 5】金属感知器 【写真 6】左が大塚氏

 【写真 7】手前が百貨大楼、その奥隣が文峰大世界 【写真 8】カステラケーキの売り場

ガ ラ ス
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1999 年に青島に留学、その後南通で日本語教員をし
た後、縁あって大手量販家具店のコタツを製造する
メーカーに就職し、静岡での 4 カ月の研修を経て再
び南通に駐在した。そして 2008 年に、日本語学校の
かつての同僚で、当時は主婦をしていた信頼できる
友人・張艶氏に声をかけ、漢和語言センターを開校
した。当校は、南通の日本人駐在員（300 人余り）を
対象とする中国語教育がメインであるが、最近では
「X（留学）ビザ」の発給を申請する資格を得て留学
生の受け入れを開始した。さらに、地元の中国人を
対象とする日本語教育の業務を拡大させているが、
南通にはすでに上海などから大手の日本語学校が進
出してきており、ライバルの多いビジネスになって
いる。現在の生徒数は、日本人駐在員が約 80 名、留
学生が 1 名、地元社会人が約 40 名ほどだという。
　大塚氏の中国語の発音は、注意して聞いても、ネ
イティブスピーカーと区別することはできないだろ
う。彼女は、単に言葉を教えるだけでなく、駐在員・
留学生などの生活の面倒をとことん見て、南通の日
本人コミュニティーにおいてとても人望があるそう
だ。大学で中国語教育に従事する者としては見習う
べき点が多い。大塚氏は、明るく朗らかで行動力が
あり、なにより仕事を心底楽しんでとても生き生き

して見えた。大塚氏に日本の大学生の就職難の話を
したら、「それなら中国に来て起業すればいいのに」
と冗談ではなく軽くおっしゃる。中国の地方都市に
やって来て働いたり会社を経営したりすることは、
そんなに特別でも大変でもないという気になってく
る。
　市の中心付近のビルの 7 階にある漢和語言セン
ターの教室の窓からは、南通市の現在を一望できた。
隣のビルの屋上には何やら簡素な建物がたっていた
が、無許可で後から増築された部屋らしい【写真11】。
学校のビルのすぐ隣の一画には、家が 2 軒建ってい
る空き地があった【写真 12】。張艶氏に聞いたとこ
ろでは、再開発のために立ち退きを求められている
が拒否しており、奥の大きな一軒は人民共和国建国
に功績のあった軍人（「老紅軍」）の一家なので、交渉
が難航しているそうだ。また、近くに見える建設中
の高級マンションの予定価格は、1㎡当たり1万元（約

15 万円）程度で、蘇通大橋開通以前の相場からはおよ
そ 2 倍に高騰しているが、上海市中心部に比べれば
ずっと安く、滬通鉄道開通前の今はまだ買い時か !?
　夕食には、子供の面倒を見に帰った張艶氏を除く
5 人で、食べ飲み放題の日本料理店（150 元 =2500 円程

度）に行った。ほとんどの食材は上海から輸送してく

【写真 9】子供を待つ父母・祖父母の行列 【写真 10】漢和語言センター

【写真 11】ビルの屋上の違法建築 【写真 12】立ち退きを拒否している家屋
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【写真 14】市中心の時計台【写真 13】張謇旧居をバルコニーから

るというが、15 年前の留学時には上海でも食べられ
なかった刺身・寿司・焼き鳥などが、いずれも日本
の居酒屋と変わらぬ美味しさで大満足、食べ過ぎて
しまった。

歴史探索―張謇と 2つの時計台

　ところで、急にかたい話になるが、南通近代の大
実業家・張謇（1853 ～ 1926 年）は、日本の大蔵官僚・
大実業家の渋沢栄一（1840 ～ 1931 年）としばしば比較
され、2005 年にはそれをテーマにした学会が南通で
開催されている。渋沢栄一は、大農家の出身で、幕
末には徳川家に仕え、明治初期には大蔵官僚を務め、
退官後、明治・大正期に第一国立銀行（みずほ銀行の

前身）など 500 以上の会社の設立に関わり、日本の資
本主義の父といわれる。さらに、社会活動にきわめ
て熱心で、多くの学校・病院の設立に携わった。
　一方、張謇は、1853 年に南通の農業・陶器商を営
む名家に生まれ、科挙試験（官吏登用試験）に何回も
落第したが、94 年に 40 歳を過ぎてやっと最終試験
にトップ合格を果たして清朝の高級官僚になった。
ところが、日清戦争敗北後の 1896 年に官界に見切り
をつけ、当時欧米商社の主導で巻き起こっていた実
業振興ブームに乗って、南通に初の中国人民間資本
による工場・大生紗廠を創設（99年から操業開始）した。
張謇は、中華民国の初代実業総長なども務めた一方、
郷里の南通などに多くの学校を設立し、大生紗廠の
経営を圧迫するほどの資金をつぎ込んだ。
　こうして見ると確かに、資本主義の後発国として
経済発展の道を歩み始めた時代の日本と中国を生き
た 2 人の大実業家のプロフィールには、政・官界と
の深いつながり、教育事業への熱い情熱など共通す
るところが多い。現在でも張謇の末裔と渋沢栄一記

念財団は交流を続けているという。ちなみに、渋沢
栄一が 1873 年に創建した日本初の洋紙製造会社は、
後に王子製紙となるが、現在の王子製紙は当初予定
の 2 倍にもなる 2,800 億円を出資して、南通に高級紙
の製造工場を創設し、今年末に稼働を開始する予定
である。関係者は何かの縁を感じているだろう。
　注目すべきことに、張謇の尽力によって、南通は
20 世紀初めの一時期、中国内地の最先端都市になっ
た。おもに欧米人が発展させた上海などの植民都市
とは異なって、南通では早くから地元の中国人たち
が近代化を推進した。1902 年からの 10 年間に、中
国人による全国初の師範学校・紡織学校・博物館・
天文台などが設立され、05 年には公道、13 年には欧
米式都市公園が中国人によって初めて建造された。
現在でも地元の人々が、南通を「中国近代第一」の
都市と称するのは、こうした理由からである。南通
は、袁世凱政権（1913 ～ 15 年）に「全国の模範都市」
として顕彰され、1913 年に出張で南通を訪れた内山
完造（後に上海で内山書店を開き魯迅らと親交）には「中
国における理想の文化都市」と言わしめ、当時の欧
米や日本のメディアにも驚きをもって取り上げられ
ていた。
　この時代の張謇の権勢と南通の近代化の様子をう
かがい知れる場所は、南通城市博物館（2005 年開館）

内の展示を除けば、すでにあまり多くはないようだ。
まず、博物館の隣には、張謇の旧居「濠南別業」（1914

年創建，「別業」とは別荘の意味）がある【写真 13】。僭
越ながら船橋郊外の拙宅と比べれば、建坪は 20 倍以
上（2438 ㎡）、天井の高さも目測で約 2 倍といった
ところだろうか。張謇はそこに息子夫婦らとともに
大家族で住んだが、それにしても広く、重厚な近代
建築であった。次に、市中心の十字街には、時計台
が建てられている【写真 14】。それは、1914 年に張
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【写真 16】大生埠頭の門【写真 15】記念館内の烈士を祀るプレート

謇らが上海から巨大時計を買ってきて、孫支厦に建
てさせたものである。孫支厦（1882 ～ 1975 年）は張謇
が育てた著名な建築家で、「濠南別業」など南通の主
要な近代建築はたいてい彼の手によるものである。
時計台は当時、南通の人々に明確な時刻を日常的に
意識させて、都市的な生活リズムを形成するのに役
立った。私たちは見学中、ちょうど夕方 5 時を知ら
せる鐘の音を聞くことができた。
　見落とせないことに、こうした近代文化都市・南
通にも、旧日本軍侵略の爪痕が残っている。1938 年
3 月に南通に進攻した日本軍は、5 月 8 日に掃討作戦
を展開し、最後は川猫児河にまで逃避した民間人を
も銃撃して計 100 名以上を殺害した。河岸の追悼碑
は開発のなかで撤去されたが、秋山氏の会社の職員
を含めて、この惨事を知る地元民は少なくない。現
在でも南通革命記念館（2009年にリニューアルオープン）

の一角では、かつてあった追悼碑の写真と日本軍の
蛮行のよくある立体イラスト展示とともに、この惨
事を解説している。さらに、南通革命烈士記念堂（1986

年完成、2007年リニューアル）には、日中戦争の被害者が、
国共内戦の戦死者や、さらには近年におぼれた友達
を助けて亡くなった子供などともに、「烈士」（正義の

ために命をささげた人）として祀られている【写真15】。
　記念館・記念堂は、学校の授業で地元の子供たち
が参観する施設である。私たち 3 人は、旅行 2 日目
の午前中に見学に行ったが、案内してくれた係員の
知る限り、初めての外国人訪問者となった。施設の
見学には事前の予約がいるということで閑散として
いたが、日本から来たと言うとすぐに見せてもらえ
た。
　秋山氏の仕事の携帯電話が慌ただしく鳴り響くな
か、私たちが最後に向かったのは大生集団である。
そこにもう一つの時計台があることを、前日に南通

城市博物館で教えてもらったからである。市中心の
北西部にある唐閘鎮は、張謇の時代からの工業地区
である。中国初の民間工場・大生紗廠は、張謇の晩
年には銀行団の管理下におかれ、その後一部の工場
は閉鎖、戦争と革命のなかで十分に再建されないま
ま、1952 年に公私合営化（実質的には国有化）、66 年に
正式に国有化された。大生集団に向かう通揚運河（南

通から揚州までの運河）沿いの通りには、幾つもの国有
企業が並び立ち、街並みも古びて毛沢東時代の雰囲
気を残している。国有化されて久しい大生紗廠も、
すでに先進的な工場とは言えない。
　途中で何回も車を降りて道を聞きながら、やっと
大生集団の入口にたどり着くことができた。うれし
いことに、そこには時計台と「大生馬頭」（大生埠頭）

の門が残されていた。埠頭の門は真新しく、1907 年
に建立されたものを近年に復元したようである
【写真 16】。時計台は、市中心の時計台と同年に、
同じ孫支厦によって建てられた。こちらは、近代工
場の職員・労働者たちに対して、厳格な時間規律を
教化するのに重要な役割を果たした。
　旅の終わりに、2 つ目の時計台で記念写真の撮影
【写真 17】。上海―南通の鉄道開通後、もし南通市
が観光開発を進めれば、張謇が造らせた 2 つの時計
台は、きっと街のシンボルになるだろう。まさにこ
れから高度成長期を迎える南通の都市発展ととも
に、お世話になった秋山氏の会社、大塚氏の学校が
生き生きと元気に育っていくことを願わずにはいら
れない。10 年後の南通はいったいどのように変わっ
ているのだろうか？　また中国にやってくる楽しみ
が一つ増えた。

【写真 17】大生紗廠（大生集団）
　　　　　の時計台
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「市川市の消費動向調査に関する研究」
プロジェクト研究報告

[No.30]

１　消費者のライフスタイルからみる
　　大都市圏内の周辺駅前商業機能のあり方

　地方都市では郊外型大型商業施設の進出や都市間
競争により、多くの都市で中心市街地の空洞化とい
う現象が起きている。大都市部では広域的に見ると
商業集積が空洞化するという状況は少ないが、駅前
の商業地域でも商店街の空き店舗の増加、中規模スー
パーの撤退や業態転換など地域の商店街を中心に地
域商業の構造が変化している状況を見ることができ
る。例えば 2002 年と 2007 年の間に市川市の人口は
2％増加しているが、販売額は 3.3％減少した。その
後ツインタワー等の建設で、販売額は増加している
と思われるが、人口の増加は小売商業の販売額の増
加には直接にはつながっていない。地域の小売商業
機能の違いにもよるが、購買行動の多様化が進んで
いることを示している。商圏としても流動性を見る
ことができる。たとえば、町田市では 2007 年と
2002 年の比較で見ると人口は 5.2％の増加であるの
に、年間販売額は 3％の減少である。2009 年の人口
は 41 万人あまりで 1998 年より 14％増えた。中心市
街地の人口も 30％増えたに拘わらず、中心市街地の
2007 年の売上高は 2002 年に比較し 11％減少した。
町田市の場合は横浜、新宿などの巨大商業地が、至
近距離にあり､顧客の流出が避けられないからであ
る。これは市川市においても同様の傾向といえる。

それらの地域商業の構造の変化として見られるのは
業種・業態の変化である。これを丹念に時系列にト
レースしなければならないが、大きな傾向としては
買回品の店舗数、販売額は減少し、最寄品の店舗数、
販売額は買回品よりも少ない。食品スーパー等の日
常的な食品販売額は維持されており、近隣性の商業
機能は維持されている一方広域的な商圏が必要な
ファッション性ある商品は減少していく。また、飲
食業、サービス業の動向が大きく関わっている。町
田市の中心街と同様の傾向である。駅を利用する消
費者にとってはいわばその商業地は「通過型商業」
になっているといえる。大都市圏の駅前を中心とす
る地域商業の今後のあり方を考える時、そこでの小
売業、飲食業、サービス業の業種･業態の変化を見な
くてはならない。本研究の主題である、この傾向は
地域生活者の消費行動、店舗選択を調査しながら見
ていく必要がある。

２　消費感情が消費の満足度に及ぼす影響に
　　関する研究

　本研究の目的は、消費に伴う消費感情が消費生活の
満足度に及ぼす影響を明らかにすることで、消費者心
理の観点から商店街活性化のための手がかりを得るこ
とである。
　こうした研究目的を達成するために、昨年の研究で

リサーチ＆レビュー
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は、写真投影法を実施し、日々の消費生活で経験する
消費感情の分析を行った。
　調査は 2009年 8月から 9月にかけて市川市居住者 7
名（女性 6名、男性 1名）を対象に実施した。まず、
7名の調査協力者には、デジタルカメラで日々の消費
生活に関連する写真を20枚程度撮影してもらうと同
時に、撮影対象、撮影理由、撮影時の感情に関する撮
影メモの記録をお願いした。その後、撮影した写真を
もとに撮影理由や撮影時の感情について1時間程度の
個別インタビューを行った。最後に、収集した150枚
の写真を撮影対象や内容によってカテゴライズし、消
費感情の分析を行った。
　分析で明らかになったことは次の2点にまとめられ
る。第１に、日々の消費生活において消費者は多種多
様なポジティブ感情とネガティブ感情を経験してお
り、そうした感情は店舗に対する利用意向や好感度と
密接に関わっていることである。ポジティブな感情形
成には買物時に経験する利便性、楽しさ、安心・安全、
お得感、ゆっくり買い物できる環境や店舗の活気、清
潔感などが重要であること、一方、ネガティブな感情
の形成には、買物時に経験する不便さ、不愉快さ、不安・
心配、店舗の活気のなさなどがおおいに関連している
ことがわかった。第２に、ポジティブな感情をもたら
す対象として撮影されたものの多くは大型店であった
にもかかわらず、一部のユニークな個店については大
型店よりも強いポジティブ感情と愛着を抱いており、
それらの個店に対する利用頻度も高いことである。こ
うした個店の共通点は大型店とは異なる価値や魅力を
消費者に提供していることである。
　以上のような分析結果からは、消費者心理の観点か
ら商店街を活性化するためには、商店街利用において
経験するポジティブ感情を引き出すと同時にネガティ
ブ感情の発生を抑制できるような買物環境を構築する
ことが必要であること、また、大型店にはない価値や

魅力を提供するニッチ戦略こそが、今後の個店の存続
を左右する最も重要な要因であることが示唆された。
　今年度の研究では、以上で述べた昨年の消費感情に
関する定性研究の知見を踏まえ、消費感情が消費の満
足度に及ぼす影響に関して大規模サンプルによる定量
分析を行う予定である。

３　市川市地域商業活性化における
　　社会的企業（事業）の創造
　　－地域活性化情報誌「ゆうゆう散歩」の発行－

　本研究は、市川市における地域商業活性化という
テーマを基に、社会的企業（事業）に着目し、その誕
生と形成プロセス、組織の特徴と役割を明らかにして
いく。
　アプローチは、市川市駅周辺の地域商店街をフィー
ルドとし、大学と地域の連携事業によって、「ソーシャ
ル・キャピタル」（＊ソーシャル・キャピタルの概念
については、『CUC［View & Vision］No.28』pp54を
参照）をキーワードに、社会的企業（事業）の創造を
思考する。
　具体的には、これまでに地域活性化情報誌「ゆうゆ
う散歩」Vol.1 からVol.3 までの発行をするという成果
を挙げてきた。「ゆうゆう散歩」は、筆者の担当する
授業「地域流通論」「商学概論」を履修した学生たち
により、授業の中で、企画・編集・デザイン等が考え
られ出版されたものである（＊内容に関しては、経済
研究所、地域連携・ネットワークセンター所蔵の「ゆ
うゆう散歩」Vol.1,2,3を参照）。大学と地域連携事業（産
学官連携）によって、社会的企業（事業）を思考する
ことにより、どのように地域イノベーションを創造し
ていくのか、大学の地域貢献のあり方、市川市の地域

71

信州大学特任准教授

大熊　省三
OKUMA Shozo



R
esea

rch &
 R

ev
iew

[No.30]

商業活性化の課題と支援について実証研究をしていく
ことを目的としている。
　学生のイノベーション力に関しては、すばらしい成
果を見ることができた。地域商業活性化というテーマ
の中から、自分たちの手でできる範囲で地域活性化情
報誌を創造し、企画、編集、デザイン等を考え、中で
も表紙タイトルは男子学生が自発的に、割り箸を筆代
わりにして墨を使って書き上げた作品である。写真撮
影もすべて学生の手によるものである。なおかつ、
Vol.1 からVol.3 へとイノベーション力を発揮してき
た。Vol.2 からは地域企業の協力も加わり、他にも地
域の個店からの協力の申し出、及び、他大学からの問
い合わせ等と、地域連携のいろいろな目が出てきてい
る。まさに、社会的事業の創造である。
　こういった形成プロセスを参与観察することによ
り、千葉商科大学が「地域に貢献する大学」として、
地域貢献のあり方、産学官連携の取り組みについて研
究を続けているところである。
　本年度で、｢市川市の消費動向調査に関する研究｣は
終了予定となっているが、この社会的事業の継続のた
めに、市川市、商工会議所、大学、地域商店街等に、
今後の協力を御願いしたい。

４　チャネル組織化戦略と新たな地域家電店
　　問題

　テリトリーの再分割に基づく地域家電店（系列小売
店）数の増加の限界を超える生産規模の拡大は、系列
網の外部へのチャネル拡大を余儀なくした。このとき
から、家電メーカーは、個別的なチャネルの創造への
執着を弱め、社会的なチャネルへの適応（販売依存）
を強めて、チャネル・ミックスを行うようになったの

である。消費者の比較購買を叶える品揃え拡充のため
のメーカー･ミックス方式による仕入の資源と能力を
獲得した家電小売商（家電量販店）が、メーカーの中
立的な販売代理業／消費者の購買代理業として売買を
集中化させることが、チャネルの社会化であり、これ
に伴って流通系列化という名の個別的チャネルは縮小
した。
　しかしながら、家電流通における小売業態ごとの経
由率には今後さほどの変動は起こらない（編成の内実
は異なるが）、また、完全系列化が実現しなかったよ
うに完全社会化も実現しない、ということを暗黙の前
提として、流通段階が同種･異種のチャネル･リーダー
達によって繰り広げられるチャネル組織化戦略空間に
画期的な変化が起きている。その変化のキャスティン
グ・ボーターが地域家電店である。すでにして、超高
齢化などによる購買行動変化層の増加による再評価の
高まりや、家電量販店との補完的協働というポジショ
ニングが、地域家電店の今後10～20年の動向に新た
な影響を与え、地域家電店業態のライフサイクル自体
に少なからず影響するであろう段階にさしかかってい
る。
　そこで、市川市における地域家電店の実態調査の分
析結果から明らかとなった諸点を踏まえつつ、新たな
地域家電店問題についての考察を行っている。

５　市川市の消費動向と連携のニーズの
　　手がかりについて

　当研究のアンケート調査（本調査）に向けて、わが
国全体としての消費動向について既存の二次データを
見ると次のようである。まず、内閣府が公表する「消
費動向調査」にみる景気動向への消費の反応傾向は、
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ITバブルの影響が一段落した平成 14年から同 18年
をピークに同19年前半までは、消費意欲の上昇傾向
と好調さが見られる。続いて、同19年後半から下降
に転じた消費意欲は、リーマンショックを受けて同21
年の初めにボトムとなった。これは、消費が同18年
のピーク時のおよそ半分に下がったことを意味する。
さらに、最近の消費動向は回復と後退を繰り返しつつ
も、徐々に上向く傾向にあると考えられる。
　次に、市川市が、内閣府の調査と同じころの平成14
年に実施した「商店街利用者調査（総括編）」の「買
い物時の満足度と期待度」が注目される。これによれ
ば、下記の①から⑤の事項について、消費者の満足度
と重要度の５段階評価と国レベルの調査結果との比較
が試みられている。まず、「①アクセス利便性」では、
歩行者の安全、歩道の段差、自転車などの障害、自転
車駐輪のしやすさ、駐車場の収容台数、そして駐車場
の位置については、満足度が低め、逆に重要度は高め
という傾向がある。続いて、「②商店街の魅力」では、
三業種・業態（ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽ･ｽﾄｱ、家具･ｲﾝﾃﾘｱ、娯楽･文化
施設）について評価が試みられている。いずれも、前
述した「①アクセス利便性」の評価と同様に、国レベ
ルに比べ満足度は低めなのに対し、重要度は高めに
なった。また、「③商店街を取り巻く街の魅力」では、
安全性、夜間の街路灯、ゴミ箱の整備、トイレ･洗面所、
市役所への距離、及び郵便局・銀行･交番への利便性
という各項目が評価されたが、前述した２つの事項と
比べ比較的に良好な結果となった。これらに対し、「④
販売活動」と「⑤地域活動」については、その内容に
より若干異なる評価が見られるようだ。たとえば、「④
販売活動」のスタンプやポイントカード及びチラシ広
告の利用については、やはり満足度は低めで重要度は
高めだが、商店街の営業時間は満足度が国レベルに近
い値で高めとなった。さらに「⑤地域活動」では、文
化活動への参加、そして環境問題の取り組みというい

ずれの事項も、国レベルの値に近い満足度が得られ
た。
　本学と市川市との包括協定で謳われた６つの各分野
の中には、「⑤地域活動」に関連する内容が少なから
ず含まれる。それらの進行と成果の積み重ねが、今後
大いに期待されるだろう。たとえば、中小企業庁の
「2008年版中小企業白書」によれば、大学における地
域活性化・まちづくりに向けた取り組みについての調
査結果と提言で、地域活性化・まちづくりに向けた取
り組み分野は産業振興、観光振興が中心としつつも、
文化振興の面で受託研究・調査、構想・計画の策定、
技術指導・助言等が上位を占めるとしている。また、
同地域活性化・まちづくりへの取り組みの目的は、社
会貢献が強く意識され、今後のまちづくりへの取り組
み内容としては、共同研究開発や人材教育への意向が
高いとされる。
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「民族差別・対立環境下の相互理解・認知の試みとそのゆくえ
　－近世・近現代日中文化・教育交流史の視点から－」
　プロジェクト研究報告

[No.30]

１　近世日本の教育における中国文化摂取に
　　関する史料的考察

　本研究で朱が担当するのは、近世日本の日中文化
交流について、とりわけ近世日本教育における中国
文化の摂取が如何なる政治・社会・文化的な情勢の
下で行われていたかについて、史料に基づいて実証
的に検証し、幕藩体制の中での教育の場における中
国文化の摂取の実態と本質を解明することである。
　現在、研究の第一段階として、江戸時代の教育に
関する史料及びそれに関連する史料を広く調査、収
集し、分析を行っている。
　江戸前期には幕府の教育機関はまだ無く、各藩の
学校もまだ確立されていなかった。そのような状況
の中、中国に学ぼうとする文化的な気運が、長崎を
経由して入ってきた文物に触発され、高まった。長
崎は鎖国状態の日本において幕末に至るまで、外国
貿易、すなわちオランダ貿易と中国貿易が許される
唯一の港として重要な文化伝播のルートであった。
長崎に寄港する外国貿易船の大半は中国船であり、
折しも中国の明末戦乱期に当たり、戦禍を避けて文
化人や僧侶を含む多くの中国人が貿易船に乗り、商
品や書籍とともに長崎に来航した。それゆえ、九州
地方では、江戸や京都よりもいち早く当時の中国文
化に接触し、それを摂取することができた。そのな
かでも、長崎、佐賀藩、小城藩、柳川藩、薩摩藩な

ど各藩の教育において、中国文化を積極的に摂取す
る動きが見られた。それに関する文書、史料を発掘、
調査し、政治・社会・文化との関わりの中で実証的、
総合的に講究することが目下の仕事である。
　更に研究調査が進めば、九州地方と同様に、中国
文化を積極的に取り入れた京都、江戸、尾張藩、加
賀藩など近畿、中国、中部、関東、東北などの地方
の史料についても順次調査、収集することが必要と
なる。
　研究はまだ史料収集の段階であるため、まだ具体
的な成果の形をなしていないが、地道な研究活動を
積み重ねていくうちに、近世日本の教育における中
国文化を摂取する過程が必ずや明らかになってくる
であろう。

２　植民地教育と台湾出身学生たちの
　　民族意識の変型
　　－戦前・戦中の台湾島内・中国大陸及び「満洲国」
　　　を生きた台湾の若者たち－

　日本支配下の植民地時代、台湾の一部の知識人及
びその家族たちは、さまざまな理由で台湾を離れ、「満
洲」や中国本土などの地域に定住・就職していた。
台湾で日本式の近代教育を受けたという背景は、彼
らの人生にどのような影響を与えたのか？彼らの人
生を辿ることによって、近代台湾における植民地教

リサーチ＆レビュー
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育の実相を復元できると期待できるが、それはどの
ようなものか？
　本研究は、近年発掘・整理・刊行された渡満・渡
中の台湾出身者の口述記録を資料に、制度史と社会
史などの側面から、日本占領時代の台湾植民地教育
の、被教育者にとっての実態に接近を試みるもので
ある。
　このテーマを検討するにあたって、主に以下の資
料などを利用する予定である。
1, 中央研究院近代史研究所口述歴史叢書（79）『日
治時期在「満洲」的台湾人』、訪問者：許雪姫。
記録者：許雪姫、鄭鳳凰、王美雪、蔡説麗、李定山、
何金生、李謀華、傅慶騰。中央研究院近代史研
究所中華民国九十一（2002）年出版。

2, 中央研究院近代史研究所口述歴史第 5期『日治
時期台湾人赴大陸経験』、編集者：中央研究院近
代史研究所「口述歴史」編集委員会。記録者：
蔡説麗、呉美慧、曽金蘭、丘慧君。中央研究院
近代史研究所中華民国八十三（1994）年出版。

　上述資料に対する筆者の検討と分析はまだ始まっ
たばかりだが、すでに興味深い資料の存在に気づき、
以下に列挙するような、注目すべき特徴および問題
点を見出している。今後、資料の掘り下げとそれに
対する整理・分析を行い、研究報告書をまとめてい
きたいと考えている。
①台湾人向けの教育施設の入学、カリキュラム、

学費

・公学校の学生入学勧誘は日本人教員や警察官
の仕事の一つだった。優秀な学生は台北国語
学校への入学を薦められた。

・公学校の制服、髪型は農村出身学生にとって
新鮮で、近代的生活スタイルと認識されてい
た。公学校では毎日神社参拝が義務づけられ
ていた。当時、日本内地では卒業旅行がなかっ

　たが、台湾の公学校にはあった。しかし、そ
の観光の目的地は大半、植民地支配にとって
シンボル的な場所ばかりであった。

・公学校ではさまざまな科目が開設されていた。
ベスト 6 までの学生には表彰があった。しか
し、公学校の日本人教員は平気で学生を殴る
ほど凶暴であった。一方、日本人学生向けの
小学校は、比較的条件がよく、学生たちの学
問への興味を涵養していた。

・医学校は学費免除の場合もあった。
②教育現場での民族差別と軍事・思想的統制

・学生募集時の定員に民族格差があった。台湾
人は定員を少人数に制限され、日本人学生は
多人数に設定されていた。入学チャンスの不
公平さは、当時の学生たちもはっきりと感じ
ていた。

・商業学校でも日本人向けと台湾人向けの二種
類が作られていた。台湾人向けの方が低レベ
ルのものであった。

・日本の教育システム以外のシステムを採る近
代的学校に対しては、認定しない等の圧力を
かけて譲歩させ、日本流の植民地教育システ
ムの枠組みに納めた。

・就職先での民族差別があった。同じ学校の卒
業生でも、日本人学生と台湾出身者の月給は
大きく違っていた。

・植民地支配秩序に少しでも不満を漏らした人
間に対しては、排除措置を取った。「改姓名」
に従わないものは入学させなかった。優秀な
学生でも「思想犯」とされると危険視された。
教育現場では日本軍人の優位が保たれてい
た。

③卒業後の進路̶̶限られた活躍の場

・工業学校の卒業生のうち、一般的に、就職でき
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　るのは日本人学生だけだった。台湾出身者の
卒業生は、空きポストがあればそこに充当さ
れたが、ふつうは就職口がなかった。

・台湾で初等教育を受けたあと、高等教育を受
けようと望む者は、日本本土へ留学するのが
通常の道となっていたようである。一方、現
在の「スポーツ入試」のような、身体能力を
評価して進学させる制度もあった。

・女子生徒にも卒業後日本留学という選択肢が
あった。教員資格が存在したためである。

・台湾出身者向けの台中商業学校は海外行きの
人材を育成するための施設だった。

④台湾を離れた理由

・「満洲行き」の理由には、（１）環境に迫られ
た＝「求生存」、（２）理想や目標を求めようと
した、（３）日本式の教育を受けたため、日本
人と満洲に行って発展を求めようとした、な
どがある。

・日本式の教育を受けた、日本の植民地の出身
者であり、日本に追随すれば実利を得られる
という発想が原動力であった。

・いわゆる「大アジア主義」的理念を持って満
洲へ行った人も存在していた。

・台湾で中等科高等専門学校を卒業後、就職で
きず、満洲に移って進学し、現地で就職した
人々がいた。

　⑤台湾出身者の満洲・中国大陸での生活と見聞
・満洲での民族差別。満洲では食糧の配給制が
敷かれ、人々は民族によって等級に分けられ、
それぞれ違う品物が配給された。台湾出身者
はやはり差別の対象だったが、ほかの民族よ
り相対的に優位にあり、それなりの満足感も
あった。

・満洲で子供達から無意識的な民族差別を受け

　た。満洲に赴いた台湾出身者の多くは日本人
名に改名したという。

・大陸科学院で研究者として勤めていた数少な
い台湾出身者の「成功者」たちも、差別を感
じていた。

⑥台湾出身者たちの「日本化」ぶり

・長年にわたって日本式教育を受けた結果、文
化的に日本に同化していた。文芸・演劇活動
も日本化し、観衆を日本人に設定していた。

・台湾で台中商業学校を卒業した者の事例では、
中国語が全く出来ない者が多かった。北京語
が全くできないため、満洲へ出発する前にし
ばらく勉強したものの、役に立たず、現地で
は日本語でコミュニケーションしていた。

・日本人名に変えなかった台湾人もいた一方で、
北京にいる台湾出身者は子供達を日本人小学
校に通わせた。

⑦「辺縁人（境界にいる人間）」となった心情

・日本人からは日本人として認められないにも
かかわらず、自身には中国人としての自覚が
なく、中国社会に溶け込めなかった。

・いくつかの故郷（実際の故郷と心の故郷など）
があったようだが、どれも本当の意味での故
郷ではなかった。彼らが同族と思い定めた相
手から同族と扱われることはなかった。この
ような「辺縁人」の誕生は、その時代ゆえの
悲劇的結果だったと言える。

３　張承志の日本論
　　－中国知識人と日本の邂逅の一例として－

　河村は、文学研究の立場から、張承志の日本論『敬
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重と惜別̶̶日本へ（敬重与惜別－致日本）』（中国
友誼出版社 2009）を研究対象に選択した。
　張承志は1954年生まれ、回族。文化大革命時期に、
文革の主要な担い手となった紅衛兵運動の指導者と
して名高い。文革後、小説『黒駿馬』で第二回全国
優秀中編小説賞を受賞し、いわゆる「知識青年作家」
の一人として、地歩を固めた。作家である一方で考
古学の研究者でもあり、80 年代半ばごろから西北地
方でのフィールドワークを開始、中国のイスラム世
界に目を向けはじめた。そこで発見したイスラム神
秘主義教団ジャフリーヤの秘密資料をもとに、教団
史『心霊史』を執筆し、イスラム教の信仰獲得を告
白した。『心霊史』は、元紅衛兵の異色の著書として
耳目を集めるとともに、回族のコミュニティに大き
な影響を与えた。
　張承志の経歴は、紅衛兵からイスラム教徒へとい
う振幅の大きに驚かされるが、一貫して毛沢東精神
への敬慕を基軸としており、ぶれがない。
　このような張承志は日本との縁も深く、1983 年以
降、3回にわたって日本に長期滞在している。この度、
長年の日本との関わりで形作られた日本観を、『敬重
と惜別̶̶日本へ』にまとめた。
　『敬重と惜別̶̶日本へ』の構成は以下の通りであ
る。第 1章は本書の問題意識を示した導入部。第 2
章「三笠公園」は日清戦争・日露戦争を扱う。第3章「長
崎ノート」は、原爆の問題を論じる。第 4章「赤軍
の娘」は、樺美智子から連合赤軍、東アジア反日武
装戦線狼グループ、日本赤軍まで、日本の左翼運動
を概括する。第 5章「四十七士」は、赤穂浪士をテー
マにしている。第 6章「解説・信康」は、フォーク
シンガー岡林信康への偏愛を語ったもの。第7章「文
学の惜別」は、佐藤春夫、太宰治『惜別』、堀田善衞
などを論じる。第8章「“亜細亜”の主義」は、頭山満、
新宿中村屋の相馬家、宮崎滔天、大川周明などを論

じる。結びの第 9章では、遠藤三郎に言及する。
　本書の各章はそれぞれ示唆に富み、詳細に研究し、
検討を加えるべきであるが、現段階で筆者は、第 1
章「東スムの東」と第 4章「赤軍の娘」のねじれた
つながりを興味深く思っている。第 1章では、関東
軍の民間情報員であった老人服部幸雄という人物が
紹介される。服部氏は、老後、大量の私財を中国青
海省の貧しい子どもたちに与え、教育を受けさせて
いたという。ここに大陸浪人のアジア主義の不可思
議さが露わになる。また、第 4章で張承志は、テル
アビブ空港乱射事件で生き残り、イスラエルに捕ら
えられて重い障害を負った日本赤軍のメンバー岡本
公三が、パレスチナの地で人々の深い尊敬を得てい
ることを挙げて、日本はアラブ赤軍の「アジア回帰」
を正視すべきだと述べる。右翼的アジア主義と極左
のアジア志向を、単純に同質に扱うことはむろんで
きないが、張承志はその複雑な内包を前提としつつ
も、両者に連関を見出し、近代日本を解釈する鍵が
あると考えているように思われる。
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経済研究所出版物情報

■『国府台経済研究 第 19巻』※
●第１号『外国語教育の異文化間コミュニケーション論的研究 特集号』、
　2008 年 3月
　執筆担当者：太田信雄・朱　全安・崔　世廣
●第２号『持続的発展可能な地方都市造り 特集号』、2008 年 3月
　執筆担当者：影山僖一・中山　健・菅野佐織・小杉亮一朗・加藤久明・
　　　　　　　松田　茂
●第３号『東アジアの都市地域社会における対日イメージの形成に関する
　歴史的研究 特集号』、2008 年 3月
　執筆担当者：趙　　軍・朽木　量・岩間一弘・虞　和平
●第４号『公正な政策に求められる諸要件 特集号』、2008 年 3月
　執筆担当者：藤川吉美・田村充代・井関利明・周　暁燕・小澤俊康・服部　忍
●第５号『リスクコミュニケーションによる市民の政策評価への
　参加プロセスモデルの設計研究  特集号』、2008 年 3月
　執筆担当者：熊田禎宣・宮崎　緑・樹下　明

■『国府台経済研究 第 20巻』※
●第１号『企業リスクマネジメントの現状と課題 特集号』、2010 年 3月
　執筆担当者：藤江俊彦・齊藤壽彦・仲間妙子
●第２号『アジアにおける格差の総合研究 特集号』、2010 年 3月
　執筆担当者：鈴木春二・熊岡洋一・金 元 重・江口　洌・中村行秀・行名則子
●第３号『会計基準変更が我が国企業行動に与える影響について 特集号』、
　2010 年 3月
　執筆担当者：平井友行・吉田　靖

■『CUC［View & Vision］』※
●第 27号『特集 ─ 税制改革の新潮流』
　2009/Mar., 全 76 ページ。
●第 28号『特集 ─ 米国発世界同時不況 ～日本の景気はいつ回復するのか？～』
　2009/Sept., 全 60 ページ。
●第 29号『特集 ─ 会計＆ファイナンスの軌跡とその新たなる視点』
　2010/Mar., 全 68 ページ。

■『Research Paper Series』
●No.41『信用リスク管理について』
　齊藤壽彦，April,2008,11 ページ。
●No.42『米国倒産データー分析 
　American Bankruptcies Date“From 2004 to 2008”』
　仲間妙子，December,2008,26 ページ。
●No.43『公会計における会計原則』
　吉田　寛，February,2009,50 ページ。
●No.44『地方間財政調整と地方分権に関する研究』
　臼木智昭，February,2009,26 ページ。
●No.45『日本における子供の保有選択行動と地域性の検討（その１）』
　中井順一，February,2009,18 ページ。
●No.46『2008 年・米国企業倒産動向の分析』
　仲間妙子，March,2009,54 ページ。
●No.47『金融機関の市場リスク管理について』
　齊藤壽彦，March,2009,17 ページ。
●No.48『企業の社会的責任に関する一考察 
　─企業の持続可能な発展のために─』
　小堀朋子，July,2009,15 ページ。
●No.49『アメリカ・中国・インドの国および地域の優位性確立に向けた貿易
　政策に関する一考察─シリコンバレーをハブとした国際的経済関係を中心に─』
　藏田幸三，September,2009,21 ページ。
●No.50『わが国の地方税制度の現状と課題』
　臼木智昭, November,2009,19 ページ。
●No.51『CERT と地域防災活動』
　六十里　繁，March,2010,11 ページ。
●No.52『IT、バイオに続く次世代テクノロジーを実現する「ソフト社会」
　～ソフトな留学生政策による経済成長の実現～』
　村田三七男，March,2010,16 ページ。
●No.53『スウェーデンの（企業等で働く納税者等）の活力を促す行政規
　律に関する一考察─スウェーデンにおける国会オンブズマンについて─』
　小堀朋子，June,2010,12 ページ

※『国府台経済研究』定価 1,000 円（税込）、『CUC［View & Vision］』
　定価 800円（税込）の購読申込は、千葉商科大学経済研究所　
　TEL：047-372-4863 まで。
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編集後記

の間まで家具店だったところに「MODE OFF」が、中華レストラン
だったところにリサイクルショップが・・・・。私の住みなれた街

「吉祥寺」で最近見られる光景だ。そういえば、私自身も先日出張リサイク
ル・サービスで洋服や小物を買い取ってもらったばかりだ。これまでマーケ
ティングではモノが売れていく仕組みを考えるために消費者が商品やサービ
スを「購買するまでのプロセス」、そしてそれらを「使用する段階」に目が
向けられることが多かった。しかし、これほどまでに世の中で環境問題が注
目され、リサイクルが一般的になってきた今、マーケターは消費者がモノと
「お別れする」段階にも、もっと目を向けていかなくてはならないのではな
いかと感じた。

こ

千葉商科大学サービス創造学部専任講師
経済研究所編集委員

宮澤　薫




